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第10編 公園緑地編 
 

第１章 基盤整備 
 

第１節 適用 

１．本章は、公園緑地工事における施設撤去工、敷地造成工、植栽基盤工、法面工、

公園カルバート工、擁壁工、仮設工その他これらに類する工種について適用するも

のとする。 

２．仮設工は、第３編第２章第10節仮設工の規定によるものとする。 

３．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編及び第３編

土木工事共通編の規定によるものとする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めの内事項については、下記の基準類によらな

ければならない。 

日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書－敷地造成編・園路広場編・ 

修景施設編・運動施設編（プール工）・休養施設編 （昭和57年３月） 

日本道路協会 道路土工要綱 （平成21年６月） 

日本道路協会 道路土工―切土工・斜面安定工指針 （平成21年６月） 

日本道路協会 道路土工―盛土工指針 （平成22年４月） 

日本道路協会 道路土工―擁壁工指針 （平成24年７月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針 （平成22年３月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針 （平成11年３月） 

日本道路協会 道路土工－軟弱地盤対策工指針 （平成24年８月） 

建設省 建設副産物適正処理推進要綱 （平成14年５月） 

土木研究センター 建設発生土利用技術マニュアル （平成25年11月） 

全国ボックスカルバート協会 

プレキャストボックスカルバート設計・施工マニュアル （平成23年３月） 

日本ＰＣボックスカルバート製品協会 

プレキャストボックスカルバート設計施工要領・同解説 （平成24年３月） 

全日本建設技術協会 土木構造物標準設計 （   －   ） 

地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 （平成24年５月） 

全国特定法面保護協会 のり枠工の設計・施工指針 （平成25年10月） 

 

第３節 施設撤去工 

１－３－１ 一般事項 

１．本節は、施設撤去工として構造物取壊し工、公園施設撤去工、移設工、伐採工、

伐開工、発生材再利用工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．受注者は、工事の施工に伴い生じた建設副産物について、第１編１－１－１８建
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設副産物の規定によらなければならない。 

３．受注者は、殻運搬処理及び発生材運搬を行う場合は、運搬物が飛散しないように

行わなければならない。 

４．受注者は、殻及び発生材の受入れ場所及び時間について、設計図書に定めのない

場合は、監督職員の指示を受けなければならない。 

１－３－２ 構造物取壊し工 

１．構造物取壊し工の施工については、第３編第９節構造物撤去工の規定によるもの

とする。 

２．受注者は、舗装版切断の施工については、コンクリートカッターにより行うもの

とするが、これ以外の切断の場合は監督職員の承諾を得なければならない。 

なお、舗装版切断の施工については、工事完成後の見栄えに留意し、整然とした

直線に切断しなければならない。 

１－３－３ 公園施設撤去工 

１．受注者は、公園施設撤去工の施工については、既存の施設に影響を与えないよう

に壊したうえで撤去しなければならない。 

２．受注者は、設計図書に表示のない工作物、地下埋設物及び設計図書に示された 

内容と異なる工作物の撤去が必要となる場合は、写真撮影を行い、形状寸法・数量

を監督職員に報告しなければならない。 

１－３－４ 移設工 

１．受注者は、移設工の施工にあたり、下記の事項により施工しなければならない。 

（１）受注者は、移設工の施工については、撤去移設対象箇所を撤去移設後、残土で

埋戻さなければならない。また、撤去移設時に既設構造物に破損が生じた場合は、

監督職員の指示に従い、速やかに原形復旧しなければならない。 

（２）受注者は、移設物の設置については、設置箇所及びその周辺を、危険防止のた

め地表面下とも、がれきなどの障害物を撤去した後、水はけ良く地ならしして十

分転圧しなければならない。 

（３）受注者は、移設物の設置については、地盤高、水平、ねじれの有無に十分注意

して施工しなければならない。 

（４）受注者は、鋼製遊具、木製遊具、複合遊具などの遊戯施設については、設置か

ら工事完了までの期間、危険防止のため、仮囲いをするなど適切で安全な措置を

とらなければならない。 

２．受注者は、景石移設の施工については、石材の運搬にあたり、表面を損傷しない

ようにしなければならない。 

３．受注者は、景石の据え付けについては、設計図書に示されていない場合は、石の

大きさ、形、色合いを四方から観察して仮据えし、石の位置、向き、深さなどにつ

いて監督職員と協議のうえ、本据えを行わなければならない。 

１－３－５ 伐採工 

１．受注者は、高木伐採及び中低木伐採の施工については、樹木の幹を現況地盤際で

切断するとともに主枝を切断のうえ、運搬可能な形状に揃え、建設発生木材として

処分しなければならない。また、建設発生木材を再利用する場合の処分方法につい
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ては、設計図書に示されていない場合は、監督職員と協議のうえ、所定の場所にし

なければならない。 

２．受注者は、枯損木処理の施工については、枯損木の幹及び主枝を切断のうえ、運

搬可能な形状に揃え、建設発生木材として処分しなければならない。また、建設発

生木材を再利用する場合の処分方法については、設計図書に示されていない場合は、

監督職員と協議のうえ、所定の場所に集積しなければならない。 

３．受注者は、高木伐採、中低木伐採、枯損木処理の施工については、近接する架線、

付近に駐車中の車などに損傷を与えぬよう注意しなければならない。 

４．受注者は、抜根の施工については、主要な根株を切断、掘取のうえ撤去し、根株

を掘り取った穴は、残土で埋め戻さなければならない。 

５．受注者は、抜根終了後、監督職員に承諾を得た後に次の作業に着手しなければな

らない。 

６．受注者は、発生木材処分の施工については、設計図書に示されていない場合は、

監督職員と協議しなければならない。 

１－３－６ 抜開工 

１．受注者は、人力抜開、機械抜開除根の施工については、現況地盤に近い位置で樹

木の抜開を行わなければならない。 

２．受注者は、抜開除根作業における抜開発生物の処理方法については、設計図書に

よらなければならない。 

３．受注者は、設計図書に示されない場合は、表１－１に従い施工しなければならな

い。 

表１－１ 抜開除根作業 

 

 

 

 

 

また、受注者は、表１－１の盛土高１ｍを越える場合であっても、根株が将来腐

食して、盛土、構造物の基礎、地下埋設物などに影響を及ぼすおそれがある場合は、

監督職員と協議しなければならない。 

４．受注者は、抜開除根終了後、監督職員の承諾を得た後に次の作業に着手しなけれ

ばならない。 

５．受注者は、発生木材処分の施工については、設計図書に示されていない場合は、

監督職員と協議のうえ、所定の場所にしなければならない。 

１－３－７ 発生材再利用工 

１．受注者は、発生材再生利用工の施工については、設計図書に示されていない場合

は、監督職員と協議のうえ、建設発生木材を専用の粉砕機にて再利用の目的に合っ

た大きさに粉砕処理しなければならない。 

２．受注者は、木チップ加工の施工については、チップ材が飛散しないように留意し、
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周囲を汚さないようにしなければならない。 

 

第４節 敷地造成工 

１－４－１ 一般事項 

１．本節は、敷地造成工として表土保全工、整地工、掘削工、盛土工、路床盛土工、

法面整形工、作業残土処理工、路床安定処理工その他これらに類する工種について

定めるものとする。 

１－４－２ 表土保全工 

１．表土保全工は、植栽に適した肥沃な表土を植栽用土壌として確保するために実施

するものである。 

２．受注者は、表土掘削の施工については、設計図書によるものとするが、これに示

されていない場合は、監督職員と協議しなければならない。 

３．受注者は、表土運搬の施工については、設計図書に示された場所に運搬し、これ

に示されていない場合は、監督職員と協議しなければならない。 

４．受注者は、表土の仮置が必要な場合は、乾燥防止、雨水などによる養分流出防止、

風による飛散防止などの処理を行い、表土を堆積して保管しなければならない。 

５．受注者は、表土を堆積して保管する場合は、堆積高さ、表面の養生について監督

職員の指示によらなければならない。 

１－４－３ 整地工 

１．受注者は、整地の施工については、残材、転石などを除去し、不陸のないよう、

地ならしを行わなければならない。 

２．受注者は、整地の施工については、滞水しないように排水勾配をとらなければな

らない。 

３．受注者は、整地の施工については、敷地内の汚水枡に雨水が流入することがない

ようなじみ良く仕上げなければならない。 

４．受注者は、整地の施工については、工事範囲と現況地盤とのすり合わせに、不陸

がないようなじみ良く仕上げなければならない。 

１－４－４ 掘削工 

掘削工の施工については、第１編２－４－２掘削工の規定によるものとする。 

１－４－５ 盛土工 

盛土工の施工については、第１編２－４－３路体盛土工の規定によるものとする。 

１－４－６ 路床盛土工 

１．路床盛土工の施工については、第１編２－４－４路床盛土工の規定によるものと

する。 

２．路床とは盛土部においては、盛土仕上り面下、掘削（切土）部においては掘削仕

上り面下１ｍ以内の部分をいう。 

路体とは、盛土における路床以外の部分をいう。 

１－４－７ 法面整形工 

法面整形工の施工については。第１編２－４－５法面整形工の規定によるものと

する。 
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１－４－８ 作業残土処理工 

作業残土処理工の施工については、第１編２－４－６残土処理工の規定によるも

のとする。 

１－４－９ 路床安定処理工 

路床安定処理工の施工については、第３編２－７－２路床安定処理工の規定によ

るものとする。 

 

第５節 植栽基盤工 

１－５－１ 一般事項 

１．本節は、植栽基盤工として透水層工、土層改良工、土性改良工、表土盛土工、人

工地盤工、造形工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．植栽基盤工は、植栽地を植物の生育にふさわしい地盤（これを植栽基盤という）

に改良、整備するために行うものであり、受注者はこの趣旨を踏まえて施工しなけ

ればならない。 

なお、植物の生育にふさわしい地盤は、透水性･保水性･排水性を合わせ持ち、植

物の根が容易に伸長できる土層の厚さ･広がり･硬さを有するとともに、根の伸長に

障害を及ぼす有害物質を含まず、植物の生育に適した酸度及び養分を有している土

壌などで構成する地盤のこととする。 

３．受注者は、植栽基盤工の施工に先立ち、必要に応じて現場透水性及び採取土の透

水性、土壌硬度及び酸度などの試験を行わなければならない。なお、試験方法は、

設計図書によるものとする。 

１－５－２ 材料 

１．表土盛土工及び人工地盤工で使用する土については、植栽する植物の生育に適し

た土壌で、ゴミ、きょう雑物、れきを含まないものとする。 

２．土性改良工で使用する土壌改良材については、以下の規格に合格したものまたは、

これと同等品以上の品質を有するものとし、施工前に品質証明書を作成し、監督職

員に承諾を得るものとする。 

（１）土壌改良材については、粒状･粉状･液状などそれぞれの本来の形状を有し、異

物の混入及びきょう雑物の混入がなく、変質していないものとする。また、それ

ぞれの品質に適した包装あるいは容器に入れてあり、包装あるいは容器が損傷し

ていないものとする。 

（２）無機質土壌改良材については不純物を含まないものとする。 

（３）有機質土壌改良材（日本バーク堆肥協会：Ａ級または、全国バーク堆肥工業

界：１級）については、樹皮に発酵菌を加えて完熟させたものであり、品質、規

格は表１－２の規定を標準とする。 

（４）有機質土壌改良材（泥炭系）については、泥炭類であるピートモス、ピートな

どを主としたもので、有害物その他が混入していないものとする。 

（５）バーク堆肥及び泥炭系以外の有機質土壌改良材については、不純物を含まない

ものとする。 
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表１－２ 有機質土壌改良材（日本バーク堆肥協会：Ａ級または、全国バーク堆肥工業

界：１級）の標準規格（参考） 

項  目 範  囲 

有機物含量 70％ 

全窒素含量 1.2％ 

全リン酸含量 0.5% 

Ｃ／Ｎ比（炭素比） 35以下 

ＰＨ 5.5～7.5 

陽イオン交換容量 70me／100g以上 

含水率（水分） 60±5％ 

幼植物試験 異常を認めない 

 

３．土性改良工で使用する肥料については、下記の規格に合格したものまたは、これ

と同等品以上の品質を有するものとし、施工前に品質証明書を作成し、監督職員の

承諾を得るものとする。 

（１）有機肥料については、油かす、牛ふん、鶏ふんなど、それぞれの素材を肥料成

分の損失がないよう加工されたもので、有害物その他が混入していない乾燥した

ものとする。 

（２）化学肥料については、粒状･固形･結晶などそれぞれの本来の形状を有し、きょ

う雑物の混入していないものとし、それぞれ指定の肥料成分を有し、変質してい

ないものとする。 

（３）それぞれの品質に適した包装あるいは容器に入れ、商標または、商品名･種類

（成分表）・製造月日・製造業者名･容量を明示するものとする。 

１－５－３ 透水工 

１．開渠排水は、植栽基盤の周辺に溝を設置し、地表水の排水を図るとともに、外部

からの地表水の流入を防ぐ方法とする。 

暗渠排水は、植栽基盤下部に中空の管などを設置し、これにより地中水を排水す

る方法とする。 

縦穴排水は、植栽基盤の不透水層がある植栽樹木の周辺に縦に穴を掘り、その中

に管などを挿入し、透水性及び通気性の改善を図る方法のこととする。 

２．受注者は、開渠排水の施工については、滞水が生じないよう留意して施工しなけ

ればならない。 

３．受注者は、暗渠排水及び縦穴排水の施工については、施工前に雨水排水平面図だ

けでなく、関連する植栽平面図を参考に、配水管の位置、高さについて確認しなけ

ればならない。 

４．受注者は、設計図書に示された以外の場所に滞留水などによる植栽樹木への悪影

響のおそれが予想される場合には、監督職員の承諾を得て、固結層の破壊、滞留水

の逃げ道の確保を行わなければならない。 

５．受注者は、開渠排水、暗渠排水、縦穴排水の施工については、地下埋設物の確認
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を行い、電線管、ガス管などに損傷を与えないようにしなければならない。 

１－５－４ 土層改良工 

１．普通耕は、植栽基盤の表層部分を通常20cm程度、耕起することにより、土壌の団

粒化、通気性、透水性を改良し、有効土層を拡大することとする。 

深耕は、深い有効土層（通常40～60cm）を必要とする場合に行う植栽基盤の表層

耕起のこととする。 

混層群は、植栽基盤の表層部と下層部の土壌の性質が異なる場合、混合耕耘によ

り有効土層を確保し、土層構造の連続性を持たせることとする。 

心土破砕は、土壌硬度が高く耕起や混層耕を実施することが難しい場合や、通気

性、透水性が極端に悪い場合に、下層の硬い層を破砕し、土質を改善することとす

る。 

２．受注者は、普通耕、深耕、混層耕、心土破砕の施工については、設計図書による

ものとし、過度の締固めを行わないよう留意しなければならない。 

３．受注者は、土壌構造を不良にする場合があるため、降雨直後には耕起を行っては

ならない。 

４．受注者は、耕起回数の設定については、土壌条件を考慮し、設計の意図を考慮し

て、締固めの弊害が大きくならないように設定しなければならない。また、受注者

は、耕起回数が設定しがたい場合は、試験施工などを行い、監督職員と協議のうえ、

回数設定を行わなければならない。 

１－５－５ 土性改良工 

１．土性改良は、植栽基盤の物理性の改良を図ることとする。 

中和剤施用は、植栽基盤の科学性の改良を図ることとする。 

除塩は、塩類濃度の高い土壌を植栽基盤として使用可能な状態にすること。 

２．受注者は、土性改良の施工については、改良効果が十分に発揮されるよう土壌改

良材などを植栽基盤土壌に均一に混合するよう留意しなければならない。 

３．受注者は、中和剤施用については、中和効果が十分に発揮されるよう中和剤など

を植栽基盤土壌に均一に混合するよう留意しなければならない。 

４．受注者は、除塩の施工については、設計図書によるものとし、これに示さない場

合は、下記の事項により施工しなければならない。 

（１）受注者は、土壌の種類に対応した工法を選定しなければならない。 

（２）受注者は、土壌がヘドロである場合は、土壌が乾燥したときに耕耘を行い、乾

燥、風化を促進させ、排水処理を施した後、早期に除塩効果を上げるため散水を

行わなければならない。また、排水処理については、設計図書によるものとし、

これに示されていない場合は、監督職員と協議しなければならない。 

５．受注者は、施肥の施工については、所定の種類と量の肥料を過不足なく施用しな

ければならない。 

１－５－６ 表土盛土工 

１．受注者は、表土盛土工の施工にあたり、下記の事項により施工しなければならな

い。 

（１）受注者は、表土盛土材を設置する場合、表土盛土堆積地の表面を短辺方向に沿
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って3％程度の表面排水勾配を設け、また、端部の盛土勾配は1:1.8より緩勾配と

しなければならない。 

（２）敷均した表土と下層土とのなじみをよくするため、粗造成面をあらかじめ耕起

したうえで設計図書に示された仕上がり厚となるようにしなければならない。 

２．受注者は、表土盛土堆積地の崩壊防止、飛散防止のため、表土盛土表面部分の締

固め、表面安定処理、種子吹きつけなどの表面保護に配慮しなければならない。 

３．受注者は、流用表土盛土及び発生表土盛土、採取表土盛土、購入表土盛土の搬入

時に、表土の品質確認を行わなければならない。 

なお、還元状態の進行や物理性の劣化など、堆積期間中の性状の劣化が認められ

た場合は、監督職員の承諾を得て、酸化剤あるいはばっ気による酸化の進行、通気、

透水性の改良などの処理を行わなければならない。 

１－５－７ 人工地盤工 

１．受注者は、人工地盤排水槽の施工については、設計図書に示された仕上がり厚と

なるように施工しなければならない。 

２．受注者は、フィルターの施工については、フィルターの破れなどを確認し、隙間

や折れのないように施工しなければならない。 

３．受注者は、人工地盤客土の施工にあたり、下記の事項により施工しなければなら

ない。 

（１）受注者は、設計図書に示された種類の客土材を使用し、これに示された仕上が

り厚となるように施工しなければならない。 

（２）受注者は、客土材が飛散しないように留意し、周辺を汚さないようにしなけれ

ばならない。 

１－５－８ 造形工 

１．築山は、平坦な敷地景観に変化を与えるために小さな山を作り、修景的な起伏を

与える景姿作業のこととする。 

表面仕上げは、締固め作業の一環として、平面に盛土表面の不陸をとることまた

は、緩やかな起伏をつける修景的な整形仕上げ作業のこととする。 

２．受注者は、表面仕上げの施工については、残材、転石などを除去し、平面部と起

伏部がなじむよう、修景的配慮をしなければならない。 

３．受注者は、築山の施工にあたり、下記の事項により施工しなければならない 

（１）受注者は、設計図書に基づき位置、高さを設定し、周囲の条件に従って景姿の

修正を行いながら仕上げなければならない。 

（２）受注者は、築山の表面仕上げにあたっては、締固めすぎないよう留意し、各種

の排水施設の位置及び表面排水勾配を十分考慮して仕上げなければならない。 

（３）受注者は、監督職員の指示する主要な部分の施工図を作成し、監督職員に提出

しなければならない。 

 

第６節 法面工 

１－６－１ 一般事項 

１．本節は、法面工として法面ネット工、法枠工、編柵工、かご工、植生工その他こ
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れらに類する工種について定めるものとする。 

２．受注者は、法面の施工にあたって、道路土工―切土工・斜面安定工指針、のり枠

工の設計･施工指針、グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説によらなければな

らない。これ以外の施工方法による場合は、施工前に監督職員の承諾を得なければ

ならない。 

１－６－２ 材料 

受注者は、法面ネット工の施工に使用する材料については、施工前に品質証明書

を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。 

１－６－３ 法面ネット工 

１．埋設ネットは、法面上に金網を張り、その上に表層基材吹きつけ工を行い、金網

によって客土層を保持すること。 

被覆ネットは、植生工を施工した後、その上から金網で被覆し、植物の崩落を防

止することとする。 

樹脂ネットは、植生工を施工した後、その上から樹脂製のネットで被覆し、植物

の崩落を防止することとする。 

２．受注者は、法面ネット工の施工については、ネットの境界に隙間が生じないよう

にし、ネットの荷重によってネットに破損が生じないようネットを取り付けなけれ

ばならない。 

３．受注者は、埋設ネット及び被覆ネットの施工にあたり、下記の事項により施工し

なければならない。 

（１）受注者は、ネットの金網を法面の凹凸に合わせてなじみ良く張り、金網の継目

は編み込みとして金網の連続性に留意しなければならない。 

（２）受注者は、法面に凹凸が多い場合は、アンカーピンを割り増しするとともに、

座金付コンクリート釘を使用して確実に留めなければならない。 

（３）受注者は、法肩部では巻き込みを十分に行わなければならない。 

なお、軟質な土壌などで固定できない場合は、アンカー長、本数などを監督職

員と協議しなければならない。 

１－６－４ 法枠工 

１．法枠工の施工については、第１編３－３－５法枠工の規定によるものとする。 

２．受注者は、法枠工の施工については、浮石、植物の根などを取り除かなければな

らない。 

１－６－５ 編柵工 

１．編柵は、不安定な土砂の流失を防止するために、樹脂製のネットなどを斜面上に

等高線上または階段状に設置することとする。 

２．受注者は、段切りを行う法面での編策については、段切りよりも前に編柵を施工

してはならない。 

３．受注者は編柵の材料については、設計図書に示された資料で全部まかなえない場

合は、監督職員の承諾を得て他の材料を混用することができる。 

４．受注者は、編柵の施工については、粗朶の編み上げは緩みのないように上から締

め付けながら行い、最上端の２本は十分ねじりながら、もしくは鉄線で緊結し抜け
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ないように仕上げなければならない。 

５．受注者は、樹脂製の編柵の色については、設計図書によるものとし、これに示さ

れていない場合は監督職員と協議しなければならない。 

１－６－６ 植生工 

植生工の施工については、第３編２－14－２植生工の規定によるものとする。 

 

第７節 公園カルバート工 

１－７－１ 一般事項 

１．本節は、公園カルバート工として作業土工、現場打カルバート工、プレキャスト

カルバート工、土留･仮締切工、水替工その他これらに類する工種について定めるも

のとする。 

２．受注者は、公園カルバート工の施工に当たっては、道路土工―擁壁工指針、カル

バート工指針・仮設構造物工指針、排水工指針、プレキャストボックスカルバート

設計施工要領・同解説の規定によらなければならない。 

３．本節でいうカルバートとは、地中に埋設された鉄筋コンクリート製ボックスカル

バート及びパイプカルバート（遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）、プレス

トレストコンクリート管（ＰＣ管））をいうものとする。 

１－７－２ 材料 

受注者は、プレキャストカルバート工の施工に使用する材料は、設計図書による

ものとするが、記載がない場合、プレキャストボックスカルバート設計施工要領・

同解説、プレキャストボックスカルバート設計・施工マニュアルの規定によらなけ

ればならない。 

１－７－３ 作業土工（床堀り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工の規定によるものとする。 

１－７－４ 現場打カルバート工 

１．受注者は、均しコンクリートの施工にあたって、沈下、滑動、不陸などが生じな

いようにしなければならない。 

２．受注者は、１回（１日）のコンクリート打設高さを施工計画書に明記しなければ

ならない。また、受注者は、これを変更する場合には、施工方法を監督職員に提出

しなければならない。 

３．受注者は、海岸部での施工にあたっては、塩害に対して十分注意して施工しなけ

ればならない。 

４．受注者は、足場の施工にあたって、足場の沈下、滑動を防止するとともに、継手

方法その緊結方法に注意して組み立てなければならない。また、足場から工具･資材

などが落下するおそれがある場合は、落下物防護工を設置するものとする。 

５．受注者は、目地材及び止水板の施工にあたって、付着、水密性を保つよう施工し

なければならない。 

１－７－５ プレキャストカルバート工 

１．受注者は、現地の状況により、設計図書に示された据付け勾配によりがたい場合

は、監督職員と協議しなければならない。 



第１０編 公園緑地編 第１章 基盤整備 

 

 644 

２．受注者は、プレキャストカルバート工の施工については、基盤との密着をはかり、

接合面が食い違わぬように注意して、カルバートの下流側または低い側から設置し

なければならない。 

３．受注者は、プレキャストボックスの縦締め施工については、プレキャストボック

スカルバート設計施工要領・同解説、プレキャストボックスカルバート設計・施工

マニュアルの規定によらなければならない。これ以外の施工方法による場合は、施

工前に監督職員の承諾を得なければならない。 

１－７－６ 土留め･仮締切り工 

土留め･仮締切り工の施工については第３編２－10－５土留･仮締切工の規定によ

るものとする。 

１－７－７ 水替工 

水潜工の施工については、第３編２－10－７水替工の規定によるものとする。 

 

第８節 擁壁工 

１－８－１ 一般事項 

１．本節は、擁壁工として作業土工、現場打擁壁工、プレキャスト擁壁工、小型擁壁  

工、水替工、コンクリートブロック工、緑化ブロック工、石積工その他これらに類

する工種について定めるものとする。 

２．受注者は、擁壁工の施工にあたっては、道路土工―擁壁工指針、カルバート工指

針・仮設構造物工指針及び土木構造物標準設計４．３施工上の注意事項の規定によ

らなければならない。 

１－８－２ 材料 

１．石積工の間知石、割石、割角石、割板石、切角石については、JIS A 5003（石

材）の規格に適合したもの、またはこれと同等品以上の品質を有するものとする。 

２．石積工の石材については、以下の規格によるものとする。  

（１）受注者は、設計図書に示された石材の大きさ及び形状を用いるとともに、色合

いに留意し、割れ、欠けなどの欠点のないものを選定しなければならない。 

（２）受注者は、現場搬入前に写真または見本品を監督職員に提出しなければならな

い。 

（３）受注者は、現場搬入後、施工前に品質、数量または重量証明書を作成し、監督

職員の承諾を得なければならない。 

（４）受注者は、設計図書に示されていない場合で、修景的配慮が材料に必要と考え

られる場合は、施工前に品質、数量証明書、その材料を使用した施工図を作成し、

監督職員の承諾を得なければならない。 

１－８－３ 作業土工（床堀り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工の規定によるものとする。 

１－８－４ 現場打擁壁工 

現場打擁壁工の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの規定に

よるものとする。 
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１－８－５ プレキャスト擁壁工 

１．受注者は、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁の施工については、

基礎との密着をはかり、接合面が食い違わぬように施工しなければならない。 

２．受注者は、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁の目地施工において

は、付着･水密性を保つよう施工しなければならない。 

１－８－６ 小型擁壁工 

現場打擁壁工の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの規定に

よるものとする。 

１－８－７ 水替工 

水替工の施工については、第３編２－10－７水潜工の規定によるものとする。 

１－８－８ コンクリートブロック工 

コンクリートブロック工の施工については、第３編２－５－３コンクリートブロ

ック工の規定によるものとする。 

１－８－９ 緑化ブロック工 

緑化ブロック工の施工については、第３編２－５－４緑化ブロック工の規定によ

るものとする。 

１－８－10 石積工 

１．受注者は、石積工の施工にあたり、下記の事項により施工しなければならない。 

（１）受注者は、石積工の施工については、第３編２－５－５石積（張）工の規定に

よらなければならない。 

（２）受注者は、石積工の施工については、設計意図を十分理解したうえで施工しな

ければならない。 

（３）受注者は、材種、形状、色合い、周囲との取り合いなどを十分考慮し、積み模   

様、張り模様に修景的配慮をしなければならない。 

（４）根石は、石積最下部に据えられ、上部の石の重量を受ける石のこととする。 

天端石は、石積頂部に据えられる２面あるいは３面の見え掛かり面を持つ石の

こととする。 

笠石は、石積頂部に据えられる平らな加工石で、稜線の通るものとする。 

（５）受注者は、根石、天端石、笠石に配慮し、上に載せる石を想定して加工しなけ

ればならない。 

（６）合端は、石材と石材が接触する部分とする。 

（７）受注者は、目地、合端に植物を植栽する場合には植栽スペースを確保しなけれ

ばならない。 

２．受注者は、石積工の石材の運搬については、石材の表面を損傷しないように十分

留意しなければならない。 

３．受注者は、石積工の土ぎめの施工については、土が十分締固まるように丁寧に施

工しなければならない。 

４．受注者は、石積工の裏込コンクリート及び目地モルタルの施工については、石の

表面を汚さないように施工しなければならない。 

５．受注者は、石積工の天端石、笠石、端部の留め石の施工については、天端や笠部、 
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端部以外の部分に使用する石よりも大きい石を選択し、使用しなければならない。 

なお、留め石は、石積端部に据えられる石のこととする。 

６．受注者は、練石積工の伸縮目地及び水抜管の施工にあたり、下記の事項により施

工になければならない。 

（１）受注者は、伸縮目地の施工については、設計図書に示された位置に施工に、修

景的配慮をしなければならない。 

（２）受注者は、伸縮目地の施工については、石積延長20ｍ以内に１箇所伸縮目地を

設置し、特に地盤の変化する箇所、石積高さが著しく異なる箇所または、石積の

構造が異なる箇所には伸縮目地を設け、基礎部まで切断しなければならない。 

（３）受注者は、水抜管の施工については、３㎡以内に１箇所の割合で、千鳥に設置

しなければならない。ただし、湧水などのある箇所の処理方法については、監督

職員と協議しなければならない。 

７．受注者は、崩れ積の施工にあたり、下記の事項により施工しなければならない。 

（１）崩れ積は、野面石を用いた石積で、下段の石の裏側に上段の石を差し込むよう 

にして積み上げるもののことで、積み上げた石の表面が不揃いで変化に富むもの

とする。 

 

  （崩れ積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）受注者は、崩れ積の施工については、石と石が ２点以上かみ合うように施工し

なければならない。 

８．受注者は、面積（つらづみ）の施工にあたり、以下の事項により施工しなければ

ならない。 

（１）面積は、野面石（のづらいし）を用いた石積で、大きさの異なる石材を、表面
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が平らになるように修景的配慮を加えながら、面を合わせて積み上げるもののこ

とで、原則として、表面の加工は加えないものとする。 

 

（面積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（２）受注者は、面積の天端石の施工について、天端石には稜線の出るような石を採

用しなければならない。 

（３）受注者は、飼石（かいいし）、詰め石が多くならないように配慮して施工しな

ければならない。 

９．受注者は、玉石積の施工にあたり、下記の事項により施工しなければならない。 

（１）玉石積みは、大きさの揃った玉石を用いた石積で、目地が上下に通らないよう

に積み上げるもののことで、伝統的な積み方には、小口積、長手積または布積、

矢羽積（やばねづみ）などがあるが、現在では均質な石材の入手が困難なため、

標準積のような積み模様となるものとする。 

 

（玉石積） 

 

〔標準積〕 
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〔小口積〕       〔長手積〕        〔矢羽積〕 

 

（２）受注者は、玉石積の施工については、石同土がかみ合うように施工しなければ

ならない。 

 

10．受注者は、野面小端積（のづらこばづみ）の施工にあたり、下記の事項により施

工しなければならない。 

（１）野面小端積は、野面小端石を用いた石積で、厚みの異なる大小の野面小端石材

を、小口が見えるように修景的配慮を加えながら組み合わせて積むものとする。 

 

（野面小端積） 

 

 

（２）受注者は野面小端積の施工については、修景的配慮を加えて水平目地を強調す

るように配慮し、野面小端石を大小組み合わせて施工し、個々の石の稜線、石の

角に配慮して施工しなければならない。 

11. 受注者は、修景割石積（しゅうけいわりいしづみ）の施工にあたり、下記の事項

により施工しなければならない。 

（１）修景割石積は、割石や割角石を用いた石積で、大きさの異なる大小の石材を選

別し、修景的配慮を加えながら組み合わせ、面を揃えて積み上げるものとする。 
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（修景割石積） 

 

（２）受注者は、修景割石積の施工については、大小の割石及び割角石を組み合わせ、

修景的配慮を加えた積み模様となるよう施工しなければならない。 

（３）受注者は、天端石のある場合は、天端石に天端以外の部分に使用する石よりも

大きい石材を使用し、稜線が通るように施工しなければならない。 

12．受注者は、修景切石積（しゅうけいきりいしづみ）の施工にあたり、下記の事項

により施工しなければならない。 

（１）修景切石積は、切角石を用いた石積で、大きさの異なる大小の切石材を修景的

配慮を加えながら組み合わせ、面を揃えて積み上げたものとする。 

 

（修景切石積） 

 

 

（２）受注者は、修景切石積の施工については、大小の切石を組み合わせ、修景的配

慮を加えた積み模様となるよう施工しなければならない。 

13．受注者は、こぶだし石積の施工にあたり、下記の事項により施工しなければなら

ない。 
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（１）こぶだし石積は、割角石を用いた石積で、割角石の割肌の合端をすりあわせる

ことにより、面がこぶ状になるものとする。 

 

（こぶだし石積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）受注者は、こぶだし石積の修景要素として重要な目地については、修景的配慮

を加えて施工しなければならない。 

14．受注者は、割小端積（わりこはづみ）の施工にあたり、下記の事項により施工し

なければならない。 

（１）割小端積は、割小端石を用いた石積で小口が見えるように水平に稜み上げたも

のとする。 

 

（割小端積） 

 

 

 

 

 

 

 

（２）受注者は、天端石のある場合は、天端石に大きい石材を使用し、稜線が通るよ

うに施工しなければならない。 

（３）受注者は、石材の形状寸法や石種が異なるものを混合して積む場合は、割小端

石の大小や石種の混ぜ具合について修景的配慮を加えて施工しなければならない。 

15．受注者は、間知石積、雑割石積、割石積の施工にあたり、下記の事項により施工

しなければならない。 
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（１）問知石積は、間知石を用いた石積のこととする。 

雑割石積は、雑割石を用いた石積のこととする。 

割石積は、割石を用いた石積のこととする。 

 

（間知石積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（雑割石積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（割石積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）受注者は、合端については現場加工を行わなければならない。 
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第２章 植栽 
       

第１節 適  用 

１．本章は、公園緑地工事における植栽工、移植工、樹木整姿工、仮設工その他これ 

らに類する工種について適用するものとする。 

２．仮設工は、第１編第２章第10節仮設工の規定によるものとする。 

３．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編及び第３編

土木工事共通編の規定によるものとする。 

        

第２節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によ

らなければならない。 

日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書－敷地造成編・園路広場編・ 

修景施設編・運動施設編（プール工）・休養施設編 （昭和57年３月） 

公共用緑化樹木の品質寸法規格基準（案） （平成８年２月） 

       

第３節 植栽工 

２－３－１ 一般事項 

１．本節は、植栽工として高木植栽工、中低木植栽工、特殊樹木植栽工、地被類植栽

工、播種工、花壇植栽工、樹木養生工、樹名板工、根囲い保護工その他これらに類

する工種について定めるものとする。 

２．受注者は、樹木等（樹木または地被祇植物）が工事完成引き渡し後に、施設管理

者が適切な管理をした場合において、１年以内に植栽したときの状態で枯死または

形姿不良となった場合は、当初植栽した樹木等と同等またはそれ以上の規格のもの

に植え替えなければならない。枯死または形姿不良の判定にあたっては、監督職員

と受注者が立ち会うものとし、植え替えの時期については、監督職員と協議するも

のとする。 

なお、枯死または形姿不良とは、枯死が樹冠部のおおむね３分の２以上の樹幹が

枯れた場合、または通道な主幹をもつ樹木については、樹高のおおむね３分の１以

上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態となるものを含むものとする。 

３．受注者は、植栽する樹木等の枯損等を防ぐため、搬入日に植え付けられるように

しなければならない。 

なお、これにより難い場合は、根鉢が乾燥しないように、こもまたはむしろで養

生し、期間が半日以上に及ぶ場合は、監督職員と協議するものとする。 

４．受注者は、根付けや堀り取りに機械を使用する場合は、植栽地や苗圃等を締め固

めないように注意し、やむを得ず締め固めたときは耕転等により現状に戻さなけれ

ばならない。 

２－３－２ 材料 

１．樹木は、「公共用緑化樹木品質寸法規格基準（案）」の規格に適合したものまた

は、これと同等品以上の品質を有するものとする。 
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（１）寸法は設計図書によるものとし、品質は表２－１品質規格表（案）<樹姿>、表

２－２品質規格表（案）＜樹勢＞によるものとする。 

なお、設計図書に示す寸法は、原則として最低値を示すものとする。 

  

表２－１ 品質規格表（案） 

    ＜樹姿＞ 
 

  
 

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

  
 

 

 

 

  表２－２ 品質規格表（案） 

    ＜樹勢＞ 
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（２）樹木の品質寸法規格に関する用語の定義は、表２－３によるものとする。 

 

表２－３ 公共用緑化樹木の品質寸法基準（案）における定義 

用 語 定 義 

公共用緑化

樹木 

主として公園緑地、道路、公共施設等の公共緑化に用いられる

樹木材料をいう。 

樹 形 

樹木の特性、年数、手入れの状態によって生ずる幹と樹冠によ

って構成される固有の形をいう。なお、樹種特有の形を基本とし

て育成された樹形を「自然樹形」という。 

樹高 

(略称：Ｈ) 

樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高をいい、一部の

突出した枝及び先端は含まない。なお、ヤシ類など特殊樹にあっ

て「幹高」と特記する場合は幹部の垂直高をいう。 

幹 周 

（略称：Ｃ) 

樹木の幹の周長をいい、根鉢の上端より、1.2m上がりの位置を

測定する。この部分に枝が分岐しているときは、その上部を測定

する。幹が２本以上の樹木においては、おのおのの幹周の総和の

70%をもって幹周とする。 

なお、 「根元周」と特記する場合は、幹の根元の局長をいう。 

枝 張 

(葉張) 

(略称：W) 

樹木の四方面に伸張した枝（葉）の輻をいう。測定方向により

幅に長短がある場合は、最長と最短の平均値とする。なお、一部

の突出した枝は含まない。葉張とは低木についていう。 

株立（物） 
樹木の幹が根元近くから分岐して、そう状を呈したものをい

う。なお株物とは低木でそう状を呈したものをいう n 

株立数 

(略称：B N ) 

株立（物）の根元近くから分岐している幹（枝）の数をいう。

樹高と株主数の関係については以下のように定める。２本

立･････････１本は所要の樹高に達しており、他は所要の樹高の

70%以上に達していること。３本立以上･･････過半数は所要の樹高

に達しており、他は所要の樹高の70%以上に達している。 

単 幹 幹が根元近くで分岐せず1 本であるもの。 

徒 長 枝葉の伸張生長だけが盛んで、組織の充実が伴わない状態。 

根 鉢 
樹木の移植に際し掘り上げられる根系を含んだ土のまとま

りをいう。 

ふるい掘り 
樹木の移植に際し土のまとまりをつけず掘り上げることふ

るい根、素掘りともいう。  

 

（３）掘り取りについては、根鉢は表２―４を標準とし、樹種・時期などを考慮のう

え、必要に応じ、なわ・わらなどで堅固に根巻きしたものとする。ただし、これ

により難い場合は、監督職員と協議するものとする。  
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表２－４ 根鉢径の標準 

幹周り (cm) 根元径に対する根鉢径 

5 以上~20未満 6 倍 

20以上~60未満 5 倍 

60以上~90未満 4 倍 

 

２．特殊樹木の材料は、公園緑地編２－３－２の１の規定によるものとする。 

３．地被類の材料については、下記の事項に適合したもの、またはこれと同等以上の  

品質を有するものとする。使用する材料については、設計図書によるものとし、雑

草の混入がなく、根系が十分発達した細根の多いものとする。また、受注者は現場

搬入後は、材料を高く積み重ねて圧迫したり、長期間寒乾風や日光にさらして乾燥

させたりしないよう注意しなければならない。 

（１）草木類、つる性類及びササ類は、指定の形状を有し、傷・腐れ・病虫害などの

ないもので十分に培養された、コンテナ品または同等以上の品質を有するものと

する。 

（２）草木類、つる性類及びササ類はすべて茎葉及び根系が充実したものであって、

着花類については花及びつぼみの良好なものとする。 

（３）球根類は、品種、花の色・形態等が、品質管理されたもので、粒径がそろって

いるものとする。 

（４）宿根草は傷、腐れ、しおれのない生育良好なものとする。 

（５）芝は肥よく地に栽培され、刈り込みのうえ土付けして切り取ったものとし、切

り取った後長時間を経過して乾燥したり、土くずれ・むれなどのないものとする。 

（６）芝は生育がよく、緊密な根系を有するもので、茎葉の萎凋・病虫害・雑草の根

系などのないものとする。 

４．種子は、次の規格に適合したものまたは、これと同等品以上の品質を有するもの 

とする。 

（１）腐れ、病虫害がなく、雑草の種子など、きょう雑物を含まない良好な発芽率を

もつものとする。 

（２）追加：種子は 、品種、花の色・形態等が、品質管理されたもので 、粒径がそ

ろっているものとする。 

５．花弁類の材料については下記の事項に適合したものまたは、これと同等品以上の

品質を有するものとする。 

（１）指定の形状を有し、傷・腐れ・病虫害などのないもので、根系が十分に発達し

た、コンテナ品または同等以上の品質を有するものとする。 

（２）茎葉及び根系が充実したもので、着花（つぼみ）のあるものについては、その

状態が良好なものとする。 

６．支柱の材料については、下記の事項に適合したものまたは、これと同等以上の品

質を有するものとする。 

（１）丸太支柱材は、杉、檜または唐松の皮はぎもので、設計図書に示す寸法を有し、

曲がり・割れ・虫食いなどのない良質材とし、その防腐処理は設計図書に示すと
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おりとする。 

なお、杭に使用する丸太は元口を先端加工とし、杭及び鳥居形に使用する横木

の見え掛り切口は全面、面取り仕上げしたものとする。 

（２）唐竹支柱材は、２年生以上の真竹で曲がりがなく粘り強く、割れ・腐れ・虫食

いなどのない生育良好なものとし、節止めとする。 

（３）パイプ支柱材は、設計図書によるものとするか、設計図書に示されていない場

合は、JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管）の規格品に公園緑地編３－13－１の防錆

処理を施したうえ、公園緑地編３－13－３の合成樹脂ペイント塗仕上げするもの

とする。  

（４）ワイヤロープ支柱材は、設訃図書によるものとするが、設計図書に示されてい 

ない場合は JIS G 3525 の規格品を使用するものとする。 

（５）杉皮又は檜皮は、大筋・割れ・腐れなどのないものとする。ただし、天然繊維

材を使用する場合は、監督職員の承諾を得なければならない。 

（６）しゅろなわは、より合わせが均等で強じんなもので、腐れ・虫食いがなく、変

色のない良質品とする。 

７．根巻きの材料については、下記の事項に適合したものまたは、これと同等以上の

品質を有するものとする。 

（１）わらは、調整した新鮮なもので、虫食い、変色などのない良質なものとする。 

（２）こも、空俵、なわなどのわら製品は、新鮮なもので虫食い、変色などのない良

質なものとする。 

（３）根巻き材は、天然繊維材を使用する場合は、監督職員の承諾を得なければなら

ない。 

８．幹巻の材緑については、下記の事項に適合したものまたは、これと同等以上の品  

質を有するものとする。 

（１）わらは公園緑地編２－３－27の（１）、しゅろなわは２－３－26の（６）によ

るものとする。 

（２）幹巻材は、天然繊維材を使用する場合は、監督職員の承諾を得なければならな

い。 

９．植え込みに用いる客土の材料は、樹木の生育に適した土で、その材料は下記の事 

項をみたすものとする。 

（１）客土は植物の生育に適合した土壌で、小石、ごみ、雑草などのきょう雑物を含

まないものとする。 

（２）客土の種類は設計図書によるが、その定義は次による。 

畑 土：畑において耕作の及んでいる範囲の土壌 

黒 土：黒色の膨軟な火山灰土壌 

赤 土：赤色の火山灰土壌 

真砂土：花こう岩質岩石の風化土 

山 砂：山地から採集した粒状の岩石 

腐葉土：広葉樹の落葉を堆積させ腐らせたもの 

（３）客土の品質基準及び試験方法は、設計図書によるものとする。 
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10．肥料の材料については、公園緑地編１－５－２材料の規定によるものとする。 

11．薬剤は、病害虫・雑草などの防除及び植物の生理機能の増進又は抑制のため使用 

する薬剤、あるいはこれからの居着剤として使用するもので、下記の事項に適合し

たものとする。 

（１）薬剤は、病害虫・雑草などの防除及び植物の生理機能の増進又は抑制のため用 

する薬剤、あるいはこれからの展着剤として使用するもので、農薬取締法（昭和

23年、法律第82号）に基づくものでなければならない。 

（２）薬剤は、それぞれの品質に適した完全な容器に密封されたもので、変質がなく、

商標又は商品名・種類（成分表）・製造業者名・容量が明示された有効期限内の

ものとする。 

（３）薬剤は、管理責任者を定めて保管しなければならない。 

12．土壌改艮の材料については、公園緑地編１－５－２材料の規定によるものとする。 

13．樹木養生工で使用する材料の種類及び規格については、設計図書によるものとす

るが、記載のないものについては監督職員の承諾を得なければならないものとする。 

14．樹名板工に使用する材料の種類及び規格については、設計図書によるものとする

が、記載のないものについては監督職員の承諾を得なければならないものとする。 

15.根囲い保護工に使用する材料の種類及び規格については、設計図書によるものとす 

るが、記載のないものについては監督職員の承諾を得なければならないものとする。 

２－３－３ 高木植栽工 

１．受注者は、樹木の搬入にあたり、下記の事項により、施工しなければならない。 

（１）受注者は、搬入する樹木については、掘取りから植付けまでの間、乾燥、損傷

などに注意して活着不良とならないように処理しなければならない。 

２．受注者は、樹木の植栽にあたっては、下記の事項により施工しなければならない。 

（１）受注者は、植栽に先立って水分の蒸散を抑制するため、適度に枝葉を切り詰め、

または枝透かしをするとともに、根部は、割れ、傷などの部分を切り除き活着を

助ける処置をしなければならない。 

（２）受注者は、樹木の植付けが迅速に行えるようにあらかじめ、その根に応じた余

裕のある植穴を掘り、水、客土などを準備して樹木を持込んだ後、直ちに植栽し

なければならない。 

（３）受注者は、植穴については、がれきなど生育に有害な物を取り除き、穴底をよ

く耕した後、平坦に敷き均さなければならない。 

（４）受注者は、植付けにあたっては、樹木の目標とする生長時の形姿、景観及び付

近の風致を考慮し、表裏を確かめたうえで修景的配慮を加えて植え込み、根部に

間隙のないよう土を充分に突き入れなければならない。 

なお、水ぎめをする必要のない樹種を除いて、根鉢の周囲に土が密着するよう

に、水を注ぎながら植付けなければならない。 

（５）受注者は、かん水については、根廻りに良質土を入れた後、泥水が根に接着す

るよう行わなければならない。 

（６）受注者は、埋戻しについては、水が引くのを待って埋戻土を入れ、軽く押さえ

て、地均ししなければならない。 
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（７）受注者は、植付けに際して土ぎめをする樹種においては、根廻りに良質土を入

れ、根（鉢）に接着するよう突固めなければならない。 

（８）受注者は、樹木植付け後、直ちに控木を取り付けることが困難な場合は、仮支

柱を立て樹木を保護しなければならない。 

（９）受注者は、植栽した樹木及び株物には、原則として水鉢を切り、工事中必要に

応じてかん水をしなければならない。 

（10）受注者は、樹木の植栽は、設計意図及び付近の風致を考慮して、まず景趣の骨

格を造り、それに倣って全体の配植をしなければならない。 

（11）受注者は、植栽後整姿・剪定を行う場合は、付近の景画に合うように、修景的

配慮を加えて行うとともに、小枝間の清掃その他必要な手入れをしなければなら

ない。 

３．受注者は、土壌改良材などを使用する場合は、客土または埋戻土と十分混ぜ合わ

せて使用しなければならない。 

４．受注者は、施肥をする場合は、所定の量を植物の根に触れないように施し、覆土

しなければならない。 

５．受注者は、樹木には、所定の材料及び方法で次のとおり支柱を取り付けなければ

ならない。 

（１）受注者は、支柱の丸太と樹幹（枝）との交差部分は、全て杉皮を巻き、しゅろ

縄は緩みのないように割り縄がけに結束し、支柱の丸太と接合する部分は、釘打

ちのうえ、鉄線がけとしなければならない。支柱に唐竹を使用する場合も同様と

しなければならない。 

（２）受注者は、添木を使用する場合は、設計図書に定める材料で、樹木をまっすぐ

なるよう取り付けなければならない。 

（３）受注者は、八ツ掛、布掛の場合の支柱の組み方については、立地条件（風向、

土質、樹形及びその他）を考慮し、樹木が倒伏・屈折及び振れることのないよう

堅固に取り付け、その支柱の基礎は地下に埋め込んで根止に杭を打ち込み、丸太

は釘打ちし、唐竹は竹の先端を節止したうえ、釘打ちまたはのこぎり目を入れて

鉄線で結束しなければならない。 

（４）受注者は、八ッ掛の場合は、控えとなる丸太（竹）を幹(主枝）または丸太

（竹）と交差する部位の２箇所以上で結束しなければならない。 

なお、修景的に必要な場合は、支柱の先端を切りつめるものとする。 

（５）受注者は、ワイヤロープを使用して控えとする場合は、樹幹の結束部には所定

の幹当を取り付け、指定の本数のロープを効果的な方向と角度にとり、止杭など

に結束しなければならない。また、ロープの末端結束部は、ワイヤクリップなど

で止め ロープ交差部も動揺しないように止めておき、ロープの中間にターンバッ

クルを使用するか否かにかかわらず、ロープは緩みのないように張らなければな

らない。 

６．受注者は、幹巻きを施す樹木については、地際から樹高の60％内外の範囲につい

て幹及び主枝の周囲をわらなどで厚薄のないように包み、その上から２本合わせの

しゅろ縄を10cm内外の間隔に巻き上げなければならない。ただし、幹巻きテープ(天



第１０編 公園緑地編 第２章 植栽 

 

 659 

然繊維製)を使用する場合は、しゅろ縄で巻きあげる必要はないものとする。 

２－３－４ 中低木植栽工 

中低木植栽工の施工については、公園緑地編２－３－３高木植栽工の規定による

ものとする。 

２－３－５ 特殊樹木植栽工 

特殊樹木植栽工の施工については、公園緑地編２－３－３高木植栽工の規定によ

るものとする。 

２－３－６ 地被類植栽工 

１．受注者は、リュウノヒゲ、ササなどの地被類の植付けについては、下地を十分に

耕し、ごみ、がれき、雑草など、生育に支障となるものを除去した後、水勾配をつ

け、不陸整正を行わなければならない。その後、植付けに適した形に調整したもの

を植え容易に抜けないよう軽く押さえて静かにかん水しなければならない。 

２．受注者は、芝の張付けについては、設計図書に示す深さに耕し、表土を掻き均し、 

がれき、雑草など生育に支障となるものを除去した後、良質土を設計図書に示す厚さ 

に敷き均し、不陸整正を行わなければならない。 

３．受注者は、芝張付け完了後から引渡しまでの間、目土が掘れないように灌水を行 

わなければならない。 

４．受注者は、芝の補植については、芝付け箇所は良質土を投入し、不陸整正を行い、

芝面が隣接芝生面と同一平面をなすよう、施工しなければならない。 

２－３－７ 播種工 

１．受注者は、播種工の施工については、地盤の表面をわずかに掻き起こし整地した

後に、所定の量を厚薄のないように播き付け、土を薄く敷き均し、柔らかく押し付

け、施工後は、発芽を良好にするための適切な養生をしなければならない。 

２．受注者は、設計図書に示す播種材料が発芽期間を経過後に発芽しない場合、再播

種を行わなければならない。なお、発芽期間については監督職員と協議しなければ

ならない。 

２－３－８ 花壇植栽工 

１．受注者は、花卉類の植栽については、設計図書に指定された深さを耕し、がれき

その他生育に支障となるものを取り除いた後、土塊を砕き、整地しなければならな

い。 

２．受注者は、花卉類の植栽については、開花時に花が均等になるように、設計図書

の指示による高さにそろえて模様が現れるようにし、容易に根が抜けないように軽

く押さえて静かにかん水しなければならない。 

２－３－９ 樹木養生工 

１．受注者は、防風ネットの施工については、設計図書によるものとし、本来の機能

を果たすよう強固に固定するよう設置しなければならない。 

２．受注者は、寒冷紗巻きの施工については、設計図書によるものとし、本来の機能

を果たすよう強固に設置しなげればならない。 

３．受注者は、植穴透水層の施工については、設計図書によらなければならない。 

４．受注者は、空気管の施工については、設計図書によらなければならない。 
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５．受注者は、マルチングの施工については、所定の厚みに均一に敷き均さなければ

ならない。 

２－３－10 樹名板工 

受注者は、樹名板の施工については、設計図書によるものとし、はずれることの

ないよう樹名板支柱及び樹木などに堅固に固定しなげればならない。 

２－３－11 板囲い保護工 

受注者は、板囲い保護の施工については、設計図書によらなければならない。 

 

第４節 移植工 

２－４－１ 一般事項 

１．本節は、移植工として根回し工、高木移植工、根株移植工、中低木移植工、地被  

類移植工、樹木養生工、樹名板工、板囲い保護工その他これらに類する工種につい

て定めるものとする。 

２．受注者は、植付けや掘り取りに機械を使用する場合は、植栽地や苗圃などを締め

固めないように注意し、やむを得ず締め固めたときは耕転などにより現状に戻さな

ければならない。 

３．受注者は、掘り取り終了後ただちに埋戻し、旧地形に復旧しなければならない。 

４．樹木の仮植を行う場合は、設計図書によるものとする。 

２－４－２ 材料 

移植工の材料については、公園緑地編２－３－２材料の規定によるものとする。 

２－４－３ 根回し工 

１．受注者は、根回しの施工については、樹種及び移植予定時期を充分考慮して行う  

とともに、一部の太根は切断せず、適切な幅で形成層まで環状はく皮を行わなけれ

ばならない。 

２．受注者は、根回しの施工については、樹種の特性に応じて枝透かし、摘葉等のほ  

か控木の取り付けを行わなければならない。 

３．根回しの際の根鉢径については、表２－７を標準とする。ただし、これにより難

い場合は監督職員と協議するものとする。 

表 ２－７ 根鉢径の標準 

幹周り (m ) 
根元径に対する根鉢径 

根回し径 掘り取り径 

5 以上~ 20未満 ５倍 ６倍 

20以上~ 60未満 ４倍 ５倍 

60以上~ 90未満 ５倍 ４倍 

 

４．受注者は、根鉢の周りは良質土で埋戻し、十分灌潅水を行わなければならない。 

２－４－４ 高木移植工 

１．高木移植工の施工については 、以下に記載のない事項は、公園緑地編２-３-３ 

高木植栽工の規定によるものとする。 
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２．受注者は、樹木の移植については、樹木の掘り取りに先立ち、必要に応じて、仮

支柱を取り付け、時期及び土質、樹種、樹木の生育の状態などを考慮して、枝葉を

適度に切り詰め、または枝透かし、摘葉などを行わなければならない。 

３．受注者は、鉢を付ける必要のない樹種については、鉢よりも大きめに掘り下げた

後、表２－７に示す根鉢径の大きさに根を切り取り、掘り起し、傷などを生じない

ようにしなければならない。 

４．受注者は、鉢を付ける必要のある樹種については、表２－７に示す根鉢径の大き

さに垂直に掘り下げ、底部は丸味をつけて掘り取らなければならない。 

５．受注者は、太根のある樹木の場合は、鉢の有無にかかわらず、根をやや長めに切

り取り、養生しなければならない。 

６．受注者は、樹木の根巻きを行う前に、あらかじめ根の切り返しを行い、わら縄で

根を堅固に巻き付け、土質または根の状態によって、子もその他の材料で養生した

後、巻き付けなければならない。 

７．特殊機械掘取り、特殊機械運搬の機種及び工法等については、設計図書によるも

のとする。ただし、設計図書に定めのない場合は，監督職員と協議しなければなら

ない。 

８．受注者は、植穴復旧については危険が及ばないよう、堀取り後、穴を速やかに復

旧しなければならない。 

２－４－５ 根株移植工 

根株移植工の施工にあたり、下記の事項に記載のないものについては、公園緑地

編２－３－３高木植栽工の規定によるものとする。 

（１）根株移植工は、森づくりの視点で早期に自然的で安定した樹林構成を図るため、

成木のみならず森を構成する林床の潅木、草木類をはじめ、表土、土壌微生物、

小動物そして埋土種子など多様な生物生体的可能性を根株と共にセットで移植し

ようとする、自然植生の生態復元の工法であり、受注者は本工法の趣旨を踏まえ

て施工しなければならない。 

（２）根株の移植先は、設計図書によるものとするが、土壌や水分条件等の立地条件

が同等の場所を選定する。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する

ものとする。 

（３）根株の掘り取りは、表土の乾燥した時期は避けるものとする。また根の損失を

最小限にするため、丁寧に掘り取るとともに掘り取り後の太根は、鋭利な刃物で

切断するものとする。 

（４）根株は、根部の細根や根株にまつわる草木類の根茎は取り払うことのないよう

にする。 

（５）受注者は、根株の材料の採取地、樹種及び規格は設計図書によるものとするが、

設計図書に示されていない場合は、監督職員の承諾を得なければならない。  

（６）根株の材料は、安定した活力のある樹林地から、病虫害がなく良好に生育して

いる樹木を採取する。また搬出路等の条件である勾配、排出距離等にも配慮し選 

定する。 

（７）根株の規格は根元径の寸法であり、株立ちのものは、おのおのの根元径の総和
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の70％の根元径とする。 

２－４－６ 中低木移植工 

中低木移植工の施工については、公園緑地編２－４－４高木移植工の規定による

ものとする。 

２－４－７ 地被類移植工 

地被類移植工の施工については、設計図書によるものとし、設計図書に示されて

いない場合は、公園緑地編２－３－６地被類植栽工の規定によるものとする。 

２－４－８ 樹木養生工 

樹木養生工の施工については、公園緑地編２―３―９樹木養生工の規定によるも

のとする。 

２－４－９ 樹名板工 

樹名板工の施工については、公園緑地編２－３－10樹名板工の規定によるものと

する。 

２－４－10 根囲い保護工 

板囲い保護工の施工については、公園緑地編２－３－11板囲い保護工の規定によ

るものとする。 

 

第５節 樹木整姿工 

２－５－１ 一般事項 

１．本節は、樹木整姿工として高中木整姿工、低木整姿工、樹勢回復工、その他これ

らに類する工種について定めるものとする。 

２．受注者は、対象となる植物の特性、樹木整姿の目的及び樹木整姿が対象植物に及

ぼす影響の度合いを十分理解したうえで施工しなければならない。 

３．受注者は、発生する剪定枝葉、残材などについては、建設発生木材として処分し

なければならない。また、建設発生木材を再利用する場合の処分方法については、

設計図書によるものとする。ただし、設計図書に示されていない場合は、監督職員

と協議のうえ、所定の場所に集積しなければならない。 

２－５－２ 材料 

１．樹木修復に使用する材料については、下記の事項に適合したもの又はこれと同等

以上の品質を有するものとする。 

（１）充填材の種類及び材質は、設計図書によるものとする。ただし、設計図書に示

されていない場合は、監督職員と協議しなければならない。 

（２）防腐剤の種類及び材質は、設計図書によるものとする。ただし、設計図書に示

されていない場合は、監督職員と協議しなければならない。 

２－５－３ 高中木整姿工 

１．受注者は、高中木整姿工の施工については、下記の事項によらなければならない。 

（１）受注者は、基本剪定の施工については、樹形の骨格づくりを目的とした人力剪

定作業をもって、樹種の特性に応じた最も適切な剪定方法により行わなければな

らない。 

（２）受注者は、軽剪定の施工については、樹冠の整正、混み過ぎによる枯損枝の発
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生防止などを目的とした人力剪定作業をもって、切詰め、枝抜きなどを行わなけ

ればならない。 

（３）受注者は、機械剪定の施工については、機械を用いた刈り込み作業で、樹種の

特性に応じた最も適切な剪定方法によって行わなければならない。 

２．受注者は、剪定の施工については、主として剪定すべき枝は、下記の事項によら

なければならない。 

（１）枯枝 

（２）生長のとまった弱小な枝（弱小枝） 

（３）著しく病虫害におかされている枝（病虫害枝）  

（４）通風、採光、架線、人車の通行などの障害となる枝（障害枝）  

（５）折損によって危険をきたす恐れのある枝（危険枝） 

（６）樹冠や樹形の形成上、及び樹木の生育上不必要な枝（冗枝、ヤゴ、胸プキ、徒

長枝、カラミ抜、フトコロ抜、立技など）。 

３．受注者は、剪定の方法については、下記の事項によらなければならない。 

（１）公園樹木は特に修景上、規格形にする必要のある場合を除き、自然樹形仕立て

とする。 

（２）樹木の上方や南側の樹勢が盛んな部分は強く、下方や北側の樹勢が弱い部分は

弱く剪定する。 

（３）太枝の剪定は切断箇所の表皮がはがれないよう、切断予定箇所の数10cmよりあ

らかじめ切除し、枝先の重量を軽くしたうえ、切返しを行い切除する。また、太

枝の切断面には必要に応じて、防腐処理する。 

（４）樹枝は、外芽のすぐ上で切除する。ただし、ヤナギ等のしだれ物については肉

芽できるものとする。 

（５）樹冠外に飛び出した枝切り取りや、樹勢回復するためなどに行う切り返し剪定

は、樹木全体の形姿に配慮し、適正な分岐点より長い方の枝を付け根より切り取

る。 

（６）枝が混み過ぎた部分の中すかしや樹冠の形姿構成のために行う枝抜き剪定は、

不必要な枝（冗枝）などをその枝のつけ根から切り取る。 

（７）花木類の手入れにあたっては、花芽の分化時期を考慮し、手入れの時期及び着

生位置に注意しなければならない。 

２－５－４ 低木整姿工 

１．受注者は、低木整姿工の施工については、下記に規定のない事項は、公園緑地編

２－５－３高中木整姿工の規定によらなければならない。 

２．受注者は、枝の密生した箇所は中すかしを行い、目標とする樹冠を想定して樹冠

周縁の小枝を輪郭線を作りながら刈込まなければならない。 

３．受注者は、裾枝の重要なものは、上枝を強く、下枝を弱く刈り込まなければなら

ない。また、萌芽力の弱い針葉樹については弱く刈り込んで、萌芽力を損なわない

よう、樹種の特性に応じ、充分注意しながら芽つみなどを行わなければならない。 

４．受注者は、大刈込みは、各樹種の生育状態に応じ、目標とする刈高に揃うよう、

刈込まなければならない。また、植込み内に入って作業する場合は、踏込み部分の
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枝条を損傷しないように注意し、作業終了後は枝条が元に戻るような処置を行わな

ければならない。 

２－５－５ 樹勢回復工 

１．受注者は、樹勢回復の施工については設計図書によるものとするが、特に施与時

期、施与方法などについては監督職員の承諾を得なければならない。 

２．受注者は、樹木修復の施工については、設計図書によるものとする。なお、設計

図書に示されていない場合は、下記の事項によらなければならない。  

（１）受注者は、樹木修復については、修復の時期、種類及び方法などについては監 

督職員の承諾を得なければならない。 

（２）受注者は、樹木の樹皮部及び木部の枯死、腐朽、病患、傷の部分はすべて削っ

て除かなければならない。また、害虫などが侵入してきている部分は、幼虫の駆

除を完全に行わなければならない。 

（３）受注者は、樹木の腐朽部などを除去した場合は、「腐朽菌」や「害虫」を駆除

するために殺菌剤や燻蒸剤を塗布または燻蒸して消毒しなげればならない。 

（４）受注者は、除去した腐朽部には、充填後に変化して障害を出さない材料で、傷

口と充填材の間から雨水等が浸透しないよう充填し、樹木と傷口の形状に合わせ

て成形しなければならない。 

（５）受注者は、腐朽部が大きい場合は、回復された表面に崩壊、剥離が生じないよ

う補強材で補強しなければならない。 

（６）受注者は、患部の治療を終えるとき、充填剤の仕上げ面は周囲の「形成層」よ

り内部に仕上げて、術後「形成層」の発育を阻害しないようにしなければならな

い。 

（７）受注者は、施工後の樹木の傷が安定するまで、樹木に「控え木」や「ロープ」

などで補強対策を行わなければならない。  
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第３章 施設整備 
 

第１節 適  用 

１．本章は、公園緑地工事における給水設備工、雨水排水設備工、汚水排水設備工、

電気設備工、園路広場整備工、修景施設整備工、遊戯施設整備工、サービス設備整

備工、管理施設整備工、建築施設組立設置工、施設仕上げ工、仮設工その他これら

に類する工種について適用するものとする。 

２．仮設工は、第３編第２章第10節仮設工の規定によるものとする。 

３．本章に特に定めのない事項については、下記の基準によるものとする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準によら

なければならない。 

日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書－敷地造成編・園路広場編・ 

修景施設編・運動施設編（プール工）・休養施設編 （昭和57年３月） 

日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書－運動施設編・遊戯施設編・ 

管理施設編 （昭和56年３月） 

日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書－運動施設編 （平成８年４月） 

日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書－便益施設編（便所工）・ 

その他（防災的役割を持つ協会都市公園（防災公園）の公園施設編・ 

身障者を考慮した公園施設編） （昭和58年11月） 

日本下水道協会 下水道施設設計指針と解説 （昭和59年７月） 

日本電気協会 内線規程 （平成28年10月） 

全日本建設技術協会 土木構造物標準設計        （   －   ） 

日本道路協会 道路土工要綱        （平成21年６月） 

日本道路協会 舗装施工便覧            （平成18年２月） 

日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説 （平成13年９月） 

日本道路協会 舗装設計施工指針 （平成18年２月） 

日本道路協会 舗装設計便覧 （平成18年２月） 

日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説 （平成４年12月） 

インターロッキングブロック舗装技術協会 

 インターロッキングブロック舗装設計施工要領          （平成19年３月） 

日本道路協会 視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説 （昭和60年９月） 

日本道路協会 舗装再生便覧          （平成22年11月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧                    （平成19年６月） 

国土交通省 構内舗装・排水設計基準及び同資料 （平成27年３月） 

日本道路協会 道路照明施設設置基準・同解説      （平成19年10月） 

日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説        （昭和59年10月） 

日本道路協会 道路反射鏡設置指針                （昭和55年12月） 

国土交通省 防護柵の設置基準の改定について          （平成16年３月） 
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日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説             （平成28年12月） 

日本道路協会 道路標識設置基準・同解説          （昭和62年１月） 

日本道路協会 駐車場設計・施工指針・同解説         （平成４年11月） 

日本道路協会 立体横断施設技術基準・同解説 （昭和54年１月） 

日本道路協会 アスファルト混合所便覧（平成8年度版） （平成８年10月） 

全日本建設技術協会 土木工事安全施工技術指針 （平成22年４月） 

  

第３節 給水設備工 

３－３－１ 一般事項 

１．本節は、給水設備工として水栓類取付工、貯水設備工、循環設備工、散水設備工、

作業土工、給水管路工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．受注者は、給水設備工の施工に際して、機械設備工事共通仕様書２－２配管工事

及び５－２給排水衛生機器の規定によらなければならない。 

３－３－２ 材料 

１．給水設備工の材料は、次の規格に合格したものまたは、これと同等以上の品質を

有するものとする。 

  JIS A 5314（ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング） 

  JIS A 2011（青銅弁） 

JIS B 2051（可鍛鋳鉄１０Ｋねじ込み形弁） 

  JIS A 2061（給水栓）JIS B 2062（水道用仕切弁） 

  JIS A 2063（水道用空気弁） 

  JIS A 2210（鉄鋼製管フランジの基準寸法） 

  JIS A 2220（鋼製溶接式フランジ） 

  JIS A 2301（ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手） 

  JIS A 2302（ねじ込み式鋼管製管継手） 

  JIS A 2311（一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手） 

  JIS A 2312（配管用鋼製突合せ溶接式管継手） 

  JIS A 2313（配管用鋼板製突合せ溶接式管継手） 

  JIS A 2316（配管用鋼製差込み溶接式管継手） 

  JIS A 2352（ベローズ形伸縮管継手） 

  JIS A 7501（接線流羽根車単湿式13mm水道メーター） 

  JIS A 8302（ポンプ吐出し量測定方法） 

  JIS A 8313（小型うず巻ポンプ） 

  JIS A 8319（小型多段遠心ポンプ） 

  JIS A 8322（両吸込うず巻ポンプ） 

  JIS A 8323（水封式真空ポンプ） 

  JIS A 8331（多翼送風機） 

  JIS A 8372（空気圧用減圧弁） 

  JIS A 3442（水道用亜鉛めっき鋼管） 

  JIS A 3443（水輸送用塗覆製鋼管） 
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  JIS G 3448（一般配管用ステンレス鋼管） 

  JIS G 3451（水輸送用塗覆製鋼管の異形管） 

  JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管） 

  JIS G 3491（水道用鋼管アスファルト塗覆製方法） 

  JIS G 3492（水道用鋼管コールタールエナメル塗装方法） 

  JIS G 5526（ダクタイル鋳鉄管） 

  JIS G 5527（ダクタイル鋳鉄異形管） 

  JIS H 4312（水道用鉛管） 

  JIS K 1450（水道用硫酸アルミニウム） 

  JIS K 6353（水道用ゴム） 

  JIS K 6742（水道用硬質塩化ビニル管） 

  JIS K 6743（水道用硬質塩化ビニル管継手） 

  JIS K 6762（水道用ポリエチレン管） 

    JIS K 6763（水道用ポリエチレン管継手） 

２．給水設備工の材料は、ＪＷＷＡ（日本水道協会）の規格に適合したものまたは、

これと同等以上の品質を有するものとする。 

  JWWA B 108（水道用止水栓） 

JWWA B 120（ソフトシール仕切弁） 

JWWA G 112（水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装） 

JWWA G 113（水道用ダクタイル鋳鉄管） 

JWWA G 114（水道用ダクタイル鋳鉄異形管） 

JWWA G 115（水道ステンレス鋼鋼管） 

JWWA G 116（水道ステンレス鋼管継手） 

JWWA G 117（水道用塗覆製鋼管） 

JWWA H 101（水道用鋼管） 

JWWA K 116（水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管） 

JWWA K 117（水道用樹脂コーティング管継手） 

JWWA K 118（水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管） 

JWWA K 119（水道用耐衝撃性硬化塩化ビニル管継手） 

JWWA K 127（水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管） 

JWWA K 128（水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手） 

JWWA K 129（水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管） 

JWWA K 130（水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手） 

JWWA K 131（水道用硬質塩化ビニル管のダクタイル鋳鉄異形管） 

JWWA K 132（水道用ポリエチレン粉体ライニング管） 

JWWA K 140（水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管） 

３．量水器は、計量法に定める検定合格品とし、給水装置に該当する場合は、水道事

業者の承認する材料を用いるものとする。 

４．受注者は、給水設備の施工に使用する材料については、施工前に品質証明書を作

成し、監督職員の承諾を得なければならない。 
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５．受注者は、循環設備工に使用する各種材料、機器器具について、施工前に施工図

を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。  

３－３－３ 水栓類取付工 

１．受注者は、メーターボックスの施工については、雨水の侵入や動線上でのつまず

きなどに考慮して施工しなげればならない。 

２．受注者は、止水栓の施工にあたり、下記の事項により施工しなければならない。 

（１）受注者は、止水栓ボックスの中心に垂直に取り付けなければならない。 

（２）受注者は、地盤の悪い箇所においては、沈下などのないように十分基礎を締め

固めておかなければならない。 

（３）受注者は、止水栓の取付については、必ず開閉を行い、支障のないことを確か

めてから閉止しておかなければならない。 

３．受注者は、止水栓ボックスの施工にあたり、下記の事項により施工しなければな

らない。 

（１）受注者は、止水栓ホックスの蓋が地面と同一の高さになるよう施工しなければ

ならない。また、建て込みホルトの締め付けも確認しなければならない。 

（２）受注者は、止水栓ボックスの設置については、スピンドルなどが折れないよう

に十分注意し、堅固に取り付けなければならない。 

３－３－４ 貯水施設工 

１．飲料水を貯留する貯留施設の場合は、建築基準法施行令第３９条の２ 、第１２９

条の２の２並びに同条に基づく告示の定める規定によるものとする。 

２．貯留施設は、地震力及び地震力によって生ずるスロッシングによって損傷を起こ

さない強度を有するものとする。なお、設計水平震度は設計図書によるものとし、

設計鉛直震度は設計水平震度の１／２の値とするものとする。 

３．貯留施設にマンホールを使用する場合は、公園緑地編３－４－９マンホールの規

定によるものとする。 

４．受注者は、貯留施設にプレキャストボックスを使用する場合は、下記の事項によ

り施工しなければならない。 

（１）受注者は、現地の状況により設計図書に示された据付け勾配によりがたい場合

は、監督職員と協議しなければならない。 

（２）受注者は、プレキャストカルバートエの施工については、基礎との密着をはか

り、接合面が食い違わぬように注意して、カルバートの下流側または低い側から

設置しなければならない。 

（３）受注者は、プレキャストボックスの縦締め施工については、プレキャストボッ

クスカルバート設計施工要領・同解説及びプレキャストボックスカルバート設

計・施工マニュアルの規定によらなければならない。これ以外の施工方法による

場合は、施工前に監督職員の承諾を得なければならない。 

（４）受注者は、プレキャストパイプの施工については、ソケットあるいはパイプの

場合はソケットをカルバートの上流側または高い側に向けて設置しなければなら

ない。ソケットのないパイプの接合は、カラー接合または印ろう接合とし、接合

部はモルタルでコーキングし、漏水が起こらないように施工しなければならない。 
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（５）受注者は、プレキャストパイプの施工については、管の一部を切断する必要が

合う場合は、切断によって使用部分に損傷が生じないように施工しなければなら

ない。損傷させた場合は、取換えなければならない。 

５．床堀り、埋戻しを行う場合は、第３編２－３－３作業土工の規定によるものとす

る。 

６．受注者は、基礎の施工については、床堀り完了後、割ぐり石基礎には割りぐり石

に切込砂利及び砕石などの間隙充てん材を加え、締固めながら仕上げなければなら

ない。 

７．受注者は、基礎材の敷均し及び締固めについては、支持力が均等となり、かつ不

陸が生じないように施工しなければならない。 

８．均しコンクリートの施工については第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの規定

によるものとする。 

９．コンクリートの施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの規定に

よるものとする。 

10．受注者は、貯水施設の水密性の保持を勘案し、コンクリートの打設後には特に十

分な養生を行わなければならない。 

11．受注者は、貯留施設の設置にあたり、所定の位置、高さ、水平、垂直性を確保し

て施工しなければならない。 

12．受注者は、防水モルタルの施工については、設計図書によるものとし、貯留施設

に外部から雨水などが浸入しないよう施工しなければならない。 

13．受注者は、貯水施設の埋戻しについては、流入管管底の深さを確かめ、正しく接

続されていることを確認した後、埋戻しを行わなければならない。また、埋戻しに

ついては、貯水施設がコンクリート構造物以外の場合は、貯水施設内に半分程度注

水した後土で行い、客土30cmの層状に周辺を均等に突固め、水締めを行わなければ

ならない。なお、貯水施設がコンクリート構造物の場合は、水締めの必要はないも

のとする。 

14．受注者は、通気孔の設置については、通気孔には耐食性のある防虫網を取付けな

ければならない。    

15．受注者は、アンカーボルトの施工については、アンカーボルトが、コンクリート

の打ち込みにより移動しないよう設置しなければならない。 

16．受注者は、貯留施設の養生後、貯留水が清水になるまで洗浄しなければならない。 

17．受注者は、貯水施設の施工完了後、清掃を行い、満水状態にして24時間放置し、

漏水の有無を確認しなければならない。また、工事完了後は、貯水施設を満水状態

にしておかなければならない。 

３－３－５ 循環設備工 

１．受注者は、循環設備工の施工については、設計図書によらなければならない。 

なお、特に定めのない事項については、機械設備工事共通仕様書及び電気設備工

事共通仕様書の規定によらなければならない。 

２．受注者は、機械室の施工については、設計図書によるものとし、基礎の施工につ

いては、基礎材を均等に敷均し、タンパなどで十分突き固めなければならない。 
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３．受注者は、貯水槽の施工については、下記の事項により施工しなければならない。 

（１）受注者は、貯水槽の水密性の保持を勘案し、コンクリートの打設後は特に十分

な養生を行わなければならない。 

（２）受注者は、貯水槽の施工完了後、清掃を行い、満水状態にして24時間放置し、

漏水の有無を確認しなければならない。また、工事完了後は、貯水槽を満水状態

にしておかなければならない。 

４．受注者は、噴水装置、循環装置、滅菌装置の施工については、下記の事項により

施工しなければならない。 

（１）受注者は、施工図を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。 

（２）受注者は、制作する機器類、実管スリーブ、オーバーフロー金物、ポンプピッ

トストレーナーなどは、施工図を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。 

（３）受注者は、施工完了後、各機器を単独手動運転し、制御装置も動作させ異常の

有無を試験し、次いで各機器の自動または連動運転を行い、異常の有無を試験し

なければならない。 

（４）受注者は、噴水装置、循環設備、滅菌装置の各部を満水にし、各機器の能力等

を使用に適合するように調整した後、総合的な運転を行い全体及び各部の状態に

ついて異常の有無を試験しなげればならない。 

（５）受注者は、循環設備、滅菌装置が定常の使用状態に入った後、速やかに流入水、

処理水の水質分析、騒音測定などの必要な試験を実施し、試験成績表を監督職員

に提出しなければならない。 

５．受注者は、ポンプの設置については、下記の事項により施工しなければならない。 

（１）受注者は、ポンプの設置については、水準器などにより十分に芯出し調整を行

わなければならない。また、動カケーブル、制御ケーブルなどはポンプの吊り上

げ、分解時に必要な長さを確保しなければならない。 

（２）受注者は、水中モートルポンプのケーブル接続については、ポンプピット内で

行わなければならない。 

６．受注者は、機器搬入時に既設構造物を損傷することのないよう十分注意しなけれ

ばならない。 

７．受注者は、バルブの設置については、所定の位置、高さ、水平、鉛直性を確保し

て施工しなければならない。 

８．受注者は、バルブボックスの施工については、所定の位置、高さを確保して施工

しなければならない。 

９．受注者は、配管の施工に先立ち、ほかの設備管類及び機沿との関連事項を詳細に

検討し、勾配を考慮して正確に位置を決定しなければならない。 

10．受注者は、配管材の接合については、下記の事項により施工しなければならない。 

（１）受注者は、管の接合に先だって、その内部を点検し、切りくず、ごみなどを十

分除去してから接合しなければならない。 

（２）受注者は、配管材の接合については、すべてその断面が変形しないよう管軸心

に対して直角に切断し、その切口は平滑に仕上げなければならない。 

（３）受注者は、ねじ切りについては、自動切り上げ装置付勾じ切り機を使用し、ね
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じゲージを使用してねじ長さを調整しなければならない。 

（４）受注者は、接合用ねじに JIS B 0203（管用テーパネジ）を使用し、接合にね

じ接合材を使用しなければならない。 

（５）受注者は、ねじ山、管内部及び端部に付着している切削油、水分、ほこりなど

を十分に除去した後、雄ねじ部のみにねじ接合材を塗布し、ねじ込まなければな

らない。 

（６）受注者は、フランジの接合については、適正材質、厚さのガスケットを使用し、

ボルト、ナットを均等に片寄りなく締め付けなければならない。 

11．受注者は、躯体蒋入部の配管で、不等沈下のおそれがある場合、排水・通気管を

除き、フレキシブルジョ イントを使用して施工しなければならない。 

12．受注者は、鋼管、鋳鉄管及び鉛管に対するコーキング修理を行ってはならない。 

13．受注者は、躯体貫通にあたり、配管材は実管スリーブとし、水際躯体貰通部止水

板付またはリンクシールを使用しなければならない。 

14．受注者は、制御盤の施工については、設計図書によるものとし、盤内の器具及び

材料は、監督職員の承諾を得たものとしなければならない。 

15．受注者は、循環設備工の接地工事については、第３種接地工事を施さなければな

らない。 

３－３－６ 散水施設工 

１．受注者は、スプリンクラーの施工については、下記の事項により施工しなければ

ならない。 

（１）受注者は、スプリンクラーボックスの中心に垂直に取り付けなければならない。 

（２）受注者は、スプリンクラーボックスの蓋が地面と同一の高さになるようにしな

ければならない。 

２．受注者は、ドリップパイプの施工については、折れ曲がりに注意して布設しなけ

ればならない。 

３．受注者は、スプリンクラーの施工については、粘土類などの付近の土が混入しな

いようにしなければならない。 

４．受注者は、散水栓の施工については、散水栓ボックスの中心に取り付けなければ

ならない。 

５．受注者は、散水栓ボックスの施工については、散水栓ボックス内に水が滞留しな

いように、下部に切込砕石をしかなければならない。 

３－３－７ 作業土エ（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については 、第３編２－３－３作業土工の規定によるものとする。  

３－３－８ 給水管路工 

１．受注者は、給水管の施工については、下記の事項により施工するものとする。 

なお、これに示されていない場合は、監督職員と協議のうえ施工しなければなら

ない。 

（１）受注者は、各種管類の曲部には曲部用継手を用いなければならない。 

なお、布設路線に障害物がある場合は、曲管などを使用することとし、直管を

ずらすことによって障害物をかわしてはならない。 
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（２）受注者は、下水道管、ガス管、ケーブル管などの地下埋設物との交差や構造物

などを横断する箇所は、必要に応じてさや管やコンクリートで防護しなくてはな

らない。  

（３）受注者は、電話、電力、照明設備ケーブルと平行または交差する場合は、30cm 

以上の間隔をおき、布テープなどにより防護しなくてはならない。 

（４）受注者は、給水管が電食または酸・アルカリなどによって腐食するおそれのあ

る場所での布設については、耐食性の給水管を使用するか、防食テープを巻くな

ど、適切な措置を行わなければならない。 

（５）受注者は、給水管の曲管部または管末部で、接合箇所が離脱するおそれがある

場合は、離脱防止継手を用いるか、コンクリートで保護するなどの措置を行わな

ければならない。 

（６）受注者は、不等沈下などが生じるおそれのある箇所には、有効な伸縮継手を用

いなければならない。 

（７）受注者は、漏水のないように施工しなければならない。 

（８）受注者は、布設する給水管の周囲を良質の土砂または砂で埋戻し、十分転任し

なければならない。 

なお、給水管、給水設備、ボックス類に損傷、沈下、移動などを与えないよう

に注意しなければならない。 

２．受注者は、給水管の布設については、境界杭、道路標識、ベンチマーク、その他

水が汚染されるおそれのある箇所に近接して布設しないようにしなければならない。 

３．受注者は、ホリエチレン管の布設については、温度差による膨張、収縮を考えて

蛇行配管としなければならない。また、コイル巻きによるねじれ、わん曲、くせな

どがあるため器具の傾斜が生じやすいので、器具前後の管は、徐々に浅くねじれを

解いて布設しなければならない。 

４．受注者は、鋳鉄管類の布設については、下記の事項により施工しなければならな

い。 

（１）受注者は、勾配のある場所に施工する場合は、受口を上り勾配に向けて布設し

なければならない。 

なお、将来の維持管理に備えて、管及び異形管の表示記号は上部にして布設し

なければならない。 

（２）受注者は、工事の施工上やむを得ない場合のほか切断又は変形した材料を使用

してはならない。また、異形管の切断、変形は行ってはならない。 

５．受注者は、硬質塩化ビニル管の布設については、下記の事項により施工しなけれ

ばならない。 

（１）受注者は、曲げ配管が必要な場合は、エルボまたはベンドを用いて配管しなけ

ればならない。 

（２）受注者は、ガソリン、クレオソート、塗料などの有機溶剤を含むものに浸食さ

れるおそれのある場所へ使用してはならない。 

６．受注者は、給水管の接合については、下記の事項により施工しなければならない。 

（１）受注者は、管の接合前に内部を点検し、異物のないことを確かめ、切りくず、
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ごみなどを除去してから接合しなければなない。 

（２）受注者は、管の断面が変形しないように、管軸線に対して直角に切断し、その

切り口を平滑に仕上げなげればならない。  

（３）受注者は、配管の施工を一時休止する場合などは、管内に異物が入らないよう

に養生しなければならない。 

（４）受注者は、管種の異なった給水管の接合については、適合する各種ユニオン、

接続管を用いて接合しなければならない。 

７．受注者は、鉛管及び銅管給水管の接合については、ろう接剤を用いて接合しなけ

ればならない。 

８．受注者は、ビニルライニング鋼管の接合については、樹脂コーティング管端防食

管継手を用いて接合しなければならない。 

９．受注者は、硬質塩化ビニル管類の接合については、硬質塩化ビニル管用接着剤を

用いて接合しなければならない。 

10．受注者は、ダクタイル鋳鉄管の接合については、メカニカル継手、タイトン継手、

またはフランジ継手を用いて接合しなければならない。 

 

第４節 雨水排水設備工 

３－４－１ 一般事項 

１．本節は、雨水排水設備工として側溝工、集水掛工、調整地工、貯留施設工、作業

土工、管渠工、マンホール工、地下排水工その他これらに類する工種について定め

るものとする。 

２．受注者は、側溝工、集水桝工、作業土工、管渠工、マンホール工、地下排水工の

施工については、道路土工－道路土工要綱の規定によらなければならない。 

３．受注者は、側溝工、集水桝工、作業土工、管渠工、マンホール工、地下排水工の

施工については、降水、融雪によって路面あるいは斜面から道路に流入する地表水、

隣接地から浸透してくる地下水及び地下水面から上昇してくる地下水を良好に排水

するよう施工しなければならない。 

３－４－２ 材料 

１．雨水排水設備工に使用する材料は、次の規格に適合したものまたは、これと同等

以上の品質を有するものとする。 

  JIS A 5302（無筋コンクリート及び鉄筋コンクリート管） 

  JIS A 5303（遠心力鉄筋コンクリート管） 

  JIS A 5305（鉄筋コンクリートＵ形及び鉄筋コンクリートＵ形ふた） 

  JIS A 5306（コンクリートＬ形及び鉄筋コンクリートＬ形） 

  JIS A 5312（鉄筋コンクリート組立土止め） 

  JIS A 5317（下水道用マンホール側塊直壁及び下水道用マンホール側塊斜壁） 

  JIS A 5318（鉄筋コンクリートフリューム） 

  JIS A 5322（ソケット付スパンパイプ） 

  JIS A 5328（組合せ暗渠ブロック） 

  JIS A 5333（コア式プレストレストコンクリート管） 
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  JIS A 5506（下水道用マンホールふた） 

  JIS G 3471（コルゲートパイプ） 

  JIS K 6739（排水用硬質塩化ビニール管継手） 

  JIS K 6741（硬質塩化ビニール管） 

  JIS R 1201（陶管） 

２．管類及びフィルター材の種類、規格については、設計図書によるものとする。 

３．受注者は、雨水排水設備工の施工に使用する材料については、施工前に品質証明

書を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。 

３－４－３ 側溝工 

１．受注者は、側溝工の施工については、設計図書のよるものとし、現地の状況によ

り、設計図書に示された水路勾配によりがたい場合は、監督職員と協議するものと

し、下流側又は低い側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるよ

うに施工しなければならない。 

２．受注者は、プレキャストＵ型側溝、Ｌ型側溝、プレキャストⅢ型側溝、現場打Ｌ

型側溝、コルゲートフリューム、自由勾配側溝、特殊円形側溝の施工については、

基礎は不等沈下を起こさないように、また不陸を生じないように施工しなければな

らない。 

３．受注者は、プレキャストＵ型側溝、 Ｌ型側溝、プレキャストⅢ型側溝、コルゲー

トフリューム、自由勾配側溝、特殊円形側溝、管（函）渠型側溝の継目部の施工に

ついては、付着、水密性を保ち段差が生じないよう注慮して施工しなければならな

い。 

４．受注者は、現場打Ｌ型側溝の施工については、側溝の表面の締め固めたコンクリ

ートが半乾きの状態の時にコテを使用し、かつ、突嬬部は両ゴテを使用して仕上げ

なければならない。 

５．受注者は、コルゲートフリュームの施工にあたり、下記の事項により施工しなけ

ればならない。 

（１）受注者は、コルゲートフリュームの布設にあたって、砂質土または軟弱地盤が

出現した場合には、施工前に施工方法について監督職員と協議しなければならな

い。 

（２）受注者は、コルゲートフリュームの組立にあたっては、上流側または高い側の

セクションを下流側または低い側のセクションの内側に重ね合うようにし、重ね

合わせ部分の接合は、フリューム断面の両側で行うものとし、底部及び頂部で行

ってはならない。また、埋戻し後もボルトの緊結状態を点検し、ゆるんでいるも

のがあれば締直しを行わなければならない。 

（３）受注者は、コルゲートフリュームの布設にあたり、上げ越しを行う必要が生じ

た場合には、布設に先立ち、施工方法について監督職員と協議しなければならな

い。 

６．受注者は、自田勾配側溝の底版コンクリート打設については、設計図書に示すコ

ンクリート厚さとし、これによりがたい場合は、監督職員の承諾を得なければなら

ない。 
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７．受注者は、側溝蓋の設置については、側溝本体及び路面と段差が生じないよう平

坦に施工しなければならない。 

８．受注者は、現場打水路及び柵渠の施工については、設計図書によるものとし、現

地の状況により、これによりがたい場合は、監督職員と協議しなければならない。 

９．受注者は、柵渠の施工については、杭、板、笠石及び梁にすき間が生じないよう

注意して施工しなければならない。 

10．受注者は、管（函）渠型側溝の施工については、公園緑地編１－７－５プレキャ

ストカルバートエの規定によらなげればならない。 

３－４－４ 集水桝工 

１．受注者は、集水桝及び浸透桝の施工にあたり、下記の事項により施工しなければ

ならない。 

（１）受注者は、基礎について支持力が均等となるように、かつ不陸を生じないよう

にしなければならない。 

（２）受注者は、側溝工及び管渠工との接続部は漏水が生じないように施工しなけれ

ばならない。 

（３）受注者は、路面との高さの調整が必要な場合は、監督職員の承諾を得なければ

ならない。 

２．受注者は、集水桝及び浸透桝の据付けについては、部材に損傷や衝撃を与えない

ようにしなければならない。また、ワイヤーなどで損傷するおそれのある部分を保

護しなければならない。 

３．受注者は、蓋の設置については、本体及び路面と段差が乗じないよう平坦に施工

しなければならない。 

４．受注者は、桝に接合する取付管の管口仕上げについては、上部塊類を設置する航

に接着剤が管の内面に突出していないか確認した後、塊類を設置しなければならな

い。 

３－４－５ 調整池工 

１．周囲小堤の法面整形作策については、公園緑地編１－４－７法面整形工の規定に

よるものとする。 

２．周囲小堤の法面作業については、公園緑地編１－６－４法枠工の規定によるもの

とする。 

３．周囲小堤に擁壁を使用する場合は、公園緑地編１－８－４現場打擁壁工、１－８

－５プレキャスト擁壁エ、１－５－６小型擁壁工の規定によるものとする。 

４．周囲小堤に石積を使用ナる場合は、公園緑地編１－８－10石積工の規定によるも

のとする。 

５．受注者は、余水吐及び放流施設の施工については、余水吐及び放流施設の高さ及

び水抜き孔と周囲小堤との通水性、並びに排水管との接合に支障のないよう、所定

の位置、高さ、水平、鉛直性を確保して据え付けなければならない。 

３－４－６ 貯留施設工 

１．貯留施設の施工については、公園緑地編３－３－４貯水施設工３項から13項、３

－４－５調整池工の規定によるものとする。 
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２．受注者は、貯留施設の施工に用いる有孔管を設置した後のフィルター材は、設計

図書による材料を用いて施工するものとし、目詰まり、有孔管の穴が詰まらないよ

う埋戻ししなければならない。 

３．受注者は、貯留施設の施工については、基礎を突き固めた後、管類、フィルター

材を設置しなければならない。 

４．受注者は、貯留施設のフィルター材の施工については、粘土類などの付近の土が

混入しないようにしなけらばならない。 

３－４－７ 作業土エ（ 床掘り ・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工の規定によるものとする。 

３－４－８ 管渠工 

１．受注者は、管渠工の施工については、管渠の種類と埋設形式（突出型、溝型）の

関係を損なうことのないようにするとともに、基礎は支持力が均等となるように、

かつ不諾が生じないようにしなげればならない。 

２．受注者は、ソケット付の管の布設については、上流側または高い側にソケットを

向けなければならない。 

３．受注者は、管渠工の施工については、基礎の上に通りよく管を据え付けるととも

に、管の下面及びカラーの周囲にコンクリートまたは、固練りモルタルを充てんし、

空隙が生じないように施工しなければならない。 

４．受注者は、管の一部を切断する必要のある場合は、切断によって使用部分に損傷

が生じないように施工しなければならない。 

５．受注者は、コルゲートパイプの布設にあたり、下記の事項により廂工しなければ

ならない。 

（１）受注者は、砂質土または砂を基床としなければならない。 

（２）受注者は、コルゲートパイプの組立については、上流側または高い側のセクシ

ョンを下流側または低い側のセクションの内側に重ね合うように重ね合わせ部分

の接合は、パイプ断面の頂側で行うものとし、底部及び原部で行ってはならない。 

（３）受注者は、コルゲートパイプの予期しない沈下のおそれがあって、上げ越しを

行う必要が生じた場合には、布設に先立ち、施工方法について監督職員と協議し

なければならない。 

６．受注者は、管渠工の施工については、設計図書によるものとし、現地の状況によ

り設計図書に示された水路勾配によりがたい場合は、監督職員と協議するものとし、

下流側または低い側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるよう

に施工しなければならない。 

７．受注者は、管渠にプレキャストボックスを使用する場合は、下記の事項により施

工しなければならない。 

（１）受注者は、現地の状況により設計図書に示された据付け勾配によりがたい場合

は、監督職員と協議しなければならない。 

（２）受注者はプレキャストカルバート工の施工については、基礎との密着をはかり、

接合面が食い違わぬように注意して、カルバートの下流側または低い側から設置

しなければならない。 
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（３）受注者は、プレキャストボックスの縦締め施工については、プレキャストボッ

クスカルバート設計施工要領・同解説及びプレキャストボックスカルバート設

計・施工マニュアルの規定によらなければならない。これ以外の施工方法による

場合は、施工前に監督職員の承諾を得なければならない。  

（４）受注者は、プレキャストパイプの施工については、ソケットのあるパイプの場

合はソケットをカルバートの上流側または高い側に向けて設置しなければならな

い。ソケットのないパイプ接合は、カラー接合または印ろう接合とし、接合部は

モルタルでコーキングし、漏水が起こらないように施工するものとする。 

（５）受注者は、プレキャストパイプの施工については、管の一部を切断する必要の

ある場合は、切断によって使用部分に損傷が生じないように施工しなければなら

ない。損傷させた場合は、取換えなければならない。 

８．受注者は、継目地の施工については、付着、水密性を保つように施工しなければ 

なない。 

３－４－９ マンホール工 

１．受注者は、マンホールの施工については、下記の事項により施工しなければなら

ない。 

（１）受注者は、基礎について支持力が均等のなるように、かつ不陸が生じないよう

にしなければならない。 

（２）受注者は、側溝工及び管渠工との接続部は、漏水が生じないように施工しなけ

ればならない。 

（３）受注者は、路面との高さ調整が必要な場合は、監督職員の承諾を得なければな

らない。 

２．受注者は、蓋の設置については、本体及び路面と段差が生じないよう平坦に施工

しなければならない。 

３．受注者は、マンホールの施工については、下記の事項により施工しなければなら

ない。 

（１）受注者は、据付前に、接合面の泥、油などの接合に害するものは取り除いてお

かなければならない。 

（２）受注者は、接合モルタルを接合接触部分全面に敷坊し、堅固に接合を行い、漏

水、ズレなどのないように設置しなければならない。また、高さ調節のための敷

板などを入れたまま接合してはならない。 

（３）受注者は、底版の設置については水平に据え付けなければならない。また、躯

体ブロックと直壁及び斜壁の設置については、連結金具などを用いてくい違いな

どの横ずれが生じないようにしなければならない。 

（４）受注者は、設置完了後、部材の連結状況を確認した後、目地部分をモルタルで

入念に仕上げなければならない。 

４．受注者は、マンホールに接合する取付管の管口仕上げについては、上部塊類を設

置する前に接着剤が管の内面に突出していないか確認した後、塊類を設置しなれば

ならない。 
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３－４－10 地下排水工 

１．受注者は、地下排水の施工については、設計図書で示された位置に施工しなけれ

ばならない。 

なお、新たに地下水脈を発見した場合は、監督職員に報告し、その対策について

監督職員の指示によらなければならない。 

２．受注者は、排水管を設置した後のフィルター材については、設計図書による材糾

を用いて施工するものとし、目づまり、有孔管の穴が詰まらないよう埋戻ししなけ

ればならない。 

３．受注者は、有孔ヒューム管、有孔塩化ビニール管、透水コンクリート管、化学繊

維系管の施工については、基礎を突き固めた後、管類、フィルター材を設置しなけ

ればならない。 

４．受注者は、フィルター材の施工については、粘土類などの付近の土が混入しない

ようにしなければならない。 

 

第５節 汚水排水設備工 

３－５－１ 一般事項 

１．本節は、汚水排水設備工として作業土工、管渠工、汚水桝・マンホール工、浄化

槽工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

３－５－２ 材 料 

１．汚水排水設備工に使用する材料は次の規格に適合したものまたは、これと同等以

上の品質を有するものとする。 

JIS A 5302 （無筋コンクリート及び鉄筋コンクリート管） 

JIS A 5303 （遠心力鉄筋コンクリート管） 

JIS A 5312 （鉄筋コンクリート組立土止め） 

JIS A 5317 （下水道用マンホール側塊直壁及び下水道用マンホール側塊斜壁） 

JIS A 5318 （鉄筋コンクリートフリューム） 

JIS A 5322 （ソケット付スパンパイプ） 

JIS A 5328 （組合せ暗渠ブロック） 

JIS A 5333 （コア式プレストレストコンクリート管） 

JIS A 5506 （下水道用マンホールふた）  

JIS G 3471 （コルゲートパイプ） 

JIS K 6739 （排水用硬質塩化ビニール管継手） 

JIS K 6743 （水道用硬質塩化ビニール管継手） 

JIS K 6777 （耐熱性硬質塩化ビニール管継手） 

JIS K 6741 （硬質塩化ビニール管 ） 

JIS K 6776 （耐熱性硬質塩化ビニール管） 

JIS R 1201 （陶管） 

JIS G 3459 （配管用ステンレス鋼鋼管） 

JIS G 3448 （一般用配管用ステンレス鋼鋼管） 

JIS G 3452 （配管用炭素鋼鋼管 ） 
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JIS B 2312 （配管用鋼製突合せ溶接式管継手） 

JIS B 2313 （配管用鋼板製突合せ溶接式管継手） 

JIS B 2301 （ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手） 

JIS B 2302 （ねじ込み式鋼管製管継手） 

JIS B 2011 （青銅弁） 

JIS B 2031 （青銅弁ねずみ鋳鉄分） 

JIS A 4101 （ガラス繊維強化プラスチック製浄化槽構成部品） 

２．受注者は、汚水排水設備工の施工に使用する材料については、施工前に品質証明書

を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。 

３－５－３ 作業土エ（ 床掘り ・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工の規定によるものとする。 

３－５－４ 管渠工 

１．管渠工の施工については、公園緑地編３－４－８管渠工の規定によるものとする。  

２．受注者は、副管及び接続ソケットの施工については、以下の事項により施工しな

ければならない。 

（１）受注者は、接合部の仕上げについては、管の損傷、漏水などのないよう特に入

念に仕上げ、管の通りなどについて確認し、埋戻さなければならない。 

（２）受注者は、布設勾配については、中だるみのないように施工しなければならな

い。 

（３）受注者は、接合材が管の内面にはみ出ていないか確認しなければならない。 

（４）受注者は、接合材が十分硬化するまでは、無理な荷重を加えてはならない。ま

た、埋戻しは十分硬化していることを確認し、丁寧に行うとともに入念に締め固

めなければならない。 

（５）受注者は、本管ソケット部と取付口に簡単な遺形を設け、一直線に施工しなけ

ればならない。 

３－５－５ 汚水桝・マンホールエ 

１．汚水桝・マンホールエの施工については、公園緑地編３－４－４集水桝工及び３

－４－９マンホールエの規定によるものとする。 

２．受注者は、汚水桝及びマンホールのインバートの施工については、下記の事項に 

より施工しなければならない。 

（１）受注者は、管接続部、底部及び側壁部より漏水のないよう施工しなければなら

ない。 

（２）受注者は、コンクリート工を施工した後、仕上げを行わなければならない。 

３．受注者は、マンホールの足掛金物の施工については、設計図書によるものとし、

これに示されていない場合は、監督職員と協議しなければならない。 

３－５－５ 浄化槽工 

１．浄化槽の施工については、建築基準法及び水質汚濁防止法、浄化槽法に基づく法

令のほか、特定行政庁の定める条例などの規定によるものとする。 

２．受注者は、基礎の施工については、床掘り完了後、割ぐり石基礎には罰ぐり石に

切込砂利及び砕石などの間隙充てん材を加え、締固めながら仕上げなければならな
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い。 

３．受注者は、基礎材の施工については、公園緑地編３－３－４貯水施設工の規定に

よらなければならない。 

４．受注者は、均しコンクリートの施工については、公園緑地編３－３－４貯水施設

工の規定によらなければならない。 

５．コンクリートの施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの規定に

よるものとする。 

６．受注者は、浄化槽の水密性の保持を勘案し、コンクリート打設後は、特に十分な

養生を行わなければならない。 

７．受注者は、ユニット形浄化槽の設置については、所定の位置、高さ、水平性、鉛

直性を確保して施工しなければならない。 

８．受注者は、浄化槽の埋戻しについては、流入管管底と放流管管底の深さを確かめ、

正しく接続されていることを確認した後、埋戻しを行わなければならない。また、

埋戻しは、槽内に半分程度注水した後土で行い、客土30cmの層状に周辺を均等に突

き固め、水締めを行わなければならない。 

９．受注者は、ユニット形浄化槽の埋戻しについては、ユニット本体に鋭角な砕石な

どがあたらないよう特に注意して施工しなければならない。 

10．受注者は、防水モルタルの施工については、設計図書によるものとし、浄化槽に

外部から雨水などが侵入しないよう施工しなければならない。 

11．受注者は、アンカーボルトの施工については、アンカーボルトがコンクリートの

打ち込みにより移動しないよう設置しなければならない。 

12．受注者は、浄化槽の施工については、下記の事項により施工しなければならない。  

（１）受注者は、浄化槽が定常の使用状態に入った後、速やかに流入水、処理水の水

質分析、騒音測定等の必要な試験を実施し、試験成績表を監督職員に提出しなけ

ればならない。 

（２）受注者は、浄化槽の各槽を満水にし、各機器の能力などを使用に適合するよう

に調整した後、総合的な運転を行い、全体及び各部の状態について異常の有無を

確認しなければならない。 

（３）受注者は浄化槽の施工完了後、各機器を単独手動運転し、制御装置を動作させ

異常の有無を確認し、次に各機器の自動または連動運転を行い異常の有無を確認

しなければならない。 

（４）受注者は、施工完了後、清掃を行い、満水状態にして２４時間放置し、漏水の

有無を確認しなければならない。また、工事完了後は、ポンプ槽を除くすべての

槽を満水状態としておかなければならない。 

 

第６節 電気設備工 

３－６－１ 一般事項 

１．本節は、電気設備工として照明設備工、放送設備工、作業土工、電線管路工その

他これらに類するエ種について定めるものとする。 

２．受注者は、電気設備工の施工については、電気設備工事共通仕様書、電気通信設
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備工事共通仕様書の規定によらなければならない。 

３－６－２ 材料 

１．電気設備工に使用する材料は、次の規格に適合したものまたは、これと同等以上

の品質を有するものとする。 

 JIS A 5303（遠心力鉄筋コンクリート管） 

 JIS A 5321（鉄筋コンクリートケーブルトラフ） 

 JIS C 3401（制御用ケーブル） 

 JIS C 3605（６００Ｖポリエチレンケーブル） 

 JIS C 3606（高圧架橋ポリエチレンケーブル） 

 JIS C 3653（波付硬質ポリエチレン管） 

 JIS C 4620（キュービクル式高圧受電設備） 

 JIS C 8105（照明器具通則） 

 JIS C 8305（鋼製電線管） 

 JIS C 8330（ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管） 

 JIS C 8430（硬質ビニル電線管） 

 JIS C 8411（合成樹脂製可とう電線管） 

２．受注者は、電気設備工に使用する材料については、施工前に品質証明書を作成し、

監督職員の承諾を得なければならない。 

３－６－３ 照明設備工 

１．受注者は、ハンドホールの施工については、基礎について支持力が均等になるよ

うに、かつ不陸を生じないようにしなければならない。 

２．受注者は、引込柱及び照明灯の施工にあたり、下記の事項により施工しなければ

ならない。 

（１）受注者は、立て込み位置については、監督職員の承諾を得なければならない。 

（２）受注者は、立て込みについては、垂直に建て込み、地際部には防蝕テープを巻

き付けなければならない。 

３．受注者は、分電盤の施工については、ケーブル引き込み部分にはシール材を十分

詰めて、外部からの湿気の侵入を防がなければならない。 

４．受注者は、照明灯及び分電盤の施工については、第Ｄ種接地工事により接地しな

ければならない。 

５．受注者は、照明灯の崩工については、照明灯の内部で、ケーブル相互又はケーブ

ルと電線とを接続する場合は、切り離しが可能な接続金物を使用しなければならな

い。 

３－６－４ 放送設備工 

１．受注者は、ハンドホールの施工については、下記の事項により施工しなければな

らない。 

（１）受注者は、ハンドホールの施工については、基礎について支持力が均等になる

ように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。 

（２）受注者は保護管などとの接合部において、設計図書に示された場合を除き、セ

メントと砂の比が１：３の容積配合のモルタルを用いて施工しなければならない。 
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２．受注者は、放送設備の施工については、公園緑地編３－６－３照明設備工の規定

によらなければならない。 

３－６－５ 作業土エ（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工の規定によるものとする。 

３－６－６ 電線管路工 

１．受注者は、電線の施工については、下記の事項により施工しなければならない。 

（１）受注者は、引き入れに先立ち、電線管内を十分清掃し、電線は丁寧に引き入れ、

管端口は，電線を損傷しないように保護しなければならない。また、通線を行わ

ない場合は、管端口には防水栓等を差し込んでおかなければならない。 

（２）受注者は、要所、ハンドホール内及びその引込口、引出口近くでは余裕を持た

せなければならない。 

（３）受注者は、電線を曲げる場合は、被覆を痛めないように注意し、その屈曲半径

は低圧ケーブルにあたっては、仕上がり外径の６倍以上としなければならない。 

２．受注者は、電線及び電線管の施工については、ハンドホール内でのケーブル接続

部分は、ケーブルハンガー等に掛けるなどして、ハンドホール底部に直接触れない

よう取り付けなければならない。 

３．受注者は、電線管の施工については、電線管の曲げ半径は、管内径の６倍以上と

し、曲げ角度は９０度を超えてはならない。 

 

第７節 園路広場整備工 

３－７－１ 一般事項 

１．本節は、園路広場整備工として舗装準備工、アスファルト舗装工、排水性舗装工、

アスファルト系園路工、コンクリート系園路工、土系園路工、レンガ・タイル系園

路工、木系園路工、樹脂系園路工、石材系園路工、園路縁石工、区画線工、階段工、

公園橋工、デッキ工、視覚障害者誘導用ブロック工その他これらに類する工種につ

いて定めるものとする。 

２．受注者は、園路広場整備工については、敷地の状況その他公園施設との取り合い

を考慮し、性格に位置出しをしなければならない。 

３．受注者は、路盤の施工において、路床面または下層路盤面に異常を発見したとき

は、その処置方法について監督職員と協議しなければならない。 

４．受注者は、路盤の施工に先立って、路床面の浮石、その他の有害物を排除しなけ

ればならない。 

５．受注者は、表面排水勾配の設置については、設計図書で示されていない場合は、

表３－１に示す表面排水勾配としなければならない。ただし、部分的なすりつけ部

については、監督職員と協議しなければならない。 
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表３－１表面排水勾配 

 

 

 

 

 

 

６．受注者は、転圧については、周囲の低い箇所から始め、高い中央部で仕上げ、縦

方向、横方向交互に行わなければならない。 

７．受注者は、転圧については、開始から仕上げまで連続して行い、前に転圧した幅

の１／２以上重ねて行わなければならない。 

８．受注者は、散水については、淡水を用いるものとし泥水などを使用してはならな

い。 

３－７－２ 材料 

１．受注者は、園路広場整備工に使用する材料または、仕上がり見本品は施工に先立

って、監督職員の承諾を受けなければならない。 

２．受注者は、舗装工において、使用する材料のうち試験が伴う材料については舗装

試験法便覧の規定に基づき試験を実施しなければならない。 

３．路床盛土材は、第１編２－４－４路床盛土工の規定によるものとする。 

４．アスファルト舗装工、排水性アスファルト舗装工、公園アスファルト舗装工で使

用する材料については、第３編２－６－３アスファルト舗装の材料、２－６－４コ

ンクリート舗装の材料の規定によるものとする。 

５．コンクリート系園路工、土系園路工、レンガ･タイル系園路工、木系園路工、樹脂

系園路工、石材系園路工で使用する材料については、設計図書によるものとし、指

定のない場合は第３編２－６－３アスファルト舗装の材料、２－６－４コンクリー

ト舗装の材料の規定によるものとする。 

６．園路緑石エ、区画線工、階段工、公園橋工、デッキ工、視覚障害者誘導用ブロッ

ク工で使用する材料の種類及び規格は、設計図書によるものとする。 

７．受注者は、クッション砂については、沈下量を一定にするため、同一現場内では、

産地、粒度、含水率などが同一のものを使用しなげればならない。 

３－７－３ 舗装準備工 

舗装準備工の施工については、第３編２－６－５舗装準備工の規定によるものと

する。 

３－７－４ アスファルト舗装工 

アスファルト舗装工の施工については、第３編２－６－７アスファルト舗装工の

規定によるものとする。 

３－７－５ 排水性舗装工 

１．排水性舗装工の施工については、第３編２－６－７アスファルト舗装工の規定に

よるものとする。 
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２．受注者は、排水性舗装工の施工にあたっては、舗装の構造に関する技術基準・同

解説の規定、舗装再生便覧の規定、第３編２－６－７アスファルト舗装工の規定に

よるものとする。 

３－７－６ アスファルト系園路工 

１．アスファルト系園路工の路盤施工については、第３編２－６－７アスファルト舗

装工、第３編２－６－13薄層カラー舗装工及び公園緑地編３－７－５排水性舗装工

の規定によるものとする。 

２．受注者は、アスファルト系園路工の施工にあたっては、舗装の構造に関する技術

基準・同解説の規定、舗装再生便覧の規定、公園緑地編３－７－５排水性舗装工及

び第３編２－６－７アスファルト舗装工の規定によるものとする。 

３－７－７ コンクリート系園路工 

１．コンクリート系園路工の路盤施工については、第３編２－６－12コンクリート舗

装工及び第３編２－６－14ブロック舗装工の規定によるものとする。 

２．受注者は、インターロッキング舗装の施工については、下記の事項により施工し

なければならない。 

（１）受注者は、クッション砂及び敷きモルタルについては、転圧後に設計図書に示

す厚さになるように、均ーに敷均さなければならない。 

（２）受注者は、ブロックの据付けについては、所定の表面勾配及び一定の目地ライ

ンが得られるように施工しなければならない。 

（３）受注者は、ブロック相互のかみ合わせが良くなるように据付けなければならな

い。 

（４）目地の幅は、２～３mmとする。 

（５）受注者は、目地ラインなどの修正をする場合は、角材、木槌などを用い、ブロ

ックに損傷を与えないようにしなければならない。 

（６）受注者は、ブロック舗装面の仕上げについては、振動締固め機により行わなけ

ればならない。  

（７）受注者は、締固めについては、ブロックの長手方向に対して行わなければなら

ない。 

（８）受注者は、締固めについては、ブロックに損傷を与えないようにしなければな

らない。 

（９）受注者は、歩行に支障がないように、また降雨後に滞水がないように平坦に仕

上げなければならない。 

（10）受注者は、目地詰めについては、乾燥した砂を舗装表面に散布した後、ほうき

類で充分に詰めなければならない。 

なお、目地詰めの不充分な箇所は締固め機を併用して行うか、散水などにより

施工しなければならない。 

（11）受注者は、舗装表面に残った目地砂については、清掃し取り除かなければなら

ない。 

３．受注者は、透水性コンクリート舗装の施工については、設計書図によるものとす

る。 
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４．受注者は、コンクリート平板舗装、擬石平板舗装、洗い出し平板舗装の施工につ

いては、下記の事項により施工しなければならない。 

（１）受注者は、設計図書に定めのない場合は、施工図を作成し、監督職員の承諾を

得なければならない。 

なお、施工図は、舗装パターン、緑石その他の工作物との取り合い及び伸縮目

地を考慮し作成しなければならない。 

（２）受注者は、割付けによって端数が生じた場合は、極力現場加工によって納まり

よく仕上げなければならない。 

（３）受注者は、目地については、指定されたパターン及び目地幅によってゆがみな

く仕上げなければならない。 

（４）受注者は、砂目地については、目地の幅は設計図書によるものとし、目違いの

ないように張立て後、直ちに砂（細目）を散布し、ほうき類で目地に充てんしな

ければならない。 

（５）受注者は、据付けについては、所定の表面勾配が得られるように水糸を張って

正確に行わなければならない。 

３－７－８ 土系園路工 

１．土系園路工の路盤施工については、第３編２－６－７アスファルト舗装工及び第

３編２－６－12コンクリート舗装工の規定によるものとする。 

２．受注者は、土舗装工の施工については、下記の事項により施工しなければならな

い。 

（１）受注者は、表層土については、均ーに敷き均し、締固めに適した含水比に保て

るよう散水しながら、転圧及び不陸整正を繰り返し、設計図書に示す高さ及び厚

さに仕上げなければならない。 

（２）受注者は、仕上がり面については、塊が残らないようにレーキなどでかきなら

さなければならない。 

（３）受注者は、表層土の表層仕上り厚が30mm以下の場合は、路床または下層土面を

レーキなどで浅くかき均し、なじみよくしたうえで、敷き均し、転圧しなければ

ならない。 

（４）受注者は、化粧砂を撒く場合、その厚さについては、設計図書によるものとし、

転圧とブラッシングを繰り返して仕上げなければならない。 

（５）受注者は、表層安定剤を散布する場合、散布量は設計図書によるものとし、適

度の散水を行いながら転圧しなければならない。 

３．受注者は、芝舗装の施工については、下記の事項により施工しなければならない。 

（１）受注者は、下層路盤のある場合は、下層面が損なわれないように客土を運搬、

敷き均し、設計図書に示す高さに仕上げなければならない。 

（２）受注者は、芝を張った後は、設計図書に示す目土を敷き均し転圧のうえ、灌水

しなければならない。 

４．受注者は、砂舗装、石灰岩ダスト舗装の施工について、下記の事項により施工し

なければならない。 

（１）受注者は、砂舗装の砂と良質土については、よく混合した後、均ーに敷き均し、
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散水、転圧及び不陸整正を繰り返し、設計図書に示す高さ及び厚さに仕上げなけ

ればならない。 

（２）受注者は、石灰岩ダスト舗装については、均ーに敷き均し、散水、転圧及び不

陸整正を繰り返し、設計図書に示す高さ及び厚さに仕上げなければならない。 

（３）受注者は、表層安定剤については、転圧後設計図書に示す量を散布し、必要に

応じ適度の散水を行わなげればならない。 

３－７－９ レンガ・タイル系園路工 

１．レンガ・タイル系園路工の路盤施工については 、第３編２－６－７アスファルト

舗装工及び第３編２－６－12コンクリート舗装工の規定によるものとする。 

２．受注者は、レンガ舗装、タイル舗装の施工については、下記の事項により施工し

なければならない。 

（１）受注者は、敷きモルタルの施工については、設計図書に示す厚さになるように、

均ーに敷均さなければならない。 

（２）受注者は、レンガ、タイルの据付けについては、設計図書に示す表面勾配及び

一定の目地ラインが得られるように施工しなければならない。 

（３）レンガ、タイル舗装の化粧目地 の幅、深さ及び目地モルタルの配合については 

設計図書によるものとする。 

３－７－10 木系園路工 

１．本系園路工の路盤施工については、第３編２－６－７アスファルト舗装工及び第

３編２－６－12コンクリート舗装工の規定によるものとする。 

２．受注者は、チップ舗装の施工については、設計図書によるものとする。 

３．受注者は、木レンガ舗装の施工については、下記の事項により施工しなければな

らない。 

（１）受注者は、クッション砂及び敷きモルタルについては 、転圧後に設計図書に示

す厚さになるように均ーに敷均さなければならない。 

（２）受注者は、木レンガの据付けについては、設計図書に示す表面勾配及び一定の

目地ラインが得られるように施工しなければならない。 

４．受注者は、木道のクッション砂及び敷きモルタルについては、転圧後に設計図書

に示す厚さになるように均ーに敷均さなければならない。 

３－７－11 樹脂系園路工 

１．樹脂系園路工の路盤の施工については、第３編２－６－７アスファルト舗装工及

び第３編２－６－12コンクリート鋪装工の規定によるものとする。 

２．樹脂系園路の表層の施工については、設計図書によるものとする。 

３－７－12 石材系園路工 

１．石材系園路工の路盤の施工については、第３編２－６－７アスファルト舗装工及

び第３編２－６－12コンクリート舗装工の規定によるものとする。 

２．受注者は、砕石舗装の施工については、砕石を均ーに敷き均し、散水、転圧及び

不陸整正を繰り返し、設計図書に示す高さ及び厚さに仕上げなければならない。 

３．受注者は、ごろた石張舗装、玉石張舗装、野面平石張舗装、修景割板石張舗装、

割板石張舗装、小舗石張舗装、切板石張舗装、延段の施工については、下記の規定
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によるものとする。 

（１）受注者は、設計図書に定めのない場合は、施工図を作成し、監督職員の承諾を

得なければならない。なお、施工図は、張り模様、縁石その他の工作物との取り

合い及び伸縮目地を考慮し作成しなければならない。 

（２）受注者は、各舗装の廂工については、設計意図を十分理解したうえで、施工し

なければならない。 

（３）受注者は、張り模様については、修景的配慮をしなければならない。 

（４）受注者は、石を大小取り混ぜて施工する場合は、バランスよく組み合わせ、小

さい石が多くならないように配慮しなければならない。 

（５）受注者は、石材系舗装のクッション砂及び敷きモルタルについては、設計図書

に示す厚さになるように均ーに敷均さなければならない。 

（６）受注者は、モルタルによる化粧目地の幅、深さ及び目地モルタルの配合につい

ては、設計図書による仕様に仕上げなければならない。 

（７）受注者は、舗装の表面が平滑になるように配慮し、所定の水勾配を考慮しなけ

ればならない。 

（８）受注者は、施工中、モルタルなどによって石の表面を汚さないように配慮し、

施工後の養生を行わなければならない。 

（９）受注者は、合端については、現場で加工・施工を行い、特に端部の納まりに配

慮しなければならない。 

３－７－13 園路縁石エ 

１．受注者は、コンクリート縁石の施工については、第３編２－３－５縁石工の規定

によるもののほか、下記の事項により施工しなければならない。 

（１）受注者は、縁石ブロックについては、設置前に清掃し、基礎上に安定よく設置

し、目地モルタルを充てんしなければならない。 

（２）受注者は、縁石ブロックの目地幅及び目地モルタルの配合については、設計図

書による幅に仕上げなければならない。 

２．受注者は、舗装止めの施工については、設置前によく清掃し、基礎上に安定よく

設置しなければならない。 

３．植樹ブロックの施工については、公園緑地編３－７－13園路縁石工の規定による

ものとする。 

４．擬石縁石の施工については、公園緑地編３－７－13園路縁石工の規定によるもの

とする。 

５．受注者は、レンガ縁石、木縁石、見切材（仕切材）の施工については、下記の事

項により施工しなければならない。 

（１）受注者は、レンガ縁石については、設置前に清掃し、基礎上に安定よく据え付

け、目地モルタルを充填しなければならない。 

（２）受注者は、縁石の目地幅及び目地モルタルの配合については、設計図書によら

なければならない。 

６．受注者は、ごろた石縁石、玉石縁石、野面石縁石、割石縁石、小舗石縁石、雑割

石縁石、切石縁石の施工については、設計意図を十分理解した上で、下記の事項に
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より施工しなければならない。 

（１）受注者は、石材については、指定寸法でできる限り坐りのよいものを選び、天

端及び見切線はその身通線上に凹凸のないように注意して据付けなければならな

い。 

（２）受注者は、土ぎめの場合は、縁石の周囲を十分つき固めながら、天端及び見切

線の見通線がずれないように注意して据付けなければならない。 

（３）受注者は、石を大小取り混ぜて施工する場合は、バランスよく組み合わせなけ

ればならない。 

（４）受注者は、雑割石縁石の施工にあたっては、合端を馴染みよく合わせるように

配慮しなければならない。 

（５）受注者は、施工中、モルタルなどによって石の表面を汚さないように配慮し、

養生を行わなければならない。 

３－７－14 区画線工 

区画線工の施工については、第３編２－３－９区画線工の規定によるものとする。 

３－７－15 階段工 

階段工の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリート、公園緑地編第

３章第７節園路広場整備工及び公園緑地編第３章第13節施設仕上げ工によるものの

ほか、設計図書によるものとする。 

３－７－16 公園橋工 

公園橋工の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリート、公園緑地編

第３章７節園路広場整備工及び公園緑地編第３章13節施設仕上げ工によるもののほ

か、設計図書によるものとする。 

３－７－17 デッキ工 

デッキ工の施工については、公園緑地編３－７－16公園橋工の規定によるものと

する。 

３－７－18 視覚障害者用誘導ブロック工 

１．受注者は、視覚障害者用誘導ブロックの施工については、施工前に施工図を作成

し、監督職員の承諾を得なければならない。 

２．受注者は、視覚障害者用誘導ブロックの施工については、視覚障害者用誘導ブロ

ック設置指針によるものとする。 

 

第８節 修景施設整備工 

３－８－１ 一般事項 

１．本節は、修景施設整備工として、石組工、添景物工、袖垣・垣根工、花壇工、ト

レリス工、モニュメント工、作業土工、流れ工、滝工、池工、洲浜工、壁泉工、カ

スケード工、カナール工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．受注者は、修景施設設備工の施工に際しては、敷地の状況、その他公園施設との

取り合いを考慮しなければならない。 

３．受注者は、修景施設整備工の施工に際しては、設計意図を十分把握した上で、施

工しなければならない。 
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３－８－２ 材料 

１．受注者は、修景施設設備工において、使用する材料または仕上がり見本品及び性

能等を証明する資料等は、施工前に監督職員の承諾を得なければならない。 

２．石材は、使用目的に合致した形状を有し、外観の良好なものとする。 

３．砂、砂利は粒のそろったもので、異種材及びきょう雑物を含まないものとする。 

４．木材については、製材の日本農林規格及び針葉樹の構造用製材の日本農林規格に

よる規格品とする。 

なお、これにより難い場合は、監督職員の承諾を得るものとする。 

５．設計図書に示された寸法は、製材にあっては仕上がり寸法とし、素材にあたって

は特に明示する場合を除き末口寸法とする。 

６．工場製品については、ひび割れ、その他損傷がないものとする。 

３－８－３ 石組工 

１．受注者は、自然石の配分及び配置については、材種形状、色合い、周囲との取り

合い等に十分注意しなければならない。 

２．受注者は、石組工の施工に際して、現地の状況等により、設計図書により難い場

合は、監督職員と協議しなければならない。 

３．受注者は、石の据え付けについては、設計図書に定めのない場合は、石の位置、

向き、深さ等について監督職員と協議しなければならない。 

３－８－４ 添景物工 

添景物工の施工については、公園緑地編３－８－３石組工の規定によるものとす

る。 

３－８－５ 袖垣・垣根工 

袖垣・垣根工の施工については、設計図書によるものとする。 

３－８－６ 花壇工 

１．花壇工の施工については、設計図書によるものとする。 

２．花壇工の仕上げについては、公園緑地編第３章第13節施設仕上げ工の規定による

ものとする。 

３－８－７ トレリス工 

トレリス工の施工については、設計図書によるものとする。 

３－８－８ モニュメント工 

モニュメント工の施工については、設計図書によるものとする。 

３－８－９ 作業土工 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工の規定によるものとする。 

３－８－10 流れ工 

１．受注者は、コンクリートの施工については、打継ぎ箇所における、シーリング材

等の充てんにより水漏れ防止を行わなければならない。 

２．受注者は、防水の施工については、設計図書によるものとする。 

３．受注者は、防水の施工にあたって、防水シートを使用する場合は、接合部の設計

図書に示す重ね合わせを十分行い、密着させなければならない。 

４．塗装仕上げ工、加工仕上げ工、左官仕上げ工、タイル仕上げ工、石仕上げ工の施
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工については、公園緑地編第３章第13節施設仕上げ工の規定によるものとする。 

５．護岸の施工については、公園緑地編１－８－10石積工の規定によるもののほか、

設計図書によるものとする。 

３－８－11 滝工 

滝工の施工については、公園緑地編３－８－10流れ工の規定によるものとする。 

３－８－12 池工 

池工の施工については、公園緑地編３－８－10流れ工の規定によるものとする。 

３－８－13 州浜工 

州浜工の施工については、公園緑地編３－８－10流れ工の規定によるものとする。 

３－８－14 壁泉工 

壁泉工の施工については、公園緑地編３－８－10流れ工の規定によるものとする。 

３－８－15 カスケード工 

カスケード工の施工については、公園緑地編３－８－10流れ工の規定によるもの

とする。 

３－８－16 カナール工 

カナール工の施工については、公園緑地編３－８－10流れ工の規定によるものと

する。 

 

第９節 遊戯施設整備工 

３－９－１ 一般事項 

１．本節は、遊戯施設整備工として、遊具組立設置工、作業土工、砂場工、現場打遊

具工、徒渉池工、その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．受注者は、遊戯施設整備工の施工に際しては、敷地の状況、その他公園施設との

取合いを考慮しなければならない。 

３－９－２ 材料 

１．金属材料については、設計図書によるものとする。ただし、設計図書に示されて

いない場合は、下記の事項により施工しなければならない。 

（１）鉄鋼系 

一般構造用圧延鋼材         JIS G 3101 

一般構造用炭素鋼管         JIS G 3444 

配管用炭素鋼鋼管          JIS G 3452 

一般構造用角形鋼管         JIS G 3466 

ねずみ鋳鉄品            JIS G 5501 

球状黒鉛鋳鉄品           JIS G 5502 

その他鋼材ＪＩＳ規格品 

又はこれと同等以上の品質を有するもの 

（２）ステンレス系 

一般配管用ステンレス鋼       JIS G 3448 

ステンレス鋼棒           JIS G 4303 

冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯   JIS G 4305 
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その他ステンレス鋼材ＪＩＳ規格品 

又はこれと同等以上の品質を有するもの 

（３）非鉄金属系 

アルミニウム合金の板及び条     JIS H 4000 

アルミニウム合金継目無管      JIS H 4080 

その他非鉄金属系ＪＩＳ規格品 

又はこれと同等以上の品質を有するもの 

（４）かすがい、丸釘、ボルト、ナット、座金等の金具類は、日本工業規格又は、こ

れと同等以上の品質を有するものとする。また、ボルトには座金を使用しなけれ

ばならない。 

（５）遊具器具の継手類及び主要部分の鋳造による金具類は、日本工業規格または、

これと同等以上の品質を有するものとする。 

球状黒鉛鋳鉄品           JIS G 5502 

白心可鍛鋳鉄品           JIS G 5703 

（６）金属材は、じんあい、油類等の異物で汚損しないようにするとともに、必要に

応じて防蝕の方法を講じるものとする。 

２．木材料については、下記の事項により施工しなければならない。 

（１）木材については、製材の日本農林規格及び針葉樹の構造用製材の日本農林規格

による規格品とする。 

なお、これにより難い場合は、監督職員の承諾を得るものとする。 

（２）木材の仕上げ、程度、付属金物の塗装仕様、詳細部の加工仕様については設計

図書によるものとする。 

３．石材については、種類、品質、規格、仕上げ等は設計図書によるものとする。 

４．強化プラスチック（ＦＲＰ）材については、下記の事項によるものとする。 

（１）樹脂は、不飽和ポリエステル樹脂 JIS K 6919 の規格品または同等以上とする。

（２）ガラス繊維は、JIS R 3412 の規格に適合する無アルカリ性のものとする。 

５．工場製品については、ひび割れ、その他損傷のないものとする。 

６．工場製品は、製作所の商標記号及び製造年月を表示したものとする。 

７．砂場工に用いる砂は、粘土、ごみ、有機物が混入しない良質なものとする。 

３－９－３ 遊具組立設置工 

１．受注者は、遊具の製作、組立、建込みにあたっては安全性を重視しなければなら

ない。 

２．受注者は、遊具の建込みについては、計画設置高に注意し、ひずみ、ゆがみ、振

れのないように支保エ、仮溶接等により固定し建込んだ後、監督職員の確認を受け、

基礎固めを行わなければならない。また、コンクリートの硬化までは、十分な養生

をしておかなければならない。 

３．受注者は、遊具のコンクリート基礎の施工については、金属製遊具の支柱地ぎわ

を除き、地表面に露出させてはならない。 

４．受注者は、遊具のボルト、ナットまたは軸による接合の場合は、座金を入れ、ゆ

るみのないよう締めつけ、止めねじ、ワリピン等を用いて固定しなければならない。 
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５．受注者は、遊具の崩工に際し、安全上必要な箇所については、ダプルナット、Ｕ

ナットまたは袋ナットを使用しなければならない。 

６．受注者は、ロープ、ネット等の結び目、結合部は、見ばえ艮く、堅固に取付けな

ければならない。 

７．受注者は、遊具の塗装については、公園緑地編第３章第13節塗装仕上工の規定に

よるものとする。 

なお、コンクリート埋込み部は、塗装しないものとする。 

８．受注者は、遊具の木工事については、下記の事項により施工しなければならない。 

（１）受注者は、見え掛り部分はかんな削り仕上げとし、とげ、ばり等がないように

平滑に仕上げなければならない。 

（２）受注者は、継手の施工については、特に定めない限り、構造的に応力が低下し

ないよう配置に留意しなければならない。 

（３）受注者は、木材のボルトを通す穴の施工については、使用するボルト径＋３mm

を越えてはならない。 

（４）受注者は、継手及び仕口の明示のない場合は、監督職員と協議しなければなら

ない。 

（５）受注者は、ボルトを隠すための埋木の施工については、接着剤で取れないよう

に施工しなければならない。 

（６）受注者は、材質、含水量、防腐処理等について安全な材料の選択を行い、危険

のないように材料の選択を行い、接合部については、特に堅固に施工しなければ

ならない。 

９．受注者は、遊具の設置個所及びその周囲において、危険防止のため地表面下とも、

がれき等の障害物を除去した後、水はけ良く地ならしして十分転圧しなければなら

ない。 

10．受注者は、遊具の施工については、設置から工事完了までの期間、危険防止のた

め、仮囲いをするなど適切な対策を講じなければならない。 

３－９－４ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工の規定によるものとする。 

３－９－５ 砂場工 

１．砂場工の仕上げについては、公園緑地編第３章第13節施設仕上げ工の規定による

ものとする。 

２．受注者は、砂場工の施工については、仕上げ面は平滑に仕上げ、角は十分な丸味

を付け、安全性に留意しなければならない。 

３－９－６ 現場打遊具工 

１．現場打遊具工の仕上げについては、公園緑地編第３章第13節施設仕上げ工の規定

によるものとする。 

２．受注者は、現場打遊具工の施工に際し、仕上げ面は平滑に仕上げ、角は十分な丸

味を付け、安全性に留意しなければならない。 

３－９－７ 徒渉池工 

１．受注者は、徒渉池工の施工については、以下に記載のない事項については公園緑
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地編３－８－10流れ工の規定によるものとする。 

２．表面仕上げ工、左官仕上げ工、タイル仕上げ工、石仕上げ工の施工については、

公園緑地編第３章第13節施設仕上げ工の規定によるものとする。 

 

第10節 サービス施設整備工 

３－10－１ 一般事項 

１．本節は、サービス施設整備工として時計台工、水飲み場工、洗い場工、ベンチ・

テーブル工、野外炉工、サイン施設工その他これらに類する工種について定めるも

のとする。 

２．受注者は、サービス施設整備工の施工については、敷地の状況、その他公園施設 

との取合いを考慮しなければならない。 

３－10－２ 材料 

サービス施設整備工で使用する材料は、公園緑地編３－９－２材料の規定による

ものとする。 

３－10－３ 時計台工 

受注者は、時計台の施工については、地盤高からの高さ、水平・垂直に十分注意

するとともに、ねじれの無いように施工しなければならない。 

３－10－４ 水飲み場工 

水飲み場の仕上げについては設計図書によるものとする。ただし、設計図書に示

されていない場合は、公園緑地編第３章第13節施設仕上げ工の規定によるものとす

る。 

３－10－５ 洗い場工 

洗い場工の施工については公園緑地編３－10－４水飲み場工の規定によるものと

する。 

３－10－６ ベンチ・テーブル工 

１．受注者は、ベンチ及びスツールの施工については、前面の足元地盤は、水はけ良

く地ならしして、十分転圧しなければならない。 

２．受注者は、野外卓の施工については、テーブル板及び腰掛け板は、水平に取付け

なければならない。また野外卓のテーブル板及び朦掛け板の取付は、丸釘またはボ

ルトで堅固に取り付け、表面を平滑に仕上げなければならない。 

３－10－７ 野外炉工 

１．受注者は、野外炉工の施工については、設計図書によるものとする。 

２．受注者は、野外炉工の仕上げについては、設計図書によるものとし、これに示さ

れていない場合は、公園緑地編第３章第13節施設仕上げ工の規定によるものとする。 

３－10－８ サイン施設工 

受注者は、サイン施設工の施工については、地盤高からの高さ、水平・垂直、ね

じれの有無に十分注意しなければならない。  
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第11節 管理施設整備工 

３－11－１ 一般事項 

１．本節は、管理施設整備工として、リサイクル施設工ごみ焼却施設工、ごみ施設工、

門扉工、棚工、車止め工、園名板工、掲揚ポール工その他これらに類する工種につ

いて定めるものとする。 

２．受注者は、管理施設整備工の施工については、敷地の状況、その他公園施設との

取合いを考慮しなければならない。 

３－11－２ 材料 

１．管理施設整備工で使用する材料は、公園緑地編３－９－２材料の規定によるもの

のほか、下記の事項により施工するものとする。 

（１）ネットフェンスの構成部材は JIS A 6518（ネットフェンス構成部材）による

ものとし、種類寸法等は設計図書によるものとする。 

（２）ひし形金網は JIS G 3552（ひし形金網）の規格品とし、種類寸法等は、設計

図書によるものとする。 

２．焼丸太は、杉又は桧とし、側面及び天端を焼きワイヤブラシ等で表面を磨いたも

のとする。 

３．ロープ及びチェーン等の製品は、損傷のないものとする。 

３－11－３ リサイクル施設工 

１．リサイクル施設基礎の施工については、基礎材を均等に敷均し、タンパ等で十分

突き固めなければならない。 

２．リサイクル施設の施工については、安全性、利用性に留意し、特に入念に行わな

ければならない。 

３．リサイクル施設の施工については、設計図書によるものとする。 

４．リサイクル施設設置の施工については、公園緑地編第３章第３節給水設備工、公

園緑地編第３章第４節雨水排水設備工、公園緑地編第３章第５節汚水排水設備工、

公園緑地編第３章第６節電気設備工の規定によるものとする。 

３－11－４ ごみ焼却施設工 

ごみ焼却施設基礎、ごみ焼却施設設置、ごみ焼却施設設備の施工については、公

園緑地編３－11－３リサイクル施設工の規定によるものとする。 

３－11－５ ごみ施設工 

１．受注者は、くず箱、吸殻入れの施工については、地盤高からの高さ、水平・垂直、

ねじれの有無に十分注意しなければならない。 

２．受注者は、ごみ置場の仕上げについては、公園緑地編第３章第13節施設仕上げ工

の規定によらなければならない。 

３－11－６ 門扉工 

受注者は、門扉の施工については、公園緑地編３－11－７柵工の規定によらなけ

ればならない。 

３－11－７ 柵工 

１．受注者は、フェンスの施工については、下記の事項により施工しなければならな

い。 
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（１）受注者は、基礎の施工については、地盤高と天端仕上げ高に合わせ突き固め、 

曲がり及びねじれのないように取り付けなければならない。 

（２）受注者は、コンクリートブロック基礎の施工については、コンクリートブロッ

クに支柱を建て込み、モルタル又はコンクリートにより充てんし、基礎上部は金

ゴテ仕上げとし中高に仕上げなければならない。 

（３）受注者は、現場打コンクリート基礎の施工については、基礎上部は金ゴテ仕上

げとし中高に仕上げなければならない。なお、現場打コンクリート基礎にあらか

じめ 箱抜きをする場合は、コンクリートブロック基礎の規定によらなければなら

ない。 

（４）受注者は、フェンスの建て込みについては、溶接箇所等における、曲がり、ね

じれが起きないよう施工しなければならない。 

（５）受注者は、フェンス固定部分の施工については、緩みのないように堅固に締め

付け、金網及びパネル等は、たるみ及びゆがみのないよう取り付けなければなら

ない。 

（６）受注者は、フェンスの笠木及び支柱等のねじ部の施工については、袋ナットを

用いない場合余ったねじ胴部の切断処理を行わなければならない。 

２．受注者は、ロープ柵の施工に際し、緩みのないように柱３本に１本の割合でロー

プを１巻きさせなければならない。また、杭の曲がり及び端部は、控え等を入れて

補強しなければならない。 

３．受注者は、チェーン柵の施工に際し、チェーンの固定部分は、堅固に取り付けな

ければならない。 

 

第12節 建築施設組立設置工 

３－12－１ 一般事項 

１．本節は建築施設組立設置工として四阿工、パーゴラ工、シェルター工、キャビン

（ロッジ）工、温室工、観察施設工、売店工、荷物預かり所工、更衣室工、便所工、

倉庫工、自転車置場工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．建築施設組立設置工の組立設置については、建築工事共通仕様書の規定によるも

のとする。 

３．建築施設組立設置工の設備については、公園緑地編第３章第３節給水設備工、第

４節雨水排水設備工、第５節汚水排水設備工、第６節電気設備工の規定によるもの

とする。 

３－12－２ 材料 

１．建築施設組立設置工に使用する材料については、次の規格に適合したものまたは、

これと同等以上の品質を有するものとする。 

JIS A 5001（道路用砕石） 

JIS A 5006（割栗石） 

JIS A 5508（くぎ） 

JIS A 6801（ユリア樹脂木材接着剤） 

JIS A 6802（フェノール樹脂木材接着剤） 
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JIS A 6804（酢酸ビニル樹脂エマルジョン木材接着剤） 

JIS A 6919（繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂） 

JIS A 3412（ガラスロービング） 

２．工場製品については、製作所の商品記号などを刻印したものとする。 

３．木材については、製材の日本農林規格及び針葉樹の構造用製材の日本農林規格 

による規格品とする。 

なお、これにより難い場合は、監督職員の承諾を得るものとする。 

４．木材については、JIS A 9005（木材の木口加圧式防腐処理方法）による防腐処理

品とし、経口毒性及び経皮毒性などが安全と認められているものを使用するものと

する。 

５．ボルト、ナットについては、ＪＩＳ製品を使用し、ボルトには座金を使用するも

のとする。 

６．樹脂については、JIS K 6919（繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル

樹脂）の規格品または、これと同等以上の品質を有するものとする。 

７．ガラス繊維については、JIS R 3412（ガラスロービング）の規格品に適合する無

アルカリ性のものとする。 

８．屋根材、屋根下地用ルーフィング、その他付属材料については、設計図書による

ものとする。 

３－12－３ 四阿工 

１．受注者は、四阿基礎の施工については、基礎材を均等に敷均し、タンパ等で十分

突き固めなければならない。 

２．受注者は、四阿設置の施工にあたり、下記の事項により施工しなければならない。 

（１）受注者は、設置位置ついては、監督職員の承諾を得なげればならない。 

（２）受注者は、床面に水たまりを生じないように勾配をつけなければならない。 

（３）受注者は、仕上げの色合いについては、見本帳または見本塗り板作成し、監督

職員の承諾を得なければならない。 

２．受注者は、四阿の木材使用にあたり、下記の事項によらなければならない。 

（１）受注者は、見工掛かり部分について現場での仕上げが必要な場合は、すべて荒

削りまたは、機械、かんな削りのうえ、仕上げ削りをしなければならない。 

（２）受注者は、継手については、特に定めのない限り、乱に配置しなければならな

い。 

（３）受注者は、見え掛かり面の釘打ちについては、隠し釘打ちを標準としなければ

ならない。 

（４）受注者は、継手及び支口については、設計図書に示されていない場合は、監督

職員の承諾を得なければならない。 

（５）受注者は、ボルトを隠すための埋木については、かつ、割れ、ひびなどがない

部材と同じ材質の材料を使用し、接着剤を塗布し、すき間なく打ち込み、表面を

平滑に仕上げなければならない。 

（６）受注者は、表面の仕上げについては、特に平滑に仕上げ、とげなどが出ないよ

うに注意しなければならない。 
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（７）受注者は、木材の端部及び角部の面取りについて、設計図書に示されていない

場合は、面取りの大きさを監督職員と協議しなければならない。 

（８）受注者は、上部構造部の金具類については、堅固に取り付け、ボルト締めは、

ゆるみなく締め付けなければならない。 

（９）受注者は、コンクリート柱などの上部と木部の桁、梁との取り合わせ部につい

て、雨水が溜まらないようにモルタルで勾配をつけなければならない。 

（10）受注者は、竹材を使用する場合は、節止めとしなければならない。 

４．受注者は、四阿の鋼材使用にあたり、下記の事項によらなければならない。 

（１）受注者は、端部の処理については、面取りなどの必要な加工をしなければなら

ない。 

（２）受注者は、部材の組み立てに先立ち、修正し、仕上がり材に曲がり、ねじれ、

反りなどが生じないように注意しなければならない。 

（３）受注者は、ボルトの締め付けについては、ナットの回転量について部材を損傷

しないよう注意し、締め過ぎないようにしなければならない。 

（４）受注者は、組み立てに際して行う現場溶接はできる限り少なくするよう工夫し、

やむを得ず現場で溶接を行う場合は、変形を少なくするため、適切な収縮料を見

込み、また、逆ひずみや拘束を与えて仕上がり寸法及び形状を正確に保つように

しなければならない。 

（５）受注者は、部材を受け台に置き、曲げ、ねじれを与えないように留意し、障害

が生じた場合は、組み立てに先立ち、修正しなければならない。 

（６）受注者は、組み立てについては、風圧やその他荷重に対して安全に施工できる

ように仮設の筋交いなど、必要な支保を行い、補強しなければならない。 

（７）受注者は、仕上がり箇所の見工掛かり部分について、設計図書に示されていな

い場合は、サンダー仕上げをしなければならない。 

（８）受注者は、必要に応じて、ポリエチレンフィルム、はく離ペイントなどで養生

を行い、現場に搬入しなければならない。 

（９）受注者は、施工時及び現場設置後もできる限り養生材を装着したままにし、出

隅など損傷のおそれがある部分は、必要に応じてあて板などでさらに補強しなけ

ればならない。 

３－12－４ パーゴラ工 

パーゴラ基礎、パーゴラ設置、パーゴラ設備の施工については、公園緑地編２－

12－３四阿工の規定によるものとする。 

３－12－５ シェルター工 

シェルター基礎、シェルター設置。シェルター設備の施工については、公園緑地

編２－12－３四阿工の規定によるものとする。 

３－12－６ キャビン（ロッジ）工 

キャビン（ロッジ）基礎、キャビン（ロッジ）設置、キャビン（ロッジ）設備の

施工については、公園緑地編２－12－３四阿工の規定によるものとする。 

３－12－７ 温室工 

温室基礎、温室設置、温室設備の施工については、公園緑地編２－12－３四阿工
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の規定によるものとする。 

３－12－８ 観察施設工 

観察施設基礎、観察施設設置、観察施設設備の施工については、公園緑地編２－

12－３四阿工の規定によるものとする。 

３－12－９ 売店工 

売店基礎、売店設置、売店設備の施工については、公園緑地編２－12－３四阿工

の規定によるものとする。 

３－12－10 荷物預かり所工 

荷物預かり所基礎、荷物預かり所設置、荷物預かり所設備の施工については、公

園緑地編２－12－３四阿工の規定によるものとする。 

３－12－11 更衣室工 

更衣室基礎、更衣室設置、更衣室設備の施工については、公園緑地編２－12－３

四阿工の規定によるものとする。 

３－12－12 便所工 

１．便所基礎、便所設置、便所設備の施工については、公園緑地編２－12－３四阿工

の規定によるものとする。 

２．受注者は、便所のサインについては、設計図書によるものとし、これに示されて

いない場合は、監督職員と協議しなければならない。 

３－12－13 倉庫工 

倉庫基礎、倉庫設置、倉庫設備の施工については、公園緑地編２－12－３四阿工

の規定によるものとする。 

３－12－14 自転車置場工 

自転車置場基礎、自転車置場設置、自転車置場設備の施工については、公園緑地

編２－12－３四阿工の規定によるものとする。 

 

第13節 施設仕上げ工 

３－13－１ 一般事項 

１．本節は施設仕上げ工として、塗装仕上げ工、加工仕上げ工、左官仕上げ工、タイ

ル仕上げ工、石仕上げ工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．受注者は、現場塗装の施工管理区分については、設計図書によらなければならな

い。 

３．受注者は、塗装の仕様については、設計図書によらなければならない。  

４．受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させな

ければならない。 

５．受注者は、塗装仕上げの施工については、下記の事項により施工しなければなら

ない。 

（１）受注者は、塗装面に損傷、汚染を与えないよう注意し、また、塗装箇所周辺、

床などにあらかじめ養生をしなければならない。 

（２）受注者は、原則として下塗りは白色、中塗りは白色または上塗り色に類似した

色調としなければならない。また、不透明塗料において、監督職員の指示がある
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場合は、下塗り、中塗りの工程は、上塗りと異なった色によって塗り分けなけれ

ばならない。 

（３）受注者は、仕上げの色合いについては、見本帳または見本塗り板を作成し監督

職員の承諾を得なければならない。 

（４）受注者は、被塗物は十分乾燥させた後塗装し、上塗り前に、上塗りまでの工程

について監督職員に承諾を得た後、塗斑なく、塗膜厚が均等になるよう塗り上げ

なければならない。 

（５）受注者は、塗装の乾燥期間内に次の工程に移ってはならない。  

（６）受注者は、塗布量については平らな面に付着させる塗料の量を標準量としなけ

ればならない。 

なお、塗料の標準量は、薄める前の塗料の量としなければならない。 

（７）受注者は、うすめ液塗布材については、設計図書に示されていない場合は施工

前に監督職員の承諾を得なければならない。 

（８）受注者は、塗装面と保護については、完全に乾燥するまで必要に応こ、縄張り、

柵などを設置し、「ペンキ塗りたて」などの表示を行わなければならない。 

（９）受注者は、塗料を使用直前に良くかき混ぜ、必要に応じて小分けして塗装しな

ければならない。 

（10）受注者は、火気に注意し、爆発、火災等の事故を起こさないようにしなければ

ならない。また、塗料をふき取った布、塗料の付着した布片などで、自然発火を

起こすおそれのあるものは作業終了後速やかに処置しなければならない。 

（11）受注者は、塗り方については、塗料に適した工法とし、下記のいずれかにより、

色境、隅々などは乱さないよう十分注意し、区画線を明確に塗り分けなければな

らない。 

①  受注者は、はけ塗りについては、はけを用い、はけ目正しく一様に塗るら

なければならない。 

②  受注者は、吹付塗りについては、塗装用スプレーガンを用い、ガンの種類、

口径及び空気圧は、用いる塗料の性状に応じて、適切なものを選び吹きむら

のないよう一様に塗らなければならない。 

③  受注者は、ローラーブラシ塗りについては、ローラーブラシを用い、隅、

ちり周りなどは小ばけまたは専用ローラーを用い全面が均ーになるように塗

らなければならない。 

６．受注者は、研磨紙ずり及び水研ぎの施工については、下層塗膜及びパテが硬化乾

燥した後、各層毎に研磨紙または耐水研磨紙で素材の長手方向に、下層の塗膜を研

ぎ去らないように注意して研がなければならない。 

７．受注者は、穴埋めについては、深い穴、大きなすき間などに穴埋め用パテなどを

ヘらまたはこてで押し込み埋めなければならない。 

８．受注者は、パテ飼いについては、面の状況に応じて、面のくぼみ、すき間、目違

いなどの部分に、パテをへらまたはこてでなるべく薄く拾い付けなければならない。 

９．受注者は、パテしごきについては、穴埋め、パテ飼いの工程を行った後、研磨紙

ずりを行い、パテ全面にへら付けし、表面に過剰のパテを残さないよう、素地が現
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れるまで十分しごき取らなければならない。 

10．受注者は、パテ付け、下地パテ付けについては、パテ飼い、研磨紙ずりの後、表

面が平らになるまで全面にパテを塗りつけ、乾燥後、研磨紙ずりを行う工程を繰り

返さなければならない。 

11．受注者は、塗装については原則として次の場合行ってはならない。 

なお、やむを得ず塗装しなければならない場合は、監督職員の承諾を得なければ

ならない。 

（１）気温が５℃以下、湿度が85％以上の時または、換気が適当でなく、結露するな

ど、塗料の乾燥に不適当な場合、やむを得ず塗装を行う場合は、採暖、換気など

の養生を行わなければならない。  

（２）降雪雨の場合または塗料の乾燥前に降雪雨のおそれのある場合。 

（３）塗膜乾燥中に異物の付着が予想される場合。 

（４）被塗物がしめったりまたは結露している場合。 

（５）炎天下で塗被表面の温度が高く、塗膜に泡を生じるおそれのある場合。 

（６）コンクリートの亀裂などにより、漏水している場合。 

（７）その他監督職員が特に不適当と認めた場合。 

３－13－２ 材料 

１．施設仕上げ工の材料については、建築工事共通仕様書10章石工事、11章タイル工

事、15章左官工事、17章塗装工事の規定によるものとする。 

２．塗装仕上げの材料については、下記の事項によるものとする。 

（１）受注者は、ＪＩＳに適合した塗料を使用しなければならない。また、受注者は、

設計図書に示されていない場合は、工事着手前に色見本を作成し、監督職員の承

諾を得なければならない。 

（２）受注者は、塗料を直射日光を受けない場所に保管し、その取扱は関係諸法令、

諸法規を遵守して行わなければならない。 

なお、開缶後は、十分に攪袢したうえ、すみやかに使用しなければならない。 

（３）受注者は、多液型塗料を使用する場合、混合の際の混合割合、混合法、混合塗

料の状態、使用時間などについて使用塗料の仕様を遵守しなければならない。 

（４）受注者は、塗料の有効期限をジンクリッチペイントの亜鉛粉末製造後６ヶ月以

内、その他の塗料は製造後12ヶ月とし、有効期限を経過した塗料は使用してはな

らない。 

３．クレオソート塗りの材料については、次の規格に適合したものまたは、これと同

等品以上の品質を有するものとする 。 

JIS K 2439（クレオソート油・加工タールピッチ） 

４．受注者は、仕上げに使用する材料については、施工前に品質証明書を作成し、監

督職員の承諾を得なければならない。また、塗装仕上げについては、各塗装工程の

塗料は同種で、原則として同一製造所の製品としなければならない。 

５．受注者は塗装仕上げに使用する材料の色については、製造所の工場調色としなけ

ればならない。ただし、使用量が少ない場合または、塗装工程上の色変えの場合に

は、同一製造所の塗料を使用し、現場調色とするものとする。 
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６．受注者は、塗装仕上げに使用する材料の搬入については、開封しないまま現場に

搬入しなければならない。 

７．受注者は、有機質系材料の保管については、高温及び直射日光をさけ、室温が

５℃以下にならないようにしなければならない。 

８．受注者は、仕上げ塗材の材料については、製造後、６ヶ月以上経過したものを使

用してはならない。 

９．受注者は、塗装仕上げに使用する材料については、施工前に見本帳及び見本塗り

板を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。ただし、使用量が少ない場合

は、監督職員の承諾を得て、同一製造所の塗料を使用し、現場調合とするものとす

る。 

10．受注者は、塗装仕上げの下塗りの材料については、設計図書によるものとし、こ

れに示されていない場合は、監督職員の承諾を得なければならない。 

11．受注者は、吹付仕上げの材料については、ＪＩＳ規格品とし、種類、塗り厚及び

塗りつけ量は設計図書によるものとし、これに示されていない場合は、監督職員の

承諾を得なければならない。 

12．受注者は、マスチック塗材については、製造所において調合されたものを使用し

なければならない。 

13．受注者は、シーラー、セメント系下地調整塗材、仕上げ材については、主製造所

の指定するものとしなければならない。 

14．タイル仕上げに使用するタイルについては、JIS A 5209（陶磁器質タイル）の規

格品とし、形状が正確で、色調、硬度が一様であり、傷などの欠点がないものとす

る。 

15．タイル仕上げに使用するタイルについては、形状寸法、色合いなどは設計図書に

よるものとし、これに示されていない場合は、監督職員の承諾を得るものとする。 

３－13－３ 塗装仕上げ工 

１．素地ごしらえ、合成樹脂調合ペイント塗り、溶剤形ビニル系塗料塗り、オイルス

テインワニス塗りについては建築工事共通仕様書17章塗装工事の規定によるものと

する。 

２．受注者は、塗装仕上げの施工にあたり、下記の事項により施工しなければならな

い。 

（１）受注者は、塗装面に損傷、汚染を与えないよう注慮し、また、塗装箇所周辺、

床などにあらかじめ養生をしなければならない。 

（２）受注者は、原則として下塗は白色、中塗りは白色または、上塗り色に類似した

色調としなければならない。また、不透明塗料について、監督職員の指示がある

場合は、下塗、中塗りの工程は、上塗りと異なった色によって塗り分けなければ

ならない。 

（３）受注者は、仕上げの色合いについては、見本帳または見本塗り板を作成し監督

職員の承諾を得なければならない。 

（４）受注者は、被塗物は十分乾燥させた後塗装し、上塗り前に、上塗りまでの工程

について監督職員に承諾を得た後、塗斑なく、塗膜厚が均等になるよう塗り上げ
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なければならない。 

（５）受注者は、塗装の乾燥期間内に次の工程に移ってはならない。 

（６）受注者は、塗布量については平らな面に付着させる塗料の量を標準量としなけ

ればならない。なお、塗料の標準量は、薄める前の塗料の量としなければならな

い。 

（７）受注者は、うすめ液塗布材については、設計図書によるものとし、これに示さ

れていない場合は、監督職員の承諾を得なければならない。 

（８）受注者は、塗装面の保護については、必要に応じて、完全に乾燥するまで、縄

張り、柵などを設置し、「ペンキ塗りたて」などの表示をしなければならない。 

（９）受注者は、塗料を使用直前に良くかき混ぜ、必要に応じて小分けして塗装しな

ければならない。 

（10）受注者は、火気に注意し、爆発、火災などの事故を起こさないようにしなけれ

ばならない。また、塗料をふき取った布、塗料の付着した布片などで、自然発火

を起こすおそれのあるものは作業終了後速やかに処置しなければならない。 

（11）受注者は、塗り方については、塗料に適した工法とし、下記のいずれかにより、

色境、隅々などは乱さないよう十分注意し、区画線を明確に塗り分けなければな

らない。 

①  受注者は、はけ塗りについては、はけを用い、はけ目正しく一様に塗らな

ければならない。 

②  受注者は、吹付塗りについては、塗装用スプレーガンを用い、ガンの種類、

口径及び空気圧は、用いる塗料の性状に応じて、適切なものを選び、吹きむ

らのないよう一様に塗らなければならない。 

③  受注者は、ローラーブラシ塗りについては、ローラーブラシを用い、隅、

ちり周りなどは小ばけまたは、専用ローラーを用い、全面が均ーになるよう

に塗らなければならない。 

３．受注者は、研磨紙ずり及び水研ぎについては、下層塗膜及びパテが硬化乾燥した

後、各層毎に研磨紙または、耐水研磨紙で素材の長手方向に、下層の塗膜を研ぎ去

らないように注意して研がなければならない。 

４．受注者は、穴埋めについては、深い穴、大きなすき間などに穴埋め用パテなどを

ヘらまたは、こてで押し込み埋め込まなければならない。 

５．受注者は、パテ飼いについては、面の状況に応じて、面のくぼみ、すき間、目違

いなどの部分にパテをへらまたは、こてでなるべく薄く拾い付けなければならない。 

６．受注者は、パテしごきについては、穴埋め、パテ飼いの工程を行った後、研磨紙

ずりを行い、パテ全面にへら付けし、表面に過剰のパテを残さないよう、素地が現

れるまで十分しごき取らなければならない。 

７．受注者は、パテ付け、下地パテ付けについては、パテ飼い、研磨紙ずりの後、表

面が平らになるまで全面にパテを塗りつけ、乾燥後、研磨紙ずりを行う工程を繰り

返さなければならない。 

８．受注者は、塗装については原則として次の場合行ってはならない。なお、やむを

得ず塗装しなければならない場合は、監督職員の承諾を得なければならない。 
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（１）気温が５℃以下、湿度が85％以上の時または、換気が適当でなく、結露するな

ど、塗料の乾燥に不適当な場合、やむを得ず塗装を行う場合は、採暖、換気など

の養生を行わなければならない。 

（２）降雪雨の場合または、塗料の乾燥前に降雪雨のおそれのある場合。 

（３）塗膜乾燥中に異物の付着が予想される場合。 

（４）塗被物がしめったりまたは、結露している場合。 

（５）炎天下で塗被表面の温度が高く、表面に泡を生じるおそれのある場合。 

（６）コンクリートの亀裂などにより、漏水している場合。 

９．受注者は、オイルステインワニス塗りについては、設計図書によるものとし、こ

れに定めのない場合は、下記の事項によらなければならない。 
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（１）受注者は、ヒノキ、ヒバ、ツガ、ベイツガ、及びマツ類の場合は、工程１の次

に吸込止（尻ラックニスまたはウッドシーラー）を行わなければならない。 

（２）受注者は、堅木の場合は工程１の次に目止め１回（油性の目止め剤）を行わな

ければならない。 

10．受注者は、クレオソート塗りについては、JIS K 2439（クレオソート油・加工タ

ールピッチ）の規格品のクレオソート油、又は、（社）日本木材保存協会もしくは

（社）日本しろあり対策協会が認定した木材防止・防蟻剤（表面処理用）を使用し

なければならない。 

３－13－４ 加工仕上げ工 

１．石材加工仕上げ、コンクリート加工仕上げについては、建築工事共通仕様書10章

石工事、15章左官工事、17章塗装仕上げの規定によるものとする。 

２．のみ切り仕上げは、荒こぶ取りした石の表面をさらにノミによって大きく高い山

をはつり取っていく加工のこととする。 
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荒こぶ取りは、玄能払いともいい、石材の種類、性質、または石の目の間隔で、

割肌に著しい高低や凹凸があった場合、ノミによって大きな山を切り崩し、荒石の

表面を荒ならしする程度の加工のこととする。 

ビシャン仕上げは、中ノミ切り程度の表面をビシャンという道具で叩いて小山を

つぶし、さらに平滑に仕上げること。また、機械挽きで生じた平坦面をビシャンで

叩くことで、粗面にする加工のこととする。 

小たたき仕上げは、ビシャンたたきをした石の表面を両刃という工具で１～２mm

の平行線の筋がつくように均等に叩いて、さらに表面を細かく仕上げる加工のこと

とする。 

あらみがきは、ビシャン仕上げまたは機械切りの上に研磨機を用いて磨いた比較

的粗面でつやのない仕上げのこととする。 

水みがきは、小たたきまたはビシャン仕上げしたものに研磨剤と砥石またはグラ

インダーで磨く仕上げのことで、素地が磨けているがつやの出る手前の状態の仕上

げのこととする。 

本みがきは、つや出し粉を散布し、光沢を発揮している状態の仕上げのこと本み

がきのつや出し仕上げとし、つや出し粉を用いずに磨いた場合はつや消しとする。 

３．受注者は、コンクリート加工仕上げの施工については、設計図書及び監督職員の

指示がない場合は、下記の事項によらなければならない。 

（１）はつり仕上げは、コンクリート面の表面仕上げの工法の１つで、ブレーカー及

びこれに類する工具により、コンクリート面に対し鋭角に切削して仕上げること

で、この場合深さは５～10mm程度とする。 

つつき仕上げは、コンクリートの表面仕上げの工法の１つで、トンボまたは、

これに類する工具により、コンクリート表面に対し直角に切削して仕上げること

で、この場合深さは３～５mm程度とする。 

（２）受注者は、コンクリートつつき仕上げの出来形寸法については、仕上げ以前の

寸法としなければならない。 

３－13－５ 左官仕上げ 

１．化粧目地切り、コンクリート金ゴテ仕上げ、コンクリートハケ仕上げ、モルタル

金ゴテ仕上げ、モルタルハケ仕上げ、防水モルタル塗り、タイル下地モルタル塗り

については、建築工事共通仕様書15章左官工事の規定によるものとする。 

２．受注者は、人造石研ぎ出し、人造石洗い出しの種石の種類、顔料については、設

計図書によるものとし、これに示されていない場合は、監督職員と協議しなければ

ならない。 

３．受注者は、人造石研ぎ出しの施工については、原則として機械研ぎとし、最終研

ぎ出しは砥石を用い、目つぶし、のろがけを繰り返して、仕上げ面のピンホールが

ないよう、なめらかに仕上げなければならない。 

４．受注者は、人造石洗い出しの施工については、上塗りの後、ブラシで種石面のの

ろをふき取り、石並びを調整した後、水引具合を見計らいながら水を吹き付けて洗

い出し、仕上げなければならない。 
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３－13－６ タイル仕上げ工 

１．床タイル張り、床モザイクタイル張り、床クリーンタイル張り、壁タイル張り、

やく物タイル張り、レンガタイル張りについては、建築工事共通仕様書11章タイル

工事の規定によるものとする。 

２．受注者は、床タイル張り、床モザイクタイル張り、壁タイル張り、やく物タイル

張り、レンガタイル張りも養生と清掃にあたり、下記の事項によらなければならな

い。 

（１）受注者は、強い直射日光、風、雨などにより損傷を受けるおそれのある場合は、

シートを張るなどして養生を行わなければならない。 

（２）受注者は、タイル張り終了後、タイル表面を傷めないように清掃し、汚れを取

り除かなければならない。やむを得ず清掃に酸類を用いる場合は、清掃前に十分

水湿しをし、酸洗い後は直ちに水洗いを行い、酸分が残らないようにしなければ

ならない。 

なお、金物類には、酸類が掛からないように養生を行わなければならない。 

３－13－７ 石仕上げ工 

１．石仕上げ工については、公園緑地編３－７－12石材園路工の規定によるものとす

る。 

２．受注者は、乱形平石張りの施工については、石材に加工を加工ながら、石相互の

なじみ、高さを揃工て目地入れ作業を行い、仕上げなければならない。 

３．受注者は、方形平石張りの施工については、石材に加工を加工ながら、石相互の

なじみ、高さを揃工、目地幅は整形とし、目地入れ作業を行い仕上げなければなら

ない。 



第１０編 公園緑地編 第４章 グラウンド・コート整備 

 

 706 

第４章 グラウンド・コート整備 
 

第１節 適用 

１．本章は、野球場、陸上競技場、サッカー場、ラグビー場、テニスコート、バスケ

ットボール場、バレーボール場、ゲートボール場などの運動施設における、グラウ

ンド・コート舗装工、スタンド整備工、グラウンド・コート施設整備工、仮設工そ

の他これらに類する工種について適用するものとする。 

２．各競技連盟の公認を必要とする施設については、その団体が定める競技規則によ

るものとする。 

３．仮設工は、第３編第２章第10節仮設工の規定によるものとする。 

４．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編及び第３編

土木工事共通編の規定によるものとする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によ

らなければならない。 

日本公園緑地協会 都市公園技術標準解説書－運動施設編 （平成８年４月） 

全日本建設技術協会 土木構造物標準設計        （   －   ） 

日本道路協会 道路土工要綱        （平成21年６月） 

日本道路協会 道路土工―擁壁工指針 （平成24年７月） 

日本道路協会 道路土工－カルバート工指針 （平成22年３月） 

日本道路協会 道路土工－仮設構造物工指針 （平成11年３月） 

日本道路協会 舗装施工便覧            （平成18年２月） 

日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説 （平成13年９月） 

日本道路協会 舗装設計施工指針 （平成18年２月） 

日本道路協会 舗装設計便覧 （平成18年２月） 

日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説 （平成４年12月） 

日本道路協会 舗装再生便覧          （平成22年11月） 

日本道路協会 舗装調査・試験法便覧                    （平成19年６月） 

国土交通省 構内舗装・排水設計基準及び同資料 （平成27年３月） 

日本道路協会 アスファルト混合所便覧（平成8年度版） （平成８年10月） 

土木学会 コンクリート標準示方書（設計編） （平成30年３月） 

土木学会 コンクリート標準示方書（施工編） （平成30年３月） 

日本体育施設協会 屋外体育施設の建設指針 （平成７年８月） 

日本テニス協会 テニスコートの建設マニュアル （平成２年７月） 

 

第３節 グラウンド･コート舗装工 

４－３－１ 一般事項 

１．本節は、グラウンド･コート舗装工として舗装準備工、グラウンド･コート用舗装

工、グラウンド･コート縁石工その他これらに類する工種について定めるものとする。 
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２．受注者は、グラウンド･コート舗装工の施工については、敷地の状況、その他公園

施設との取り合いを考慮し正確に位置出しを行わなければならない。 

３．受注者は、表面排水勾配の設定については設計図書によるものとし、これに示さ

れていない場合は、標準の排水勾配を、陸上競技場、野球場の場合は0.5～1.0％、

テニスコートの場合は0.5％としなければならない。また、施工図を作成し、監督職

員の承諾を得なければならない。 

４．受注者は、グラウンド･コート舗装工の路床、基盤、基礎及び表層の施工にあたり、

下記の事項により施工しなければならない。 

（１）受注者は、転圧については、周辺の低い方から始め、高い中央部で仕上げ、縦

方向、横方向交互に行わなければならない。 

（２）受注者は、転圧については、開始から仕上げまで連続して行い、前に転圧した

幅の１／２以上重ねて行わなければならない。 

（３）受注者は、散水については、淡水を用いるものとし、泥水などを使用してはな

らない。 

（４）受注者は、工作物の取り付け部及び路側付近などで、大型機械による転圧が困

難な箇所について、小型転圧機で施工しなければならない。 

５．受注者は、路盤の施工において、路床面または下層路盤面に異常を発見したとき

は、その処置法について監督職員と協議しなければならない。 

６．受注者は、路盤の施工前に、路床面の浮石、その他有害物を除去しなければなら

ない。 

４－３－２ 材料 

１．グラウンド･コート舗装工で使用する以下の材料については、設計図書によるもの

とする。 

（１）上層･下層路盤の骨材 

（２）アスファルト乳剤、基礎に使用する以下の材料については、設計図書による 

ものとする。 

（３）基礎に使用するコンクリートの強度 

２．グラウンド･コート舗装工に使用する以下の材料については、設計図書によるもの

とする。 

（１）粒状路盤材、粒度調整路盤材、基礎に使用するアスファルト及びアスファルト

混合物の種類 

（２）基礎に用いるコンクリートの種類 

（３）表層安定剤の種類 

（４）クレー舗装に使用する土の種類と品質 

（５）アンツーカー舗装に使用するアンツーカー（焼成土）の品質 

（６）天然芝舗装に使用する芝の種類と基礎となる土の種類、土壌改良材及び肥料の

種類と品質 

（７）人工芝舗装に使用する人工芝の種類と品質 

（８）全天候型舗装に使用する表層材の種類と品質 

（９）グラウンド・コート縁石工に使用するコンクリート縁石、舗装止め、見切材
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（仕切材）、内圏緑石の種類と品質 

３．路盤材に使用する火山砂利 （軽石）については、粒径40mm以下で、多孔性物質で

透水性に富み、極端に扁平及び細長い形状のもの、その他有機不純物などの有害物

を含まないものとする。 

４．砂については、きょう雑物などを含まない天然砂とする。 

５．石灰岩ダストについては、粒径2.5mm以下で、きょう雑物を含まない良質なものと

する。 

６．良質土については、第２編第２章第１節土の規定によるものとする。また、黒土 

（黒色膨軟な火口灰土）、赤土（赤色の火山灰土壌）または、真砂土（花樹岩の風

化生） とし、不純物を含まない均質なものとする。 

７．受注者は、以下の材料の試料及び試験結果について、施工前に監督職員の承諾を

得なければならない。ただし、実績がある場合で、設計図書に示す基準を満足する

ことが明らかであり、監督職員が承諾した場合は、受注者は、試料及び試験結果の

提出を省略することができるものとする。 

（１）粒状路盤材及び粒度調整路盤材 

（２）基層に使用する骨材 

８．受注者は、施工前に使用する以下の材料の品質証明書を作成し、監督職員に承諾

を得なければならない。 

（１）火山砂利 

（２）基層に使用するアスファルト 

（３）再生用添加剤 

（４）プライムコート及びタックコートに使用する瀝青材料 

（５）人工芝舗装の表層に使用する人工芝 

（６）全天候舗装の表層に使用する表層材 

なお、承諾を得た瀝青材料であっても、製造後60日を経過した材料を使用しては

ならない。 

９．受注者は、グラウンド・コート舗装工に使用する材料のうち、試験が伴う材料に

ついては、舗装試験法便覧の規定によるものとし、試験を実施しなければならない。

ただし、小規模工事については、実績や定期試験で得られている基準密度の試験結

果を提出し、監督職員が承諾した場合には基準密度の試験を省略することができる

ものとする。 

10．グラウンド・コート舗装工において、使用する全天候型表層材の物性値について

は、以下の表によるものとする。 
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表４－５ アスファルト乳剤系表層材 

 

  
 

   
 

    
 

 800  JIS K 7204 
 

 70〜100 

40〜 70 

ASTM E 3030 66T 

 

 0.65〜0.8 H 

TB =  

254 
 

 500  
 

 

JIS A 1415 

ＷＳ型試験機  

 

表４－６ アスファルト弾性混合物 

 

  
 

   
 

    
 

 10〜45% GB反発試験 
 

 3〜12% SB反発試験 
 

 15〜35% 
 

プロクターニードル試験  

φ4.5mm20℃ 
 

 65% 20     1  
 

 1.3〜1.9g/cm3 

 13〜19kN/m3  

 

 

表４－７ アクリル樹脂系表層材 

 

  
 

   
 

    
 

 70  

40〜75 

ASTM E 3030 66T 

 

  0.65〜0.80 TB反発試験 
 

 20%  SB反発試験 
 

  
50〜70% GB反発試験 

 20〜60% (ｸｯｼｮﾝあり) 

   (ｸｯｼｮﾝなし) 
 

 800mg  JIS K 7204 
 

 10kg/cm2以上{9.8N/cm2} JIS A 6909 
 

 
 

  JIS K 5400 
 

   
 

 JIS K 5400 
 

 
 

 JIS K 5400 
 

 
 

 JIS K 5400 
 

 500  
 

 

JIS A 1415 WS  
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表４－８ ポリウレタン系表層材 

 

  
 

   
 

    
 

 20℃ 40〜75 

70℃ 20℃の時の-10%以内 

JIS K 6301 

 

 300kg/cm以上 {9.8kN/cm} JIS A 6021 
 

 20kg/cm2以上 {2.0N/mm2} JIS K 6301 
 

 500%  JIS K 6301 
 

 12kg/cm以上 {120N/cm} JIS K 6301 
 

 1.5%以下 JIS K 6911 23 ×24  
 

 ±1.0%以下 JIS A 6021 80 ×168  
 

 1000時間暴露後も剥離･⻲
裂を⽣じない 

JIS A 1415 WS試験機 

 

 20℃ 5kg/25mm以上 JIS K 6854 

{50N/25mm}  

50℃ 1.5kg/25mm以上  

{15N/25mm}  

 

表４－９ 透水型現場施工品表層材 

 

  
 

   
 

    
 

 5.0kg/cm2以上 {5.0N/mm2} JIS K 6301 
 

 50%以上 JIS K 6301 
 

 600mg  JIS K 7204 
 

 20%  JIS K 6301 
 

 1000  
 

 

JIS A 1415 WS試験機 

 

11．受注者はグラウンド・コート縁石工に使用する材料については、下記の事項によ

らなければならない。 

（１）コンクリートブロックについては、JIS A 5307（コンクリート境界ブロック）

の歩車道境界ブロック、地先境界ブロックまたは、同等品以上の品質を有するも

のとする。また、コンクリートブロック以外の材料については設計図書によるも

のとする。 

（２）コンクリート二次製品については、第２編第２章第７節セメントコンクリート

製品の規定によるものとする。 

12．見切材（仕切材）については、公園緑地編３－７－13園路縁石工の規定によるも

のとする。 

13．公認陸上競技場出使用する内圏縁石については、財団法人日本陸上競技連盟の認

定を受けたものとする。 

14．受注者は、使用する材料については、施工前に仕上がり見本品又は、品質証明書
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を作成し、監督職員に承諾を得なければならない。 

４－３－３ 舗装準備工 

舗装準備工の施工については、第３編２－６－５舗装準備工の規定によるものと

する。 

４－３－４ グラウンド･コート用舗装工 

１．下層路盤、上層路盤及び基礎の施工については、第３編第２章第６節一般舗装工

の規定によるものとする。 

２．受注者は、中層の施工にあたり、下記の事項により施工しなければならない。 

（１）受注者は、火山砂利の敷均しについては、材料の分離に注意しながら、１層の

仕上がり厚さで15cmを超えないように均一に敷均さなければならない。 

（２）受注者は、火山砂利の締固めについては、修正ＣＢＲ試験によって求めた最適

含水比で、合格判定値を満足するように締固めなければならない。ただし、路床

の状態、使用材料の性状などによりこれによりがたい場合は、監督職員の承諾を

得なければならない。 

（３）受注者は、中層の打継ぎを行う場合は、前日に施工した締固め路盤面の終端部

をかき起こしてから当日の作業を行わなければならない。 

３．受注者は、舗装材料の各材料の混合については、下記の事項によらなければなら

ない。 

（１）混合機種については、設計図書によるものとし、これに示されていない場合は、

混合面積及び現場との取り合い等を考慮して機種を選定しなければならない。 

（２）受注者は、舗装材料の混合を行う場合、１層の仕上がり厚さが20cmを超えない

ように混合しなければならない。 

（３）受注者は、混合については、混合土砂などのバランスを取りながら、縦方向、

横方向相互に耕転し、均質に仕上げなければならない。また、耕転回数は１層に

つき３回以上行わなければならない。 

（４）受注者は、混合については、開始から仕上げまで連続して施工し、混合幅の 

１／３以上行わなければならない。 

（５）受注者は、混合については、路床、路盤等の先行層面に損傷を与えないように

注意して施工しなければならない。 

４．受注者は、クレー舗装の施工にあたり、下記の事項により施工しなければならな

い。 

（１）受注者は、荒木田土、良質土については、均ーに敷き均し、散水、転圧及び不

陸整正を繰り返し、所定の高さ及び厚さに仕上げなければならない。 

（２）受注者は、仕上がり面に土塊が残らないように、レーキなどで十分かきならさ

なければならない。 

（３）受注者は、荒木田土などの表層仕上がり厚さが30mm以下の場合は、路床または

下層土面をレーキなどで浅くかきならし、なじみよくしたうえで敷き均し、転圧

を行わなければならない。 

（４）受注者は、化粧砂は厚さが３mm程度に均ーに敷き均し、転圧とブラッシングを

繰り返して仕上げなければならない。 
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（５）受注者は、表層安定剤については、塩化マグネシウムまたは塩化カルシウムと

し、表層安定剤の所定量である100㎡当たり120kgを均ーに散布し、散水を行いな

がら転圧しなければならない。 

５．受注者は、アンツーカー舗装の施工にあたり、下記の事項により施工しなければ

ならない。 

（１）受注者は、アンツーカーについては、均ーに敷き均し、散水、転圧及び不陸整

正を繰り返し、所定の高さ及び厚さに仕上げなければならない。 

（２）受注者は、仕上がり面にアンツーカー塊が残らないように、レーキなどで十分

かきならさなければならない。 

（３）受注者は、アンツーカーの表層仕上がり厚さが30mm以下の場合は、路床または

下層土面をレーキなどで浅くかきならし、なじみよくしたうえで敷均し、転圧を

行わなければならない。 

（４）受注者は、表層安定剤の所定量（100㎡当たり120kg）を均ーに散布し、散水を

行いながら転圧しなければならない。 

６．受注者は、天然芝舗装の施工にあたり、下記の事項により施工しなければならな

い。 

（１）受注者は、下層がある場合は、先行層面に損傷を与えないよう基盤となる客土

層を運搬、敷均し転圧し、所定の高さ及び厚さに仕上げなければならない。 

（２）基盤となる客土層の土壌改良などの施工については、公園緑地編１－５－４土 

層改良工、１－５－５土性改良工の規定によるものとする。 

（３）天然芝の芝張り施工については、公園緑地編２－３－６地被類植栽工の規定に

よるものとする。 

７．受注者は、人工芝舗装の施工にあたり、下記の事項により施工しなければならな

い。 

（１）受注者は、基層を十分養生し、その仕上がりを確認してから表層の施工にはい

らなければならない。 表層表面にローラーマークや不陸、または欠陥部分が認め

られる場合は、ポリマーセメントペースト、樹脂モルタルなどを充填した後、プ

ライマー処理を行い、平坦性の修正を行わなければならない。 

（２）受注者は、基層表面の土砂、塵挨などは完全に除去し、油分が認められる場合

は、希塩酸または中性洗剤を用いてブラシ、ケレンなどで除去し、清掃後水洗い

しなければならない。 

（３）受注者は、アンダーパットの敷設については、継目は接着テープで接合し、仮 

押工のために一度ローラで圧し、24時間後に再度押工のローラ転圧を行い、十分

接着させなければならない。 

（４）受注者は、人工芝敷設については、原反の割り振りを行い、芝目を合わせなが

らすき間のないように仮敷きし、継目は特殊ミシンを使用して縫合しなければな

らない。 

（５）受注者は、ラインの施工については、施工前にコート面に作図を行い、競技規

則との適合を確認し、監督職員の承諾を得なければならない。 

（６）受注者は、ラインの施工については、型定規を用いてアクリル樹脂系塗料をむ
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らなく吹き付けるか、または、ライン幅に人工芝をカットし、白色人工芝のライ

ン用成形品を埋め込み継目は接着テープまたは、接着剤で全面接合しなければな

らない。 

（７）受注者は、砂入り人工芝の施工については、ライン芝埋め込み後、専用砂散布

機（サンド・スプレッダー）を用い均ーに散布し、ブラッシングを繰り返しなが

ら硅砂を所定の高さ及び厚さに充填しなければならない。 

（８）受注者は、施工中、施工後とも火気及び油脂類を持ち込んではならない。 

８．受注者は、全天候型舗装のアスファルト乳剤系表層材の施工にあたり、下記の事

項により施工しなければならない。 

（１）受注者は、レベリング層の施工については、施工前に基層面の不陸検査のため

に水をまき、水たまり部分のマークをし、マスチックを用いて塗布乾燥後縦方向

及び 縦方向の転圧を繰り返し、不陸を修正しなければならない。 

（２）受注者は、マスチック層の施工については、混合物が均ーになるよう通常横型

のプラスターミキサを用いて攪拌しなければならない。攪拌した混合物は、ゴム

レーキを使用して均ーな層となるよう薄く塗りつけなければならない。また、塗

り重ねる場合は、前施工のレーキ塗り方向に直角方向でなければならない。 

なお、ミキサでの混合時間は、均ーな混合物を得るのに必要な時間とするもの

とする。 

（３）受注者は、トップ層の施工については、均ーに攪拌した混合物を、ゴムレーキ

などを使用し均ーな層となるよう薄く塗りつけなげればならない。 

（４）受注者は、ライン塗りの施工については、ライン用塗料は完全に乾燥硬化した

トップ層の上に毛質ハケを使用して塗布しなければならない。 

（５）受注者は、監督職員が承諾した場合を除き、気温７℃以下の場合、あるいは、

シーリングした材料の乾燥硬化前降雨雪凍結のおそれのある場合は施工してはな

らない。 

９．受注者は、全天候型舗装のアスファルト弾性混合物系表層材の施工にあたり、下

記の事項により施工しなければならない。 

（１）受注者は、アスファルト弾性混合物系表層材のアスファルト量及び弾性粒材量

の決定については、配合設計を行い、監督職員の承諾を得なければならない。た

だし、小規模工事においては、これまでの実績または定期試験による試験結果を

提出し、監督職員が承諾した場合には、配合設計を省略できるものとする。 

（２）受注者は、アスファルト弾性混合物の混合作業については 、バッチ式のプラン

トを用いる場合は、弾性粒材はアスファルト混合物に比して比重が小さいため、

１バッチの混合量（質量）はプラントの公称能力の60～70％としなければならな

い。  

なお、ミキサでの混合時間は、比重の異なる材料が分離しないよう設定し、均

ーな混合物を得るのに必要な時間とするものとする。 

（３）受注者は、アスファルト弾性混合物の運搬時の温度低下を防ぐために運搬中は

シート類で覆わなければならない。 

（４）受注者は、アスファルト弾性混合物の舗設作業を監督職員が承諾した場合を除
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き、気温５℃以下のときに施工してはならない。また、雨が降り出した場合、敷

均し作業を中止し、すでに敷均した箇所の混合物をすみやかに締固めて仕上げな

ければならない。 

（５）受注者は、アスファルト弾性混合物の敷均しについては、敷均し機械は施工条  

件に合った機種を選定するものとし、施工の平坦性を確保しなければならない 

（６）受注者は、機械仕上げが不可能な箇所は人力施工としなければならない。 

（７）受注者は、アスファルト弾性混合物の締固めについては、締固め機械は施工条

件に合った機種を選定し、施工の平坦性を確保した仕上げとしなければならない。 

（８）受注者は、アスファルト弾性混合物の敷均した後、合格判定値を満足するよう

に締固めなければならない。 

（９）受注者は、アスファルト弾性混合物について大型機械による締固めが不可能な

箇所は、タンパ、プレート、コテなどで締固めなければならない。 

10．受注者は、全天候型鋪装のアクリル樹脂系表層材の施工にあたり、下記の事項に

より施工しなければならない。 

（１）受注者は、レベリング層の施工については、施工前に基層面の不陸検査のため

に水をまき、水溜まり部分のマークを行わなければならない。 

（２）受注者は、基層面の不陸部分をアスファルト乳剤系の修正材を用い、事前に不

陸を修正しなければならない。 

（３）受注者は、アクリル樹脂系表層材の仕様に従って、塗布材を適当な粘度になる

まで水を加工て十分に攪拌しなければならない。 

（４）受注者は、塗布材の施工については、ゴムレーキなどを使用し均ーな層となる

よう薄く塗りつけなければならない。塗りむらなどの凸部は塗布層毎に研磨修正

行い、各層毎十分乾燥させたうえで次層の塗布を行わなげればならない。 

（５）受注者は、アクリル樹脂系表層の塗布作業を監督職員が承諾した場合を除き、

気温５℃以下、または基層表面の温度が60℃以上のときに施工してはならない。 

11．受注者は、全天候型舗装のポリウレタン系表層材の施工にあたり、下記の事項に

より施工しなければならない。 

（１）受注者は、基層を十分養生し、その仕上がりを確認してから表層の施工にはい

らなければならない。基層表面にローラーマークや不陸、または欠陥部分が認め

られる場合は、ポリマーセメントペースト、樹脂モルタルなどを充填した後、プ

ライマー処理を行い、平坦性の修正を行わなければならない。 

（２）受注者は、ウレタンベース層の施工については、施工前に基層とベース層を密

着、一体化させるとともに、基層からの湿気上昇を防ぐため、プライマーをゴム

レーキなどを使用し全面均ーに塗布しなければならない。 

（３）受注者は、ウレタンベース層の施工については、必要時間混合・攪拌されたウ

レタン混合材を切れ目なく均ーな厚さとなるよう、ゴムレーキなどを使用し平滑

に敷均さなければならない。 

（４）受注者は、ウレタンベース層硬化後にベース層と上塗り層を密着一体化させる

ため、特殊プライマー材を均ーに散布しなければならない。 

（５）受注者は、特殊プライマー施工後、ウレタンベース層に順次ウレタン上塗り材
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を切れ目なく均ーな厚さとなるよう、ゴムレーキなどを使用し平滑に塗布し、ト

ッピング仕上げの場合は、塗布後直ちにトッピング材（上塗り材と同色同質材の

弾性チップ材）を過剰に散布し、１～２日後に過剰のトッピング材を除去しなけ

ればならないまた、トップコート仕上げの場合は、特殊トップコート材を均ーに

散布し敷均さなければならない。 

（６）受注者は、ポリウレタン系表層の舗設作業を監督職員が承諾した場合を除き、

気温10℃以下、または各工程毎に完全硬化が得られないうちに降雨が予測される

ときに施工してはならない。 

12．受注者は、全天候型舗装の透水型表層材の施工にあたり、下記の事項により施工

しなければならない。 

（１）受注者は、基層（透水性アスファルト舗装）表面の土砂、塵挨などは完全に除

去し、油分が認められる場合は、希塩酸または中性洗剤を用いてブラシ、ケレン

などで除去し、清掃後水洗いしなければならない。 

（２）受注者は、基層表面にローラーマークや不陸、または欠陥部分が認められる場

合は、透水性のレベリング材を用い平坦性の修正を行わなければならない。 

（３）受注者は、ゴムチップ弾性層の施工については、施工前に基層とゴムチップ弾

性層を密着させるために、プライマーを全面均ーに塗布しなければならない。 

なお、プライマーは透水性を損なわないものを使用するものとする。 

（４）受注者は、ゴムチップ弾性層材の敷均しについては、厚さが均ーでかつ平坦に

なるよう施工しなければならない。 

（５）受注者は、機械仕上げが不可能な箇所は人力施工としなければならない。 

（６）受注者は、ゴムチップ弾性層の締固めについては、締固め機械は施工条件に合

った機種のローラを選定しなければならない。 

（７）受注者は、ゴムチップ弾性層の敷均した後、合格判定値を満足するように締固

めなければならない。 

（８）受注者は、ゴムチップ弾性層の大型機械による締めが不可能な箇所については、

タンパ、プレート、コテなどで締固めなければならない。 

（９）受注者は、ゴムチップ弾性層の舗設後トップコート塗布作業まで、１週間の養

生期間をおかなければならない。 

（10）受注者は、トップコート塗布については、施工前にゴムチップ弾性層表面の土

砂、塵挨などは完全に除去しなければならない。 

（11）受注者は、ゴムチップ弾性層とトップコート層を密着させるため、プライマー

を全面均ーに塗布しなければならない。なお、プライマーは透水性を損なわない

ものを使用するものとする。 

（12）受注者は、プライマー施工後トップコート材を切れ目なく均ーな厚さとなるよ

うにゴムレーキなどを使用し、平滑に塗布しなければならない。また、トップコ

ー卜塗布の１回目と２回目の塗布間隔については、４時間以上の間隔をとり、24

時間以内に２回目の塗布を行わなければならない。 

（13）受注者は、透水型表層の舗設作業を監督職員が承諾した場合を除き、気温５℃

以下、または、各工程毎に完全硬化が得られないうちに降雨が予測されるときに
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施工してはならない。 

13．グラウンド・コート砂舗装については、公園緑地編３－７－８土系園路工の砂舗

装の規定によるものとする。 

14．グラウンド・コートダスト舗装については、公園緑地編３－７－８土系園路工の

石灰岩ダスト舗装の規定によるものとする。 

４－３－５ グラウンド･コート縁石工 

１．コンクリート縁石、舗装止めの施工については、第３編２－３－５縁石工の規定

によるものとする。 

２．見切材（仕切材）の施工については、公園緑地編３－７－13の規定によるものと

する。 

３．受注者は、内圏縁石の施工にあたり、下記の事項により施工しなければならない。 

（１）受注者は、基礎材の施工については、公園緑地編３－３－４貯水施設工の規定

によらなければならない。 

（２）受注者は、均しコンクリートの施工については、公園緑地編３－３－４貯水施

設工の規定によらなければならない。 

（３）基礎コンクリートの施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの

規定によるものとする。 

（４）受注者は、構造物の完成後の埋戻しを行う場合は、第３編２－３－３作業土工 

の規定によらなければならない。 

（５）受注者は、内圏縁石の据え付けについては、公認種別毎に定められた位置に、

距離の公差以内となるよう慎重に施工しなければならない。 

 

第４節 スタンド整備工 

４－４－１ 一般事項 

１．本節は、スタンド整備工としてスタンド擁壁工、ベンチ工その他これらに類する

工種について定めるものとする。 

２．床掘り、埋戻しを行う場合は、第３編２－３－３作業土工の規定によるものとす

る。 

３．受注者は、基礎材の施工については、公園緑地編３－３－４貯水施設工の規定に

よらなければならない。 

４．受注者は、均しコンクリートの施工については、公園緑地編３－３－４貯水施設

工の規定によらなければならない。 

５．コンクリートの施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの規定に

よるものとする。 

６．受注者は、設計図書に示す木材の寸法については、製材においては仕上がり寸法

とし、素材については設計図書に明示する場合を除き末口寸法としなければならな

い。 

７．受注者は、スタンド整備工の施工については、敷地の状況、その他公園施設との 

 取り合いを考慮し、正確に位置出しをしなければならない。 
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４－４－２ 材料 

１．鋼材は、次の規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものと

する。 

 JIS B 1180 （六角ボルト） 

  JIS B 1181 （六角ナット） 

  JIS B 1186 （摩擦接合用高力六角ボルト、六角ナット、平座金のセット） 

  JIS B 1256 （平座金） 

  JIS G 3101 （一般構造用圧延鋼材） 

  JIS G 3201 （炭素鋼鍛鋼品） 

  JIS G 3350 （一般構造用軽量形鋼） 

  JIS G 3444 （一般構造用炭素鋼鋼管） 

  JIS G 3452 （配管用炭素鋼鋼管） 

  JIS G 3466 （一般構造用角形鋼管） 

  JIS G 4304 （熱間圧延ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４） 

  JIS G 4305 （冷間圧延ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４） 

  JIS G 5401 （炭素鋼鋳鉄品） 

  JIS G 5501 （ねずみ鋳鉄品） 

  JIS G 5502 （球状黒鉛鍛鋼品） 

  JIS H 4000 （アルミニウム及びアルミニウム合金及び条） 

  JIS H 4100 （アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材条） 

２．木材については、第２編２－４－１一般事項、公園緑地編３－12－２材料の規定

によるものとする。 

３．合成樹脂製品は、次の規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有す

るものとする。 

 JIS K 6741 （硬質塩化ビニル管） 

  JIS K 6745 （硬質塩化ビニル板品） 

  JIS K 6919 （繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリ工ステル樹脂） 

  JIS R 3412 （ガラスロービング） 

４．塗料はJISの規格に適合するものとし、また、希釈剤は塗料と同一製造所の製品を

使用するものとする。 

５．さび止め塗料は、次の規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有す

るものとする。 

 JIS K 5521 （一般用さび止めペイント） 

  JIS K 5622 （鉛丹さび止めペイント） 

  JIS K 5623 （亜鉛化鉛さび止めペイント） 

  JIS K 5624 （塩基性クロム酸鉛さび止めペイント） 

  JIS K 5625 （シアナミド酸鉛さび止めペイント） 

  JIS K 5627 （ジンクロメードさび止めペイント） 

  JIS K 5628 （鉛酸ジンクロメードさび止めペイント） 

 JIS K 5629 （鉛酸カルシウムさび止めペイント） 
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  JIS K 8610 （電気亜鉛めっき） 

６．プレキャストＬ型指壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁は、第２編２－７－２セメント

コンクリート製品の規定によるものとする。 

７．製品は、原則として製作所の商標記号、製造年月を刻印したもの使用するものと

する。 

４－４－３ スタンド擁壁工 

１．受注者は、スタンド擁壁工の施工にあたっては、道路土工－擁壁工指針及び土木

構造物標準設計第２巻解説書４．３施工上の注意事項の規定によらなければならな

い。 

２．受注者は、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁の施工については 、   

基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないように施工しなければならない。 

３．受注者は、目地材の施工については、設計図書によらなければならない。 

４．受注者は、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁の目地施工について

は、設計図書によるものとし、付着・水密性を保つように施工しなければならない。 

５．受注者は、水抜管の施工については、設計図書によるものとし、コンクリート打

設後、水抜管の有効性を確認しなければならない。 

６．受注者は、吸い出し防止材の施工については、水抜管からスタンド擁壁背面の土

が流出しないように施工しなげればならない。 

７．受注者は、プレキャスト擁壁の施工については、現地の状況により、設計図書に

示された構造などによりがたい場合は、監督職員の承諾を得なければならない。 

８．コンクリート面の塗装については、第１編３－３－14コンクリート面の塗装及び

公園緑地編３－13－３塗装仕上げの規定によるものとする。 

４－４－４ ベンチ工 

１．受注者は、ベンチの施工については、ベンチ本体をコンクリート基礎または、ベ

ンチ脚部にボルトで取り付けるものについては、設計図書に従いアンカーボルト及

びその付属品金物を設置しなげればならない。 

２．受注者は、ベンチ腰板については、水平に取り付け、ベンチ前面の足元地盤に停

滞水が生じないように施工しなければならない。 

３．受注者は、ベンチの据付けについては、部材に損傷や衝撃を与えないようにしな

ければならない。 

４．受注者は、木製腰板のボルト埋木については、割れ、ひびなどがない腰板と同じ

材質の材料を使用し、接着剤を塗布し、隙間のないように打ち込み、表面は平滑に

仕上げなければならない。 

５．塗装については 、公園緑地編３－13－３塗装仕上げの規定によるものとする。 

 

第５節 グラウンド・コート施設整備工 

４－５－１ 一般事項 

１．本節は、グラウンド・コート施設整備工として、ダッグアウト工、スコアーボー

ド工、バックネット工、競技施設工、作業土工、競技用砂場工、スポーツポイント

工、 審判台工、掲揚ポール工、衝撃吸収材工、グラウンド・コート柵工その他これ



第１０編 公園緑地編 第４章 グラウンド・コート整備 

 

 719 

らに類する工種について定めるものとする。 

２．受注者は、基礎剤の施工については、公園緑地編３－３－４貯水施設工の規定に

よらなければならない。 

３．受注者は、均しコンクリートの施工については、公園緑地編３－３－４貯水施設

工の規定によらなければならない。 

４．コンクリートの施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの規定に

よるものとする。 

５．受注者は、設計図書に示す木材の寸法については、製材においては仕上がり寸法

とし、素材については設計図書に明示する場合を除き末口寸法としなければならな

い。 

６．受注者は、スタンド整備工の施工については、敷地の状況、その他公園施設との

取り合いを考慮し、また、公認施設については競技規則等に示される寸法並びに距

離の交差に従い、正確に位置出しをしなければならない。 

４－５－２ 材料 

１．鋼材は、次の規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものと

する。 

  JIS B 1180 （六角ボルト） 

JIS B 1181 （六角ナット） 

  JIS B 1186 （摩擦接合用高力六角ボルト、六角ナット、平座金のセット） 

  JIS B 1256 （平座金） 

  JIS G 3101 （一般構造用圧延鋼材） 

  JIS G 3106 （溶接構造用圧延鋼材） 

  JIS G 3112 （鉄筋コンクリート用棒鋼） 

  JIS G 3114 （溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材） 

  JIS G 3125 （高耐候性圧延鋼材） 

  JIS G 3201 （炭素鋼鍛鋼品） 

  JIS G 3330 （一般構造用軽量形鋼） 

  JIS G 3444 （一般構造用炭素鋼鋼管） 

  JIS G 3452 （配管用炭素鋼鋼管） 

  JIS G 3466 （一般構造用角形鋼管） 

  JIS G 4304 （熱間圧延ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４） 

  JIS G 4305 （冷間圧延ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４） 

  JIS G 5101 （炭素鋼鋳鉄品） 

  JIS G 5501 （ねずみ鋳鉄品） 

  JIS G 5502 （球場黒鉛鍛鋼品） 

  JIS H 4000 （アルミニウム及びアルミニウム合金及び条） 

  JIS H 4100 （アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材条） 

２．鉄線、ワイヤーロープ、鉄網材は、次の規格に適合したものまたは、これと同等

以上の品質を有するものとする。 

 JIS G 3525 （ワイヤーロープ） 
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  JIS G 3532 （鉄線） 

 JIS G 3542 （着色塗装鉄線） 

  JIS G 3543 （塩化ビニル被覆鉄線） 

  JIS G 3551 （溶接金網） 

  JIS G 3552 （ひし型金網） 

  JIS G 3553 （クリンプ金網） 

  JIS G 3554 （きっ甲金網） 

  JIS G 3555 （織金網） 

３．木材は、有害な腐れ、割れなどの欠陥のないものとする。 

４．木材の防腐処理は、JIS A 9302（防腐効力試験）における性能区分Ａ及び防蟻効

力試験（JWPAS-第12号総合試験）の合格基準に適合したものまたは、これと同等以

上の品質を有するものとする。 

５．合成樹脂製品は、次の規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有す

るものとする。 

 JIS K 6741 （硬質塩化ビニル管） 

  JIS K 6745 （硬質塩化ビニル板品） 

  JIS K 6919 （繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリ工ステル樹脂） 

  JIS K 3412 （ガラスロービング） 

６．塗料はJISの規格に適合するものとし、また、希釈材は塗料と同一製造所の製品を

使用するものとする。 

７．さび止め塗料は、次の規格に適合したものまたは、これと同等品以上の品質を有

するものとする。 

JIS K 5521 （一般用さび止めペイント） 

JIS K 5622 （鉛丹さび止めペイント） 

JIS K 5623 （亜鉛化鉛さび止めペイント） 

JIS K 5624 （塩基性クロム酸鉛さび止めペイント） 

JIS K 5625 （シアナミド酸鉛さび止めペイント） 

JIS K 5627 （ジンクロメードさび止めペイント） 

JIS K 5628 （鉛酸ジンクロメードさび止めペイント） 

JIS K 5629 （鉛酸カルシウムさび止めペイント） 

  JIS K 8610 （電気亜鉛めっき） 

８．バックネットの構成部材については、JIS A 6518（ネットフ工ンス構成部材）に

よるものとし、材質、寸法などは設計図書によるものとする。 

９．砂場縁石の材質、規格及び砂の種類、規格については、設計図書によるものとす

る。 

10．ラインマーク、ポイント杭で使用する材質、色、マークなどについては、設計図

書によるものとする。 

11．衝撃吸収剤の材質、規格寸法については、設計図書によるものとする。 

12．グラウンド･コート柵工の構成部材については、JIS A 6518（ネットフェンス構

成部材）によるものとし、材質、寸法等は設計図書によるものとする。 
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13．グラウンド･コート柵工の支柱に用いるコンクリート柱については、プレキャスト

コンクリート製とし、表面は平坦で傷のないものとする。 

14．製品は、原則として製作所の商標記号、製造年月を刻印したもの使用するものと

する。 

４－５－３ ダッグアウト工 

ダッグアウト基礎、ダッグアウト設置、ダッグアウト設備の施工については、公

園緑地編３－12－３四阿工の規定によるものとする。 

４－５－４ スコアーボード工 

１．受注者は、スコアーホードの施工にあたり、下記の事項により施工しなければな

らない。 

（１）受注者は、スコアーホード基礎については、基礎材を均等に敷均し、十分に突

き固めなければならない。 

（２）受注者は、設置位置については、監督職員の承諾を得なければならない。 

（３）受注者は、仕上げの色合いについては、見本帳または見本塗り板を作成し、監

督職員の承諾を得なければならない。 

（４）受注者は、組立については、風圧やその他荷重に対して安全に施工できるよう

に仮設の筋交いなど、必要な支保を行い、補強しなければならない。また、補助

器具を有効に利用し、無理のない姿勢で施工できるように考慮しなければならな

い。 

（５）受注者は、組立に際して行う現場溶接については、できる限り少なくするよう

に工夫し、やむを得ず溶接を行う場合は、変形を少なくするため、適当な収縮量

を見込み、また、逆ひずみや拘束を与えて仕上がり寸法及び形状を正確に保つよ

うにしなければならない。 

（６）受注者は、アンカーボルトの設置については、アンカーボルトが垂直となるよ

うに設置しなければならない。また、ボルトの締め付けについては、ナットの回

転量について部材を損傷しないよう注意し、締め過ぎないようにしなければなら

ない。 

（７）受注者は、端部の処理については、面取りなどの必要な加工をしなければなら

ない。 

（８）受注者は、必要に応じて、ポリエチレンフィルム、はく離ペイントなどで養生

を行い、現場に搬入しなければならない。また、施工時及び現場設置後もできる

限り養生材を装着したままにし、出隅など損傷の恐れのある部分は、必要に応じ

て当て板などで養生部分を更に補強しなければならない。 

２．受注者は、スコアボード設備の施工については、設計図書によるものとするが、

特に施工図を必要とする場合は、施工図を作成し、監督職員に承諾を得なければな

らない。 

３．スコアーボード設備については、公園緑地編第３章第３節給水設備工、第４節雨

水排水設備工、第５節汚水排水設備工、第６節電気設備工の規定によるものとする。 

４－５－５ バックネット工 

１．受注者は、バックネット基礎の施工については、杭打機などにより掘削する場合
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は、掘削穴の扁心及び傾斜に注意しながら掘削を行わなければならない。 

２．受注者は、掘削を行う場合については、地下埋設物に破損や障害を発生させない

ように施工しなければならない。 

３．受注者は、バックネット支柱の建て込みについては、支柱の通り、傾斜、支柱上

端のキャップの有無に注意して行わなければならない。 

４．受注者は、金網の施工については、たるみのないように取り付けなければならな

い。 

５．受注者は、アンカーボルトの設置については、アンカーボルトは、垂直となるよ

うに設置しなければならない。 

６．受注者は、バックネット支柱の基礎コンクリートを箱抜きした状態で工事を完了

する場合は、箱抜き部分に中詰砂を入れてモルタルやシーリング材などで仕上げな

ければならない。 

４－５－６ 競技施設工 

１．受注者は、ファールポールの設置については、ファールポールはファールライン

上に直立させ、仕上げ地盤面から高さ、水平、ねじれの有無、ポール上端のキャッ

プの有無、据付け強度に注意して施工しなければならない。 

２．受注者は、ネットポストの設置については、ネットポストはサイドライン中央部

の外側に、サイドラインから同一の距離に直立させ、計画地盤面から高さ、水平、

ねじれの有無、ポスト上端のキャップの有無、裾付け強度に注意して施工しなけれ

ばならない。 

３．受注者は、ポストのボルト、ナットまたは軸による接合部については、ゆるみ、

抜け落ちなどがないように止めネジ、座金、割ピン等を用いて十分締め付けなけれ

ばならない。 

４．受注者は、ゴールポストの設置については、ゴールポストはゴールライン上に直

立させ、計画地盤面からの高さ、水平、ねじれの有無、ポスト上端のキャップの有

無、据工付け強度に注意して施工しなければならない。 

５．受注者は、支柱台の施工については、支柱台の頂部が助走路計画地盤面と同一面

となるように仕上げなければならない。 

６．受注者は、使用するファールポール、ポスト、ゴールポスト、スポーツサークル、

跳躍箱、踏切板が製品の場合は、施工前に品質証明書を作成し、監督職員の承諾を

得なければならない。 

７．受注者は、スポーツサークル、跳躍箱、踏切板の施工については、設計図書によ

るものとし、これに示されていない場合は、製造所の仕様によるものとする。 

８．受注者は、使用するファールポール、ポスト、ゴールポスト、スポーツサークル、

跳躍箱、踏切板が二次製品の場合は、施工前に品質証明書について監督職員の承諾

を得なければならない。 

４－５－７ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工の規定によるものとする。 

４－５－８ 競技用砂場工 

競技用砂場工の施工については、公園緑地編３－９－５砂場工の規定によるもの
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とする。 

４－５－９ スポーツポイント工 

１．受注者は、ピッチャープレートの施工にあたり、ピッチャープレートは規格品を

使用し、設計図書に従い所定の位置に水平に設置しなげればならない。 

２．受注者は、ラインマーク、ポイント杭の施工については、設計図書によるものと

し、所定の位置に計画地盤面と同一面となるよう据付け、設置後動かないように施

工しなければならない。 

４－５－10 審判台工 

受注者は、審判台の設置については、計画地盤面から高さ、水平、ねじれの有無

などに注意して施工しなげればならない。 

４－５－11 掲揚ポール工 

掲揚ポールの施工については、公園緑地編３－11－10掲揚ポール工の規定による

ものとする。 

４－５－12 衝撃吸収材工 

１．受注者は既設構造物表面に付着した塵埃、粉化物など衝撃吸収材の設置に悪影響

を及ぼすものは、除去しなければならない。 

２．受注者は、既設構造物表面に小穴、き裂または、突起物がある場合、穴埋めやサ

ンダー処理を行い、表面を平滑にしなければならない。 

３．受注者は、衝撃吸収材の設置については、既存構造物と一体になるよう施工しな

ければならない。 

４－５－13 グラウンド・コート柵工 

１．受注者は、グラウンド・コート柵工の基礎の施工については、杭打機などにより

掘削する場合は、掘削穴の扁心及び傾斜に注意しながら掘削を行わなければならな

い。 

２．受注者は、掘削を行う場合については、地下埋設物に破損や障害を発生させない

ように施工しなければならない。 

３．受注者は、グラウンド・コート棚工の支柱の建て込みについては、下記の事項に

よらなければならない。 

（１）受注者は、支柱の通り、傾斜、支柱上端のキャップの有無に注意して行わなけ

ればならない。 

（２）受注者は、付近の構造物に支障にならないようつとめなければならない。 

４．受注者は、金網、防球ネットの施工については、たるみのないように取り付けな

ければならない。 

５．受注者は、アンカーボルトの設置については、アンカーボルトは、垂直となるよ

うに設置しなければならない。 

６．受注者は、グラウンド・コート柵工の支柱の基礎コンクリートを箱抜きした状態

で工事を完了する場合は、箱抜き部分に中詰砂を入れて薄くモルタル仕上げをしな

ければならない。 
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第５章 自然育成 
 

第１節 適用 

１．本章は、公園緑地工事における自然育成施設工、自然育成植栽工、仮設工その他

これらに類する工種について適用するものとする。 

２．仮設工は、第３編第２章第10節仮設工の規定によるものとする。 

３．本章に特に定めのない事項については、第１編共通編、第２編材料編、第３編土

木工事共通編の規定によるものとする。 

 

第２節 自然育成施設工 

５－２－１ 一般事項 

１．本節は、自然育成施設工として自然育成盛土工、自然水路工、水田工、ガレ山

工・粗柴山工・カントリーヘッジ工、石積土堰堤工、しがらみ柵工、自然育成型護

岸工、保護柵工、解説板工・作業土工、自然育成型護岸基礎工、床固工、根固工、

水制工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．受注者は、動植物の育成･生息空間等を創出･復元するために行う自然育成工法の

趣旨及び設計意図を踏まえて施工にあたらなければならない。 

３．受注者は、自然育成の施工については、設計図書によるものとし、設計図書に示

されていない場合は、監督職員と協議のうえ、施工しなければならない。 

５－２－２ 材料 

受注者は、自然育成工で使用する材料の種類及び規格は、設計図書によるものと

する。ただし、これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。 

５－２－３ 自然育成盛土工 

受注者は、自然育成盛土工については、設計図書によるものとし、設計図書に示

されていない場合は、監督職員と協議のうえ、施工しなければならない。 

５－２－４ 自然水路工 

１．受注者は、自然水路工については、自然に存在する水路の状態を再現するために

行う趣旨を踏まえて、施工しなければならない。 

２．受注者は、水路の防水を自然環境に近づけるために行うたたき粘土の施工につい

ては、漏れがないよう緊密にたたいて仕上げなければならない。 

３．ごろた石積及び崩れ積の施工については、公園緑地編１－８－10石積工の規定に

よるものとする。 

４．受注者は、砂、礫敷の施工については、自然型水路床の洗掘防止機能と、生物の

生育環境に配慮して敷設しなければならない。 

５－２－５ 水田工 

１．受注者は、たたき粘土の施工については、公園緑地編５－３－４自然水路工の規

定によらなければならない。 

２．受注者は、水田土壌盛土の施工について、やむを得ず締め固めが必要な場合であ

っても、必要最小限にとどめ、表面に起伏をつけるなど、目標とする生物の育成環

境を理解して仕上げなければならない。 
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５－２－６ ガレ山工 

受注者は、ガレ（自然石、コンクリート塊、管等）を用いて動物や昆虫の生息空

間を創出するガレ山の施工については、適度な空間を設けるなど、目標とする生物

の生息環境を理解して仕上げなければならない。 

５－２－７ 粗朶山工 

受注者は、粗朶を用いて動物や昆虫等の生息空間を創出する粗朶山の施工につい

ては、適度な空隙を設けるなど、目標とする生物の生息環境を理解して仕上げなけ

ればならない。 

５－２－８ カントリーヘッジ工 

受注者は、木の太枝を編んだ垣根につる性植物等をからませて、動物や昆虫等の

生育空間を創出するカントリーヘッジの施工については、つる性植物が絡めるよう

堅固に組み立てるとともに、適度な空隙を設けるなど、目標とする生物の生息環境

を理解して仕上げなければならない。 

５－２－９ 石積土堰堤工 

１．石積の施工については、公園緑地編１－８－10石積工の規定によるものとする。 

２．受注者は、土堰堤を石積で行い、動物や昆虫等の育成の場を創出する石積土堰堤

の施工については、適度な空隙を設けるなど、目標とする生物の生息環境を理解し

て仕上げなければならない。 

５－２－10 しがらみ柵工 

受注者は、竹や木の枝を組んで法面の保護等を行うしがらみ柵の施工については、

生物の育成に配慮し、法面が保全できるよう、堅固に仕上げなければならない。 

５－２－11 自然育成型護岸工 

１．受注者は、護岸を自然環境に近い状態に整備する自然育成型護岸工の施工につい

ては、工法及び設計意図を踏まえて施工しなければならない。 

２．受注者は、じゃかご及びふとんかごの布設については、下記の事項により施工し

なければならない。 

（１）受注者は、じゃかごの中詰め用ぐり石については、15cm～25cmのもので、じゃ

かごの網目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。 

（２）受注者は、じゃかごの詰石については、じゃかごの先端から石を詰込み、外回

りに大きな石を配置するとともにじゃかご内の空隙を少なくしなければならない。 

（３）受注者は、じゃかごの布設については、床ごしらえのうえ、問割をして、かご

頭の位置を定めなければならない。 

（４）受注者は、じゃかごの連結については、丸輪の箇所（骨線胴輪）でじゃかご用

鉄線と同一規格の鉄線で緊結しなければならない。 

（５）受注者は、じゃかごの詰石後、じゃかごの材質と同一の鉄線を用意し、じゃか

ごの開口部を緊結しなければならない。 

（６）受注者は、ふとんかごの中詰用ぐり石についてはふとんかごの厚さが30cmの場

合は15cm～25cm、ふとんかごの厚さが50cmの場合は15cm～20cmの大きさとし、ふ

とんかごの網目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。 

（７）受注者は、ふとんかご、かご枠の施工については、前各項により施工しなけれ
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ばならない。 

３．受注者は、柳枝の施工については、のりごしらえ後、ます形に、杭を垂直に打ち

込むとともに、杭頭を打ちそろえなければならない。 

４．階段ブロック積み及び雑割石張りの施工については、第３編２－５－３コンクリ

ートブロック工の規定によるものとする。 

５．巨石張り（積み）及び雑割石張りの施工については、第３編２－５－５石積

（張）工の規定によるものとする。 

６．受注者は、かごマットの詰石の施工については、できるだけ空隙を少なくしなけ

ればならない。また、かご材を傷つけないように注意するとともに詰石の施工の際、

外壁、仕切が扁平にならないように留意しなければならない。 

７．受注者は、かごマットの中詰用ぐり石については、かごマットの厚さが30cmの場

合は15cm～25cm、かごマットの厚さが50cmの場合は15cm～20cmの大きさとし、かご

マットの網目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。 

８．受注者は、木杭の施工については、木杭の材質が設計図書に示されていない場合

には、樹皮をはいだ生松丸太で有害な腐れ、虫食い、割れ、曲がり等のない材料を

使用しなければならない。 

９．受注者は、木杭の先端は、角すい形に削るものとし、角すい形の高さは、径の1.5

倍程度としなければならない。 

10．受注者は、柳粗朶の施工については、柳粗朶の口元を上流側に向け、ます内に均

一に敷ならべた後、梢柳の小枝を取り除いた帯梢を用いて柵を仕上げなければなら

ない。 

11．受注者は、ぐり石粗朶工の施工については、柳枝に準じて帯梢を用いて柵を造り、

中詰ぐり石の小口を表面に出して奥深く張る、ごぼう張りに仕上げなければならな

い。 

12．種子吹付、筋芝、市松芝の施工については、第３編２－14－２植生工の規定によ

るものとする。 

13．採取土覆土及び購入土覆土の施工については、第１編第２章第３節河川土工・海

岸土工・砂防土工の規定によるものとする。 

５－２－12 保護柵工 

保護柵工の施工については、公園緑地工３－11－７柵工の規定によるものとする。 

５－２－13 解説板工 

受注者は、解説板工の施工については、地盤高からの高さ、水平、ねじれの有無

に十分注意しなければならない。 

５－２－14 作業土工（床堀り・埋戻し） 

作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工の規定によるものとする。 

５－２－15 自然育成型護岸基礎工 

１．法留基礎、プレキャスト法留基礎内施工については、第３編２－４－３基礎工

（護岸）の規定によるものとする。 

２．一本土台、片梯土台、止杭一本土台、の施工については、第３編２－４－２土台

基礎工の規定によるものとする。 
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５－２－16 床固工 

１．受注者は、床固工の施工について、予期しない障害となる工作物等が現れた場合

には、監督職員と協議し、これを処理しなければならない。 

２．多段式落差、スロープ式護岸、堰堤の左官仕上げについては、公園緑地編３－13

－５左官仕上げ工の規定によるものとする。 

３．堰堤の石積の施工については、公園緑地編１－８－10石積工の規定によるものと

する。 

４．堰堤の石積の施工については、第３編２－５－５石積（張）工の規定によるもの

とする。 

５－２－17 根固工 

１．受注者は、根固工の施工について、予期しない障害となる工作物等が現れた場合

には、監督職員と協議し、これを処理しなければならない。 

２．受注者は、乱杭の施工にあたり乱杭の材質が設計図書に示されていない場合は、

樹皮をはいだ生松丸太で、有害な腐れ、虫食い、割れ、曲がり等のない材料を使用

しなければならない。 

３．受注者は、乱杭の先端は、角すい形に削るものとし角すい形の高さは、径の1.5倍

程度としなければならない。 

４．受注者は、木工沈床の施工については、使用する方格材及び敷成木は、生松丸太

としなければならない。受注者は、使用する方格材を組み立て可能なように加工し

なければならない。 

５．受注者は、木工沈床の施工については、敷成木を最下層の方格材に一格間の所定

の本数を間割り正しく配列し、鉄線等で方格材に緊結しなければならない。 

６．受注者は、木工沈床の施工については、連結用鉄筋の下部の折り曲げしろを12cm

以上とし、下流方向に曲げなければならない。 

７．受注者は、木工沈床の施工については、表面に大きな石を用い、詰石の空隙を少

なくするように充填しなければならない。 

８．受注者は、木工沈床を水割の根固めに使用する場合、幹部水制の方格材組立にあ

たっては、流向に直角方向の部材を最上層としなければならない。 

９．受注者は、改良沈床の施工におけるその他の事項については、本条４項～８項の

規定により施工しなければならない。 

10．受注者は、粗朶沈床の施工について、連柴は梢を一方に向け径15cmを標準とし、

緊結は長さおよそ60cmごとに連柴締金を用いて締付け、亜鉛引鉄線または、しゅろ

なわ等にて結束し、この間の２箇所を二子なわ等をもって結束するものとし、連柴

の長さは、格子を結んだときに端にそれぞれ約15cmを残すようにしなければならな

い。 

11．受注者は、連柴及び敷粗枝を縦横ともそれぞれ梢を下流と河心に向けて組立でな

ければならない。 

12．受注者は、粗朶沈床の上下部の連柴を上格子組立後、完全に結束しなければなら

ない。 

13．受注者は、粗朶沈床の設置については、流速による沈設中のズレを考慮して、沈
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設開始位置を定めなければならない。 

14．受注者は、沈石の施工について、沈床が均等に沈下するように投下し、当日中に

完了しなければならない。 

15．受注者は、粗朶沈床施工について、多層の場合、下層の作業完了の確認をしなけ  

れば上層沈設を行ってはならない。 

16．受注者は、吸出し防止材の施工については、平滑に設置しなければならない。 

17．受注者は、粗朶単床の施工については、本条10項～13項の規定によらなければな

らない。 

18．受注者は、異型ブロック積みの施工については、第３編２－５－３コンクリート

ブロック工の規定によらなければならない。 

19．受注者は、捨石基礎の施工にあたっては、表面に大きな石を選び施工になければ

ならない。 

20．受注者は、施工箇所において、波浪及び流水により捨石基礎に影響がある場合は

施工方法について監督職員と協議しなければならない。 

21．受注者は、施工箇所における河川汚濁防止につとめなければならない。 

22．受注者は、捨石基礎の施工にあたっては、極度の凹凸や粗密が発生しないように

潜水士または測深器具をもって捨石の施工状況を確認しながら施工しなければなら

ない。 

23．受注者は、捨石基礎の施工にあたっては、大小の石で噛み合わせよく、均し面に

ゆがみがないよう施工しなければならない。 

24．受注者は、遣方を配置し、貫材、鋼製定規を用いて均し面を平坦に仕上げなけれ

ばならない。 

25．植生根固めの施工については、公園緑地編第２章植栽の規定によるものとする。 

26．受注者は、じゃかご及びふとんかごの施工については、公園緑地編５－３－11自

然育成型護岸工の規定によらなければならない。 

５－２－18 水制工 

１．受注者は、水制工の施工について、予期しない障害となる工作物等が現れた場合

には、監督職員と協議し、これを処理しなければならない。 

２．受注者は、水制工の施工における水制群中の各水制の設置方法及び順序について、

施工計画書に記載しなければならない。 

３．杭出し水制、木工沈床、改良沈床、粗朶沈床、粗朶単床、吸出し防止材、牛、じ

ゃかご、ふとんかご、捨石の施工については、公園緑地編５－２－17根固工の規定

によるものとする。 

４．元付の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるもの

とする。 

 

第３節 自然育成植栽工 

５－３－１ 一般事項 

１．本節は、自然育成植栽工として、湿地育成工、水生植物植栽工、林地育成工その

他これらに類する工種について定めるものとする。 
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２．受注者は、自然環境の創出･復元を目的とした自然育成植栽工の趣旨及び設計意図

を踏まえて施工しなければならない。 

５－３－２ 材料 

１．受注者は、使用する材料については、設計図書によらなければならない。また、

現場搬入後は、水を切らさないようにし、材料を重ねて圧迫したり、長期間日光に

さらして乾燥させたりしないよう注意しなければならない。 

２．受注者は、使用する材料については、みだりに天然ものを採取せず、採取する場 

合は、法律で規制された区域で採取を行うことがないよう注意するとともに、採取

場所を監督職員に報告しなければならない。 

３．水生植物の材料は、下記の事項に適合したもの、または同等以上の品質を有する

ものとする。 

（１）水生植物の材料の形状は、設計図書によるものとし、傷、腐れ、病害虫などの

ないものとする。 

（２）茎葉及び根系が充実したものであって、着花類については花及びつぼみの良好

なものとする。 

５－３－３ 湿地移設工 

受注者は、既存の湿地を自然な状態で移設し、再現する湿地移設工の施工につい

ては、工事着手前に十分調査のうえ、時期、工法の施工計画書を作成し、監督職員

の承諾を得なければならない。 

５－３－４ 水生植物植栽工 

受注者は、水生植物植栽工の施工については、設計図書によるものとし、設計図

書に示されていない場合は、監督職員と協議しなければならない。 

５－３－５ 林地育成工 

１．受注者は、二次林を中心とした既存植生の林地育成を目的とした林地育成工の施

工については、残置する樹木及び周辺樹木等を損傷しないよう十分注意しなければ

ならない。 

２．受注者は、林地の萌芽更新を目的とした間伐（択伐）及び皆伐の施工については、

対象となる樹木を根元より地上20cm内外を残して伐採しなければならない。 

なお、伐採の時期等が設計図書に示されていない場合は、監督職員と協議のうえ、

萌芽に適した時期に行わなければならない。 

３．受注者は、除伐の施工については、設計図書によるものとし、対象となる樹木の

根元より伐採しなければならない。 

４．受注者は、既存樹林の健全な萌芽更新を目的とした、切り株保護の施工について

は、萌芽枝を傷めないように切株の周囲に生えている草やつる等を手刈で行わなけ

ればならない。 

５．受注者は、既存樹林の健全な萌芽更新を目的とした株立整理の施工については、

一株あたり数本の丈夫な新枝を残し、株の整理をしなければならない。 

６．受注者は、萌芽枝の保護を目的とした、つる切りの施工については、つるを根元

より切り取らなければならない。 

７．樹林景観を維持するとともに利用形態に合わせた林床をつくることを目的とした、
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下刈りの施工については、設計図書によるものとする。 

８．樹林景観を維持するとともに利用形態に合わせた林床をつくることを目的とした、

落葉かきの施工については、設計図書によるものとする。 

９．樹林内の安全確保を目的とした、林床整理の施工については、設計図書によるも

のとする。 

10．受注者は、発生木材処分の施工については、樹木等の主枝を切断のうえ、運搬可

能な形状に揃え、建設発生木材として処分しなければならない。また、建設発生木

材を再利用する場合の処分方法については、設計図書によるものとする。ただし、

設計図書に示されていない場合は、監督職員に協議のうえ、所定の場所に集積する

ものとする。 


